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て
の
風
格
を
、
遺
憾
な
く
《

外
に
は
な
い
と
云
え
よ
う
。

日
蓮
聖
人
の
一
代
六
十
年
間
に
於
け
る
全
生
涯
の
中
で
へ
最
も
落
付
い
た
環
境
に
恵
ま
れ
、
大
自
然
に
親
し
ま
れ
つ
つ
、
深
い
宗
教
的

な
思
索
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
へ
著
述
に
い
そ
し
ま
れ
心
又
門
弟
及
び
檀
越
の
教
化
に
と
、
ひ
た
す
ら
梢
進
し
て
来
ら
れ
、
「
聖
者
」
と
し

て
の
風
格
を
、
遺
憾
な
く
発
揮
せ
ら
れ
た
の
は
、
文
永
十
一
年
の
初
夏
か
ら
へ
弘
安
五
年
の
秋
に
至
る
ま
で
の
、
身
延
在
山
九
ヶ
年
間
以

此
の
在
山
九
ケ
年
間
を
、
従
来
身
延
時
代
と
呼
ん
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
愛
で
は
宗
祖
の
晩
年
に
於
け
る
身
延
時
代
九
ヶ
年
間

に
ピ
ン
ト
を
合
せ
、
宗
祖
の
延
山
生
活
に
現
れ
た
人
間
的
一
面
を
、
祖
書
の
上
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

古
来
勺
一
般
に
宗
祖
の
一
代
を
論
ず
る
時
へ
そ
の
生
涯
を
①
鎌
倉
時
代
（
立
教
開
宗
よ
り
竜
側
法
難
に
至
る
ま
で
。
）
②
佐
渡
時
代

（
佐
渡
在
島
三
ケ
年
間
。
）
③
身
延
時
代
（
在
山
九
ケ
年
間
。
）
と
に
分
類
し
、
或
い
は
佐
渡
流
罪
を
分
岐
点
と
し
て
、
佐
前
と
佐
後
と

に
わ
か
つ
方
法
が
と
ら
れ
て
来
て
お
り
、
此
の
間
に
一
線
を
画
し
て
、
宗
祖
の
人
格
の
上
に
、
佐
前
は
人
間
と
し
て
の
法
華
経
行
者
日
蓮

を
認
め
、
佐
後
は
本
化
仏
使
と
し
て
の
霊
格
的
存
在
者
た
る
日
蓮
と
し
て
、
こ
れ
を
仰
ぐ
と
云
う
傾
向
が
従
来
§
強
く
見
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
々
‐
、
咋
柳

身
延
曲
に
於
け
る
日
蓮
聖
人
の
八
間
的
一
面

一
、

上
田
本
昌
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し
か
し
、
こ
う
し
た
大
別
二
分
類
か
ら
す
る
と
、
身
延
時
代
の
宗
祖
は
、
当
に
仏
使
と
し
て
の
霊
格
者
た
る
日
蓮
と
云
う
こ
と
に
な
り

そ
こ
に
は
人
間
的
な
香
り
が
、
全
く
些
か
も
漂
っ
て
い
な
い
か
の
如
き
感
を
抱
か
し
め
る
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ

果
し
て
身
延
に
於
け
る
宗
祖
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
霊
格
者
と
し
て
、
人
間
を
越
え
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
し

か
に
鎌
倉
の
市
井
を
去
っ
て
、
遥
か
に
人
里
離
れ
た
山
中
身
延
で
の
生
活
は
、
世
間
を
離
れ
、
世
人
と
の
交
渉
を
断
っ
た
聖
者
の
境
界
を

し
の
ば
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
反
面
門
弟
・
檀
越
に
宛
ら
れ
た
書
簡
の
上
か
ら
受
け
る
感
じ
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
極
め
て
人
間
的
な

情
愛
に
満
ち
溢
れ
、
人
の
子
と
し
て
父
母
を
慕
い
、
師
匠
を
な
つ
か
し
み
、
ま
た
弟
子
・
信
徒
の
身
の
上
を
案
じ
て
流
さ
れ
た
涙
、
慈
愛

の
こ
も
っ
た
血
潮
が
、
永
祖
の
全
身
に
流
れ
て
い
た
こ
と
に
凱
付
く
の
で
あ
る
。

立
教
開
宗
以
来
、
宗
祖
は
そ
の
心
奥
に
深
く
「
如
来
使
」
と
し
て
の
覚
悟
を
き
ざ
み
こ
ま
れ
、
仏
の
予
言
せ
ら
れ
た
如
く
、
三
障
四
魔

の
迫
害
と
斗
い
、
本
化
の
「
遣
使
還
告
」
と
し
て
、
勇
猛
精
進
ひ
た
す
ら
法
華
経
行
者
の
険
難
を
あ
ゆ
ま
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
は
、
将
に

人
間
を
越
え
た
存
在
の
如
く
で
あ
り
、
金
剛
不
壊
の
如
説
修
行
と
云
い
、
勧
持
品
の
色
読
と
云
い
、
到
底
人
間
業
と
も
思
え
ぬ
行
動
で
あ

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
佐
前
の
こ
う
し
た
果
敢
な
力
強
い
足
ど
り
の
中
に
、
む
し
ろ
霊
格
者
と
し
て
の
一
面

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
佐
前
の
宗
祖
を
一
気
に
「
人
間
日
通
」
と
し
て
評
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
当
を
御
た
も
の
と
は

ス
》
◎

云
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
佐
渡
の
宗
祖
は
、
特
に
身
延
時
代
に
於
け
る
在
り
方
を
見
る
と
き
、
山
谷
の
大
自
然
と
親
し
み
つ
つ
、
情
愛
溢
る
る
ま

な
ざ
し
で
弟
子
・
信
徒
の
教
化
に
当
ら
れ
、
或
時
は
父
母
・
師
匠
を
慕
っ
て
、
遥
か
山
頂
よ
り
生
地
房
州
を
拝
し
、
又
或
時
は
庵
の
庭
に

立
た
れ
て
、
吹
く
風
に
身
を
ま
か
せ
、
昇
れ
る
月
に
心
を
た
く
さ
れ
、
人
間
味
班
か
な
晩
年
を
静
閑
に
す
ご
さ
れ
た
日
々
を
窺
う
と
き
、
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こ
う
し
た
宗
祖
の
身
延
時
代
に
於
け
る
澁
絡
的
一
而
の
中
に
現
れ
た
人
間
像
を
、
主
と
し
て
門
弟
・
檀
越
に
与
え
ら
れ
た
神
前
の
中
か

ら
、
い
く
つ
か
を
拾
っ
て
、
そ
の
一
端
を
観
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
謂
、
「
現
在
の
大
難
を
思
ひ
つ
づ
く
る
に
も
な
み

だ
、
未
来
の
成
仏
を
思
ふ
て
喜
ぶ
に
も
な
み
だ
せ
き
あ
へ
ず
。
烏
と
虫
と
は
鳴
け
ど
も
な
み
だ
お
ち
ず
。
日
蓮
は
な
か
ね
ど
も
な
み
だ
ひ

①

ま
な
し
。
此
の
な
み
だ
世
間
の
琳
に
は
非
ず
。
但
だ
偏
に
法
華
締
の
故
也
。
若
し
し
か
ら
ば
甘
露
の
な
み
だ
と
も
云
っ
ぺ
し
。
」
と
云
わ

れ
、
苦
し
い
に
つ
け
轡
び
に
つ
け
、
常
に
流
さ
れ
た
涙
は
、
凡
夫
の
流
す
涙
と
、
涙
そ
の
も
の
は
変
ら
ぬ
と
し
て
も
、
涙
を
流
さ
れ
た
心

奥
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
へ
だ
た
り
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
宗
祖
は
、
「
日
蓮
は
刀
杖
の
二
字
と
も
に
あ
ひ

ぬ
。
（
乃
至
）
日
蓮
仏
果
を
え
む
に
争
か
せ
う
ば
う
が
恩
を
す
つ
べ
き
や
。
何
か
に
況
ん
や
法
華
経
の
御
恩
の
杖
を
や
。
か
く
の
如
く
思

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

皇
ノ
◎

つ
ま
り
人
間
と
し
て
生
を
受
け
た
宗
祖
は
、
法
華
経
に
よ
っ
て
人
間
を
越
え
た
本
化
仏
使
と
し
て
の
雅
格
者
の
立
場
に
立
た
れ
、
然
か

も
此
の
立
場
に
安
住
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
再
び
人
間
の
情
愛
の
世
界
に
も
ど
っ
て
来
ら
れ
、
弟
子
・
信
徒
に
囲
ま
れ
つ
つ
、
救
済
の
導
師

と
し
て
の
生
涯
を
送
ら
れ
た
と
云
う
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

芭
蕉
の
有
名
な
言
葉
に
「
心
を
高
く
悟
り
て
、
俗
に
帰
す
ぺ
し
。
」
と
云
う
の
が
あ
る
が
、
宗
祖
は
猟
格
者
、
即
ち
本
化
上
行
と
し
て

の
自
覚
を
体
験
さ
れ
た
後
で
、
も
う
一
度
こ
ま
や
か
な
人
惜
の
世
界
に
立
ち
も
ど
ら
れ
た
処
に
、
大
き
な
人
間
救
済
の
た
め
の
意
義
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
愛
で
云
う
人
情
・
情
愛
と
云
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
読
格
の
立
場
を
一
度
色
読
体
験
せ
ら
れ
た
後

に
於
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
の
大
き
な
慈
悲
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
す
る
慈
愛
の
情
、
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で

こ
れ
を
一
概
に
人
間
性
を
は
る
か
に
こ
え
た
本
化
上
行
の
霊
格
者
と
し
て
み
な
す
こ
と
は
、
こ
れ
又
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
る
と
云
え
よ
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②

ひ
つ
づ
け
候
へ
ば
、
感
涙
を
さ
へ
が
た
し
。
」
と
、
法
難
に
つ
け
て
も
「
感
涙
を
さ
え
が
た
き
」
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

宗
教
者
と
し
て
の
深
い
悟
道
に
徹
し
ら
れ
た
聖
者
の
「
心
を
高
く
悟
り
て
」
の
ち
に
、
再
び
「
俗
に
帰
り
て
」
流
さ
れ
る
涙
と
で
も
掌
フ

一
一
、

身
延
へ
入
山
せ
ら
れ
て
か
ら
の
宗
祖
は
、
そ
の
人
間
像
に
於
て
、
一
屑
慈
愛
の
情
が
深
く
、
涙
も
ろ
い
一
面
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
時
に

は
鎌
倉
時
代
に
見
ら
れ
た
あ
の
勇
猛
果
敢
な
法
華
経
行
者
と
し
て
、
獅
子
布
迅
の
弘
経
に
挺
身
さ
れ
た
そ
の
同
じ
人
に
は
思
え
ぬ
程
の
温

情
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
十
代
か
ら
四
十
代
に
か
け
て
の
壮
年
期
と
、
五
十
代
を
こ
え
六
十
に
近
く
な
っ
た
晩
年
の
安
定

し
た
年
令
差
も
勿
論
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
何
に
よ
り
も
身
延
と
云
う
環
境
も
そ
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て

来
る
。
し
か
し
鮫
も
大
事
な
こ
と
は
、
や
は
り
宗
祖
の
人
柄
で
あ
り
、
人
間
味
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
、
一
番
大
切
な
こ
と
と
云
え
る
の

来
る
。
し
か
し
蝦

で
は
な
か
ろ
う
か
。

べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
宗
祖
は
正
法
を
誹
誇
し
た
り
、
正
し
い
信
仰
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
此
の
上
な
い
強
敵
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
来

た
よ
う
で
あ
る
が
、
反
面
門
下
檀
越
に
と
っ
て
は
、
又
と
な
い
慈
愛
に
満
ち
た
い
つ
く
し
み
溢
る
る
師
匠
と
し
て
、
一
途
に
敬
服
の
念
を

抱
か
し
め
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
慈
悲
の
涙
に
洗
れ
た
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
、
信
仰
へ
の
い
ざ
な
い
を
受
け
た
門
下
に
と

っ
て
は
、
こ
れ
が
教
化
に
於
け
る
雌
も
秀
れ
た
威
力
と
し
て
、
そ
の
効
果
を
発
押
し
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
祖
の
人
間
像
、
即
ち
人
柄

の
中
に
は
、
並
々
な
ら
ぬ
思
い
や
り
の
深
さ
へ
涙
も
ろ
さ
が
あ
り
、
こ
う
し
た
血
と
涙
の
慈
愛
は
、
や
が
て
聖
者
と
し
て
の
「
如
来
使
日

蓮
」
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

身
延
山
に
於
け
る
宗
祖
は
、
門
弟
の
悦
び
に
つ
い
て
は
門
弟
と
共
に
悦
び
へ
檀
越
の
悲
し
み
に
あ
わ
れ
て
は
、
檀
越
と
共
に
涙
を
流
す
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と
云
う
、
人
間
味
の
あ
ふ
れ
た
心
境
に
住
し
、
宗
祖
自
身
の
問
題
と
し
て
は
、
昼
夜
に
霊
山
往
詣
の
法
悦
に
ひ
た
っ
て
は
感
激
の
涙
を
流

し
、
国
難
の
迫
切
来
た
る
迄
憂
え
て
は
、
又
混
せ
き
あ
え
ず
し
て
、
涙
ひ
ま
懇
さ
蝿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

例
ぱ
、
入
山
間
も
な
ぐ
し
て
上
野
の
南
条
殿
に
宛
ら
れ
た
普
簡
の
一
節
に
は
、
父
を
失
っ
た
事
の
悲
し
み
を
慰
め
「
御
心
の
う
ち
凡
を

し
は
か
る
こ
そ
琴
琴
群
も
と
ま
り
候
は
ね
℃
」
と
遥
か
珠
延
の
人
里
離
れ
た
峰
か
ら
、
門
下
の
不
幸
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
心
中
を
祭
し
悲

し
み
と
い
た
わ
り
の
涙
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
一
ィ
あ
わ
れ
人
は
よ
き
壬
は
も
っ
ぺ
か
り
け
る
も
の
か
な
と
、
な
み
だ
か
き
あ
へ
ず
こ
そ
候

④

⑤

し
。
」
と
云
う
個
人
的
な
涙
に
対
し
、
、
「
抑
も
日
遮
は
日
本
凶
を
た
す
け
ん
と
ふ
か
く
お
も
へ
ど
も
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
亡
到

の
危
機
に
直
面
し
た
国
土
と
大
衆
を
救
済
す
る
た
め
に
、
そ
の
全
生
涯
が
捧
げ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
川
ひ
ら
れ
ざ
る

⑥

上
、
度
々
あ
だ
を
、
な
さ
る
れ
ば
、
力
を
よ
ば
ず
山
林
に
ま
じ
は
り
候
ぬ
。
」
と
云
う
、
一
見
消
極
的
な
人
間
と
し
て
力
尽
き
た
る
か
の

如
き
観
患
い
だ
か
じ
む
る
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
、
更
に
大
蒙
古
国
の
襲
来
に
よ
っ
で
、
。
「
皆
人
の
当
時
の
壱
岐
・
対
島
の
や
う
に
な
ら

⑦

せ
給
は
ん
事
、
お
も
ひ
や
り
候
へ
ば
、
な
み
だ
も
、
と
ま
ら
ず
。
」
と
国
墾
と
大
衆
の
た
め
の
涙
も
ま
た
泌
柁
た
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
宗
祖
の
「
涙
ひ
ま
な
し
」
と
云
わ
れ
た
そ
の
涙
は
、
個
人
・
大
衆
・
国
土
の
悲
し
み
争
憂
い
・
危
磯
を
忠
っ
て
の
涙
で
あ
っ
た
の

あ
り
、
｛

又
文
永
指
二
年
の
正
月
に
、
同
じ
く
南
条
氏
へ
宛
て
出
さ
れ
た
『
春
之
祝
御
書
』
に
は
、
南
条
氏
の
父
が
嘗
て
鎌
倉
に
あ
り
し
と
き
、

③

宗
祖
に
帰
依
し
法
華
信
仰
に
糟
進
し
た
こ
と
を
な
つ
か
し
み
、
「
を
も
ひ
や
り
候
へ
唾
な
ん
だ
も
、
と
ど
ま
ら
ず
。
」
と
故
人
を
し
の

ん
で
の
涙
に
爵
れ
宝
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
足
の
如
く
宗
祖
の
ひ
ま
な
く
流
さ
れ
た
涙
峰
主
と
し
て
門
弟
植
越
の
た
め
で
あ
り
、
又
国

⑨

土
と
大
衆
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
法
悦
に
よ
る
「
感
涙
、
を
さ
へ
が
た
し
。
」
と
云
う
歓
喜
の
涙
以
外
に

は
な
か
っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
仏
果
を
う
る
こ
と
の
随
喜
の
涙
で
あ
り
、
「
聖
者
の
涙
」
と
も
云
う
べ
き
も
の
に
ば
か
な
ら
な

で
あ
る
。

(135)



こ
う
し
た
身
延
山
に
於
け
る
宗
祖
は
、
「
三
度
諌
め
て
容
れ
ら
れ
ず
ん
ば
、
山
林
に
交
る
」
と
云
う
聖
人
賢
哲
の
風
格
と
、
「
釈
迦
如

⑩

来
の
御
神
、
我
身
に
入
り
か
わ
（
ら
）
せ
給
け
る
に
や
。
我
身
な
が
ら
も
悦
び
身
に
あ
ま
る
。
」
と
云
う
本
化
仏
使
と
し
て
の
自
覚
を
持

た
れ
た
一
面
と
、
更
に
こ
う
し
た
瀧
格
的
な
中
か
ら
惨
み
出
た
苦
楽
共
に
思
い
合
せ
て
涙
を
流
さ
れ
た
人
間
と
し
て
の
一
面
と
が
重
な
り

○

。
。

◎

合
っ
て
、
門
弟
・
檀
越
に
と
っ
て
は
、
無
上
の
主
で
あ
り
、
厳
し
さ
の
中
に
慈
し
み
あ
ふ
る
る
師
匠
で
あ
り
、
血
と
涙
の
通
っ
た
親
と
し

て
、
無
二
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
さ
る
の
で
あ
る
。

入
滅
に
先
き
立
つ
こ
と
約
十
ヶ
月
、
弘
安
四
年
の
十
二
月
に
妃
る
さ
れ
た
『
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
』
に
よ
る
と
、
米
や
消
酒
な
ど

の
贈
物
に
対
す
る
謝
礼
が
述
べ
ら
れ
、
病
身
に
と
っ
て
此
の
贈
物
が
如
何
に
身
に
泌
む
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
飾
り
気
な
く
記
し
て
い

⑪

る
。
「
此
御
志
ざ
し
は
、
い
か
ん
が
せ
ん
と
、
う
れ
し
く
を
も
ひ
候
と
こ
ろ
に
、
両
眼
よ
り
ひ
と
つ
の
な
み
だ
を
、
う
か
べ
て
候
・
」
と

病
に
と
っ
て
あ
り
が
た
き
薬
酒
の
贈
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
涙
を
浮
べ
て
の
素
直
な
感
情
の
吐
露
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
繼
格

の
中
の
人
格
的
一
面
と
も
云
う
べ
き
「
人
間
日
遮
」
の
一
コ
マ
が
愛
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

一
一
一
、

次
に
入
山
後
の
宗
祖
に
と
っ
て
、
常
に
胸
中
に
あ
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
、
父
母
と
師
匠
を
な
つ
か
し
み
、
生
れ

故
郷
を
恋
し
く
思
わ
れ
た
「
慕
情
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
と
し
て
極
く
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
と
も
思
え
る
が
、
天
下
剛
家
の
亡
び

ん
と
す
る
を
憂
え
、
国
民
大
衆
の
、
苦
悩
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
状
態
に
対
し
て
、
涙
ひ
ま
な
き
宗
祖
の
人
間
像
と
は
又
異
っ
た
一
面
、
即

ち
聖
者
と
か
或
い
は
仏
使
と
か
云
わ
る
る
一
面
を
は
な
れ
た
、
純
粋
に
一
人
の
人
間
と
し
て
、
父
母
を
慕
い
生
国
を
な
つ
か
し
む
心
情
を

持
っ
た
宗
祖
の
全
く
個
人
的
な
一
面
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

い
で
あ
ろ
う
。
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人
山
の
当
初
、
水
細
は
た
し
か
に
隠
遁
者
的
な
感
慨
を
も
ら
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
次
第
に
う
す
れ
て
、
身
延
の
山
を
愛
し
そ
の

自
然
美
に
ひ
た
っ
て
一
乗
妙
典
を
受
持
す
る
こ
と
の
法
悦
に
、
無
上
の
倖
せ
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
う
し
た
聖

者
の
生
活
の
中
に
も
、
時
と
し
て
折
り
に
ふ
れ
、
父
母
を
恋
し
く
な
つ
か
し
ま
れ
た
一
面
が
、
赤
裸
々
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例

ば
入
山
の
狸
年
、
断
尼
御
川
か
ら
「
あ
ま
の
り
一
袋
一
が
送
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
そ
の
礼
状
に
身
延
の
地
形
や
鉱
候
を
述
べ
、
「
彼

の
商
山
の
四
崎
が
世
を
脱
れ
‐
一
一
竹
林
の
七
慨
が
跡
を
隠
せ
し
山
‐
｜
に
な
ぞ
ら
え
て
、
そ
の
下
に
海
脊
か
ら
生
国
の
こ
と
を
次
の
如
く
想

一
古
郷
の
躯
、
は
る
か
に
忠
ひ
わ
す
れ
て
朕
つ
る
に
、
今
此
の
、
あ
ま
の
り
を
見
候
て
、
よ
し
な
き
心
、
を
も
ひ
い
で
て
、
愛
く
つ
ら

し
・
片
海
・
市
河
・
小
湊
の
戯
の
ほ
と
り
に
て
昔
見
し
あ
ま
の
り
な
り
。
色
形
あ
ぢ
わ
ひ
も
か
は
ら
ず
。
な
ど
我
父
母
か
は
ら
せ
給

⑫

ひ
け
ん
と
、
か
た
ち
が
へ
な
る
う
ら
め
し
さ
、
な
み
だ
お
さ
へ
が
た
し
。
」

此
の
一
文
か
ら
見
て
も
身
延
山
に
於
け
る
求
祖
の
人
間
像
の
一
端
が
、
明
ら
か
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
来
る
と
思
え
る
。
氷
祖
は
常
に
「
我

父
母
一
「
日
蓮
の
父
母
‐
一
と
両
親
を
な
つ
か
し
く
思
わ
れ
、
追
慕
の
情
こ
ま
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
山
頂
か
ら
房
州
を
遥
拝
さ
れ

た
事
実
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
又
建
治
二
年
三
月
、
光
日
腸
に
宛
ら
れ
た
御
番
に
よ
れ
ば
、
「
生
倒
な
れ
ば
安
・
腸
の
剛
は
こ
ひ
し

⑬

か
り
し
」
と
そ
の
情
の
切
々
た
る
継
子
が
涙
な
が
ら
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
生
田
故
郷
と
は
云
え
当
時
求
棚
は
た
や
す
く
安
・
腸
の
川

を
訪
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
・
「
，
父
熾
の
墓
を
み
る
身
と
な
り
が
た
し
、
と
お
も
ひ
つ
づ
け
し
か
ば
、
い
ま
さ
ら
、
と
び
た
つ
ば
か

り
、
く
や
し
く
て
‐
一
と
あ
る
如
く
、
た
と
え
海
山
を
こ
え
て
も
「
父
母
の
墓
を
も
み
、
師
匠
の
あ
り
や
う
を
も
、
と
ひ
を
と
づ
れ
ざ
り
け

ん
」
と
云
う
心
境
で
あ
っ
た
の
が
、
遂
い
に
果
せ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
此
の
生
田
・
父
母
・
師
匠
へ
の
慕
情
は
、
極
め
て
大
き
な
も
の
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
で
き
う
る
。

い
起
し
て
お
ら
れ
る
。
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宗
祖
に
と
っ
て
、
父
母
・
師
匠
の
恩
に
報
い
る
と
云
う
こ
と
は
、
人
倫
の
鮫
も
基
本
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
此
の
両
親
追
慕
の
情
も
必
然
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
肯
け
よ
う
。
然
し
、
「
に
し
き
を
き
て
故
郷
へ
は
、
か
へ
れ
と
い

ふ
事
は
内
外
の
を
き
て
」
で
あ
っ
た
の
で
、
一
さ
せ
る
面
目
も
な
く
し
て
本
国
へ
い
た
り
な
ば
、
不
孝
の
者
に
て
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
」

と
不
幸
の
身
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
呼
び
に
し
き
を
芯
て
冊
る
時
を
予
想
さ
れ
、
そ
の
時
こ
そ

「
父
母
の
墓
を
も
み
よ
か
し
と
、
ふ
か
く
を
も
う
ゆ
へ
に
、
い
ま
に
生
国
へ
は
い
た
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
こ
ひ
し
く
て
、
吹
く
風
、
立

⑭

つ
雲
ま
で
も
、
東
の
方
と
申
せ
ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、
庭
に
立
ち
て
み
る
な
り
。
」

と
、
若
さ
日
の
故
郷
を
な
つ
か
し
み
、
人
一
倍
両
親
を
慕
わ
れ
た
宗
祖
の
心
中
が
、
此
の
一
文
の
中
に
跳
如
と
し
て
窺
え
る
の
で
あ
る
。

親
を
思
い
師
匠
を
追
慕
す
る
と
云
う
感
情
は
、
入
山
の
二
年
後
に
旧
師
道
普
房
の
死
去
に
あ
い
、
一
層
そ
の
師
を
思
う
の
情
が
高
ま
っ

て
行
っ
た
。
即
ち
『
報
恩
妙
』
を
著
し
て
深
く
追
悼
の
意
を
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
仏
教
徒
た
る
者
は
す
べ
か
ら
く
「
父

母
・
師
匠
・
国
恩
」
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
く
、
常
に
報
恩
の
念
を
持
っ
て
、
「
乗
恩
入
無
為
真
実
報
恩
者
」
の
其
の
意
味
に
於
け
る
報
恩

の
大
遊
を
示
し
、
そ
の
た
め
に
は
仏
一
代
の
肝
心
に
し
て
、
末
法
応
時
の
大
法
た
る
法
華
を
受
持
す
る
こ
と
に
始
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
求
細
の
報
恩
思
想
は
、
法
華
の
実
践
を
通
し
た
上
で
の
報
恩
で
あ
り
、
倫
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
倫
の
基
本
を
報
恩
に
求
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
宗
祖
の
人
格
に
於
け
る
一
面
を
知
る
こ
と
が
出
来
う
る
が
、
更
に
そ
れ
を
し
て
、
大
恩
報
謝
の
道
は
、
法
華
の
色
読

体
験
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
と
論
じ
た
処
に
、
求
棚
の
栩
恩
観
に
於
け
る
鮫
も
大
き
な
特
色
が
あ
っ
た
と
云
え
よ

兎
角
、
宗
祖
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
佐
前
の
獅
子
奮
迅
の
動
的
一
面
の
み
を
と
ら
え
て
、
他
宗
を
折
伏
す
る
あ
ま
り
、
熱
烈
な
狂
僧
の

如
く
に
考
え
、
極
め
て
倫
理
性
の
乏
し
い
斗
士
の
一
人
と
し
て
論
ず
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
宗
祖
の
佐
後
、
特
に
身
延
山
に
於
け
る

、
『
ノ
◎

(I38)



生
活
、
中
で
も
代
表
耕
作
の
一
つ
と
し
て
数
え
挙
げ
ら
れ
る
『
報
恩
抄
』
を
、
全
く
理
解
し
え
な
い
者
の
言
で
あ
っ
て
、
逝
憾
な
が
ら
宗

柵
を
正
し
く
理
解
し
え
て
い
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
『
報
恩
抄
』
を
中
心
と
し
て
、
在
山
九
年
間
に
認
め
ら
れ
た
祖
書
の
中
に

は
、
上
野
殿
に
与
え
ら
れ
た
一
連
の
御
書
に
見
ら
れ
る
如
く
、
親
子
関
係
に
於
け
る
血
縁
・
き
ず
な
を
説
き
、
又
阿
仏
房
夫
妻
宛
、
四
条

氏
に
宛
ら
れ
た
書
簡
、
池
上
兄
弟
に
出
さ
れ
た
御
書
、
等
に
そ
れ
ぞ
れ
見
ら
れ
る
如
く
、
夫
婦
関
係
を
取
扱
い
、
夫
と
妻
の
在
り
方
に
於

け
る
肢
も
望
ま
し
い
人
間
像
を
論
じ
、
更
に
前
記
の
一
『
報
恩
抄
』
に
見
ら
れ
る
如
き
、
師
弟
関
係
の
う
る
わ
し
い
在
り
方
。
或
い
は
四
条

氏
と
そ
の
主
家
た
る
江
馬
氏
と
の
関
係
を
取
挙
げ
た
主
従
の
問
題
、
更
に
は
領
主
波
木
井
氏
と
の
師
檀
の
関
係
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
関
係
に
わ
た
り
、
深
い
愛
情
と
理
解
、
大
き
な
報
恩
観
と
追
慕
の
情
、
い
つ
く
し
み
溢
る
る
涙
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
苦
痛
に
み
ち

た
者
も
、
悲
哀
に
閉
さ
れ
た
者
を
も
、
す
べ
て
を
暖
く
迎
え
る
偉
大
な
抱
擁
力
と
を
兼
備
し
た
人
格
者
と
し
て
の
宗
祖
が
、
そ
こ
に
展
開

し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
仏
の
大
慈
大
悲
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

四
、

以
上
、
宗
祖
の
身
延
在
山
中
に
於
け
る
生
活
の
う
ち
か
ら
、
特
に
人
間
的
な
一
面
に
ピ
ン
ト
を
あ
て
て
考
察
を
試
み
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
前
述
せ
る
如
く
一
般
に
は
宗
祖
の
純
粋
な
宗
教
的
観
念
の
高
さ
と
、
世
俗
を
離
れ
た
山
中
で
の
生
活
が
、
世
を
の
が
れ
た
隠
者
の
如

き
感
じ
を
抱
か
し
め
、
所
謂
人
間
味
に
と
ぼ
し
い
英
雄
・
聖
者
と
し
て
の
性
絡
を
意
味
し
、
更
に
佐
後
の
内
衙
自
覚
か
ら
発
し
た
本
化
仏

使
と
し
て
の
「
雅
格
日
蓮
」
と
云
う
教
学
的
な
面
か
ら
生
れ
た
超
人
間
的
な
性
怖
の
持
主
と
し
て
見
ら
れ
、
何
か
し
・
り
近
よ
り
難
い
も
の

を
持
っ
た
型
人
君
子
で
あ
る
か
の
如
く
に
誤
解
さ
れ
易
い
面
を
有
し
て
来
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
を
破
っ

て
、
身
延
に
於
け
る
宗
祖
の
一
面
に
は
、
人
間
と
し
て
極
め
て
自
然
な
血
と
涙
の
通
っ
た
反
面
を
有
し
、
そ
の
血
と
涙
は
わ
れ
わ
れ
の
凡
．

情
に
も
つ
な
が
り
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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宗
祖
在
山
中
の
対
人
関
係
は
、
佐
前
の
そ
れ
と
は
又
変
っ
た
一
而
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
即
ち
佐
前
の
活
動
期
に
あ
っ
て
は
、

極
め
て
対
外
的
で
あ
り
、
念
仏
者
を
初
め
と
し
て
、
専
ら
他
宗
徒
に
向
っ
て
の
布
教
で
あ
っ
た
。
宗
棚
自
身
が
「
三
類
の
強
敵
」
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
如
く
、
常
に
「
敵
‐
一
に
向
っ
て
法
を
説
か
れ
た
の
に
対
し
、
身
延
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
弟
子
檀
越
の
謂
ば
「
味
方
‐
一
に
対

し
て
法
を
脱
か
れ
、
蕊
而
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
た
め
、
脚
ず
と
内
筒
的
柵
和
な
対
人
関
係
を
紬
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
と
も
考
え
ら

池
上
宗
仲
兄
弟
が
信
仰
上
の
問
題
か
ら
、
父
親
と
不
仲
に
な
り
、
遂
い
に
勘
当
さ
れ
、
宗
祖
の
指
示
に
従
っ
て
再
び
そ
の
仲
を
と
り
も

ど
し
た
時
も
、
或
い
は
四
条
金
吾
が
や
は
り
信
仰
上
の
一
件
か
ら
主
人
江
馬
氏
の
反
感
を
か
っ
て
所
領
没
収
さ
れ
、
宗
祖
の
陳
状
に
よ
っ

て
秤
び
主
従
の
仲
を
と
り
も
ど
し
た
時
に
も
、
宗
杣
は
常
に
弟
子
檀
越
と
共
に
泣
き
、
弟
子
檀
越
と
共
に
事
に
当
り
、
そ
し
て
共
に
悦
び

⑮

を
分
ち
あ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
瀧
鷲
山
を
、
本
朝
此
の
身
延
の
嶺
に
移
し
た
と
さ
え
云
わ
れ
た
如
く
、
此
の
山
の
自
然
と
共
に
自
適
な
九
年
間
を
、
晩
年
内

省
的
に
す
ご
さ
れ
た
そ
の
宗
祖
の
姿
を
祖
書
の
上
か
ら
推
察
し
た
時
、
佐
前
の
何
物
に
も
屈
せ
ず
法
華
経
弘
通
の
た
め
不
惜
身
命
の
活
動

を
と
げ
、
衆
僧
的
超
人
的
な
一
而
を
強
く
喪
に
川
さ
れ
た
求
細
よ
り
も
、
は
る
か
に
人
間
的
な
も
の
を
身
延
の
ボ
棚
の
中
に
嘘
ぜ
ず
に
は

⑰

を
と
げ
、
衆
僧
的
超
人
“（

へ
脇
）

／
〃
，
１

れ
う
る
。

お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
身
延
時
代
の
弟
子
檀
徒
と
倶
に
在
っ
た
宗
祖
の
し
み
じ
み
と
し
た
人
間
像
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
二
十
仙
紀
後
半

の
現
代
に
生
き
る
わ
れ
，
ｆ
、
の
日
常
信
仰
生
活
に
於
け
る
人
間
像
の
上
に
、
多
少
な
り
と
も
反
映
し
没
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
た
な
ら

ば
、
そ
の
葱
義
は
決
し
て
少
な
く
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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〔
註
〕①

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
七
二
八
頁

②
同
一
、
六
三
六
頁

③
同

八
三
六
頁

④
同

八
一
九
頁

⑤
同

八
三
六
頁

⑥
同

八
三
六
頁

⑦
同

八
三
六
頁

③
同
八
五
九
頁

⑨
同
一
命
六
三
六
頁

⑩
同
一
、
○
五
四
頁

⑪
同
一
心
八
九
七
頁

⑫
同

八
六
五
頁

⑬
同
一
、
一
五
二
頁

⑭
同
一
品
一
五
五
頁

⑮
上
に
向
っ
て
は
仏
と
倶
に
、
下
に
向
っ
て
は
衆
生
と
偶
に
あ
っ
た
生
涯
で
あ
る
、
と
考
軌
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

⑯
古
来
、
宗
祖
を
評
し
て
、
行
動
力
と
実
践
力
は
抜
群
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
も
う
一
つ
、
内
省
思
考
力
も
ま
た
秀
れ
て
い
た
こ

と
を
等
閑
に
ふ
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
更
に
、
こ
う
し
た
実
践
行
動
と
内
省
思
考
の
力
は
、
法
蕪
経
の
信
か
ら
発
し
、
大
き
な
「
人
間
愛
」

と
な
っ
て
燃
え
続
け
た
の
で
あ
る
。

⑰
即
ち
、
本
仏
の
体
内
に
生
き
、
本
仏
の
本
願
の
中
に
在
っ
て
、
そ
の
本
願
を
達
成
す
る
た
め
に
一
生
を
送
っ
た
人
と
し
て
の
宗
机
、
所
訓
、
実
践

宗
教
者
と
し
て
の
人
間
像
が
そ
こ
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
え
よ
う
。

(z")



（
一
）

、
、
、
、
、
、

諸
家
の
日
通
論
を
と
お
し
て
の
聖
人
の
人
間
像
と
い
う
の
が
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
こ
上
で
「
理
解
」
と
は
、
学
問
的
方
法
に

よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
信
仰
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
理
解
し
難
い
」
と
は
、
聖
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
全

体
像
あ
る
い
は
部
分
に
つ
き
、
評
価
・
意
義
づ
け
の
仕
方
が
、
人
に
よ
っ
て
著
し
く
異
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
こ
の
実
例
を
提
示
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
聖
人
を
鹸
高
の
思
想
家
・
鹸
低
の
思
想
家
と
す
る
も
の
、
そ
の
国
家
主
義
を
肯
定
す
る
も

の
、
否
定
す
る
も
の
、
天
台
・
念
仏
に
対
し
て
そ
の
主
流
に
立
つ
と
す
る
も
の
、
傍
流
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
旧
仏
教
的
・
新
仏
教
的
。

等
々
あ
い
反
す
る
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
理
解
し
難
い
理
由
は
、
聖
人
が
自
己
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
既
成
の
仏
教

文
化
（
具
体
的
に
は
比
叡
山
天
台
宗
、
な
ら
び
に
真
言
密
教
の
教
学
信
仰
）
と
、
こ
れ
に
対
す
る
聖
人
の
自
己
主
張
・
主
体
的
立
場
と
の

、
、
、
、
、

間
に
、
現
象
的
に
は
、
断
層
が
あ
り
、
矛
盾
・
撞
著
が
あ
る
ご
と
く
に
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。

ま
ず
既
成
仏
教
に
対
す
る
方
面
か
ら
見
る
と
、
鎌
倉
新
仏
教
諸
派
は
叡
山
天
台
宗
か
ら
派
生
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
少
く

と
も
教
義
の
面
に
お
い
て
は
、
聖
人
の
方
が
念
仏
・
禅
宗
な
ど
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
旧
仏
教
の
天
台
宗
に
密
藩
し
て
い
る
と
い
え
る
よ

蓮
聖
人
は
な
ぜ
理
解
し
難
い
か

日

勝
呂
信
静
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う
で
あ
る
。
法
然
・
親
撫
・
道
元
等
が
、
旧
仏
教
よ
り
純
粋
に
念
仏
・
禅
の
部
分
だ
け
を
切
り
と
っ
て
独
立
さ
せ
た
の
に
比
べ
、
聖
人
は

表
面
的
に
は
岐
後
ま
で
天
台
宗
（
純
正
天
台
宗
）
の
立
場
を
持
し
て
い
ら
れ
た
。
純
粋
法
華
経
主
義
と
標
傍
せ
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

「
法
華
典
言
」
と
自
称
さ
れ
、
そ
の
教
学
に
真
言
・
念
仏
の
要
素
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
学
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
法
華
経
教
学
に

つ
い
て
も
、
天
台
教
護
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
耕
し
く
改
変
・
発
展
さ
せ
た
よ
う
な
も
の
と
は
認
め
難
い
。
ふ
つ
う
五
綱

・
五
重
相
対
・
凹
随
三
段
聯
が
聖
人
の
教
蕊
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
末
法
の
聖
人
の
時
点
に
お
い
て
は
、
本
門
法
華
経
（
題
目
が
唯

一
の
選
ば
る
べ
き
教
え
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
法
華
経
教
学
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
面

的
に
天
台
教
学
に
依
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
聖
人
は
、
鎌
倉
新
仏
教
の
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
教
学
の
面
に
お
い
て
は
、

旧
仏
教
の
遺
産
を
ｌ
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
こ
の
中
の
特
定
の
一
部
分
を
選
択
し
て
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
Ｉ
ほ
ぽ

全
体
に
わ
た
る
諸
部
分
か
ら
継
承
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
、
継
承
し
た
教
義
の
意
茂
づ
け
に
つ
い
て
見
る
と
、
聖
人
は
形
式
的
に
は
既
成
教
義
を
忠
実
に
継
承
し
た
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
教
義
形
式
の
内
容
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
聖
人
独
自
の
意
味
が
存
す

る
こ
と
を
至
る
所
で
強
調
し
て
い
ら
れ
る
。
恐
ら
く
歴
史
上
聖
人
ほ
ど
自
己
意
識
の
強
い
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
門

は
た
ｖ
Ｈ
趣
一
人
の
み
知
れ
り
、
こ
の
経
文
を
た
だ
日
述
一
人
の
み
統
め
り
、
日
辿
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
り
、
日
巡
は
じ
め

て
た
だ
一
人
南
無
妙
法
遮
華
経
と
唄
う
、
日
遮
が
己
証
の
法
門
、
日
蓮
弘
通
の
法
門
、
日
蓮
が
秘
蔵
の
法
門
、
日
述
が
本
怠
の
法
門
、
等

々
と
言
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
本
化
別
頭
で
あ
る
こ
と
を
く
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
既
成
教
義
を
形
式
的
に
継
承
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
保
守
的
、
没
個
性
的
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
教
義
形
式
の
内
面
に

あ
る
意
味
を
聖
人
の
主
体
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
革
新
的
、
燗
性
的
で
あ
る
と
い
う
極
立
っ
た
対
立
に
人
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は
迷
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
思
う
。
外
形
的
に
は
既
成
教
護
の
延
長
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ
れ
と
断
絶
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
聖
人
の
位
般
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
実
体
を
見
究
め
難
く
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
こ
と
を
鎌
倉
時
代
の
他
の
祖
師
た
ち
と
比
較
し
て
見
る
に
、
親
鴬
は
法
然
の
弟
子
た
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
教
学
の

表
現
に
お
い
て
は
、
師
説
を
土
台
と
し
つ
つ
そ
れ
以
上
の
も
の
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
然
よ
り
親
鴬
へ
の
発
展
系
列
が
見
ら

れ
、
そ
の
系
列
の
上
に
親
驚
の
独
自
性
を
位
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
元
は
独
創
的
思
想
家
で
あ
っ
た
が
、
師
の
如
浄
の
教
え
を
う

け
て
弘
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
惚
し
て
い
た
い
如
浄
の
思
想
を
実
際
に
知
り
得
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
思
想
系
列
の
上
に

通
沁
の
位
股
は
定
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
日
遮
聖
人
は
自
己
の
思
想
系
統
上
の
習
学
の
帥
と
い
う
も
の
を
一
向
に
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
も
と
よ
り
道
諜
房
は
こ
の
ば
あ
い
問
題
外
で
あ
る
。
た
蝉
遠
く
天
台
・
伝
教
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の

事
実
は
極
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
聖
人
は
思
想
系
譜
の
上
に
お
い
て
は
ひ
と
り
孤
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
日

遮
は
何
れ
の
宗
の
元
祖
に
も
あ
ら
ず
、
末
葉
に
も
あ
ら
ず
」
（
妙
密
上
人
御
消
息
）
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
大
き
な
問
題
は
天
台
・
仏
教
大
師
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
師
、
と
く
に
天
台
大
師
を
厚
く
思
慕
さ
れ
た
こ
と
は
、
救
主
釈
尊
を

偏
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
の
と
側
じ
く
、
聖
人
の
典
傭
を
吐
撚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
側
時
に
こ
れ
は
聖
人
の
天
台
法
華
水
の
正
統
性
を

証
明
す
る
教
権
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
は
教
相
上
の
系
譜
を
示
す
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
慈
覚
・
智
証
・
恋
心
等
の

言
を
教
証
と
し
て
承
認
・
引
用
さ
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
諸
師
を
排
斥
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
聖
人
は
天
台
・
伝
教
大
師
に

対
し
て
も
単
な
る
教
条
主
義
者
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
複
雑
で
あ
る
が
、
天
台
は
止
観
、

聖
人
は
妙
法
五
字
の
立
場
と
い
う
よ
う
に
、
法
華
絲
の
主
体
的
把
握
に
お
い
て
両
者
は
表
現
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
天
台
も
妙

法
五
字
を
内
観
さ
れ
な
が
ら
外
に
弘
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
両
者
は
法
華
経
の
精
神
に
帰
一
す
る
点
に
お
い
て
は
川
一
思
想
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、
、
、

に
お
い
て
存
在
す
る
。
し
か
し
同
一
思
想
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
蝋
人
に
お
い
て
主
体
化
さ
れ
た
激
味
に
お
い
て
は
、
外
柑
承
に
対
す
る
内

相
承
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
天
台
・
伝
数
を
越
え
て
聖
人
は
釈
尊
に
直
結
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
天
台
伝
数
等
所
弘
の
法
よ
り
一
亜
立
ち

入
り
た
る
」
法
門
（
定
遺
六
三
五
頁
）
、
「
天
台
伝
教
等
の
御
時
は
理
な
り
、
今
は
事
な
り
、
．
：
…
彼
は
迩
門
の
一
念
三
千
、
此
は
本
門

の
一
念
三
千
な
り
、
天
地
は
る
か
に
殊
な
り
こ
と
な
り
」
（
定
遺
一
五
一
三
頁
）
、
と
い
う
よ
う
に
、
天
台
伝
教
よ
り
優
位
に
立
た
れ
る

こ
と
を
承
腿
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
法
準
経
の
教
相
そ
の
も
の
は
超
時
代
的
に
普
遍
的
で
あ
る
が
、
正
・
像
よ
り
は
末
法
を
正
と

し
、
末
法
の
中
に
は
日
越
を
胆
と
な
す
（
法
華
取
要
抄
）
と
い
う
の
が
、
聖
人
の
う
け
と
め
方
で
あ
っ
た
。

‐
（
一
一
）

以
上
の
ご
と
く
、
既
成
教
義
に
対
す
る
保
守
的
、
没
個
性
的
態
度
と
、
そ
の
内
面
的
意
義
の
把
握
に
つ
い
て
の
革
新
的
、
個
性
的
態
度

と
の
二
面
性
は
、
両
者
の
関
係
が
し
ば
し
ば
矛
盾
と
う
け
と
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
聖
人
研
究
の
方
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
解
の
仕
方
に
お

い
て
も
、
か
な
り
の
混
乱
を
ひ
き
起
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
般
に
聖
人
の
位
慨
づ
け
に
つ
い
て
は
、
天
台
伝
教
へ
の
復
帰
者
（
浅

井
要
隣
教
授
）
、
台
密
教
義
の
通
俗
化
（
一
般
史
学
者
）
、
念
仏
信
仰
の
亜
流
（
家
永
三
郎
教
授
）
等
、
見
方
の
反
す
る
諸
説
が
あ
る
が

そ
れ
ら
は
外
面
的
な
教
義
形
式
の
継
承
の
側
面
を
部
分
的
に
取
り
上
げ
た
点
で
は
い
ず
れ
も
真
実
で
は
あ
る
が
、
聖
人
思
想
の
本
質
と
は

無
関
係
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
聖
人
の
独
自
性
は
、
教
義
の
形
式
面
に
あ
る
の
で
な
く
て
、
そ
の
内
容
の
意
味
の
把
握
に

、
、

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
れ
を
い
か
に
し
て
知
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
純
粋
な
意
味
で
は
聖
人
の
内
証
に
属
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
教
義
形
式
か
ら
は
う
か
が
い
得
な
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
内
証
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
た
ｒ
聖
人
は
、
他
の
仏
教
者
の
よ
う
に
、
自
己
の
表
現
領
域
を
限
定
し
て
行
く
と
い
う
ょ
プ
な
方
法
で
は
表
現
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
聖
人
の
自
己
表
現
は
、
天
台
・
真
言
・
念
仏
・
禅
・
律
な
ど
既
成
仏
教
に
対
す
る
聖
人
の
主
体
的
態
度
、
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垂

そ
の
対
決
の
姿
勢
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
折
伏
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
る
、
ゆ
え
に
聖
人
を
理
解
す
る
に
は
、
聖

人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
当
時
の
思
想
環
境
を
今
日
に
再
現
し
、
そ
れ
に
反
応
・
対
決
す
る
聖
人
一
生
の
行
動
を
と
お
し
て
、
そ
の

体
験
内
容
を
追
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
手
続
き
が
十
分
に
と
ら
れ
難
い
処
に
、
聖
人
研
究
の
難
し
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
般
日
本
仏
教
史
学
に
お
い
て
は
、
実
証
的
研
究
に
よ
り
、
聖
人
を
め
ぐ
る
歴
史
的
条
件
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ

れ
は
丁
度
さ
き
に
述
べ
た
聖
人
が
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
既
成
の
仏
教
文
化
と
亜
り
合
う
関
係
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
家
永
博
士
は
、
聖

人
の
法
華
教
学
の
中
に
、
念
仏
・
真
言
等
の
教
義
要
素
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
し
た
表
現
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
を
実
証
し
た
が
、
こ
れ
は

当
然
に
念
仏
・
真
言
破
折
と
い
う
聖
人
の
主
体
的
立
場
と
断
絶
・
矛
盾
す
る
。
こ
の
事
実
の
解
釈
に
つ
き
、
家
永
氏
は
、
と
く
に
念
仏
を

中
心
に
し
て
、
鎌
倉
仏
教
は
念
仏
信
仰
を
主
流
と
す
る
も
の
で
、
日
蓮
の
宗
教
は
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
と
論
じ
た
（
中
世
仏
教

思
想
史
研
究
）
・
戸
頃
璽
基
博
士
は
、
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
日
巡
は
日
本
宗
教
に
固
有
な
折
衷
主
義
の
典
型
的
表
現
で
あ
る
と
論
じ
た
。

（
日
蓮
と
鎌
倉
仏
教
）
・
‐
し
か
し
実
証
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
史
実
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
「
素
材
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
ど
の
よ
う
な
「
意
味
」
を
見
出
す
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
素
材
に
対
す
る
意
義
づ
け
は
、
少
く
と
も
日
蓮
研
究
で
あ
る
か

ぎ
り
は
、
聖
人
の
主
体
的
立
場
に
即
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
両
氏
と
も
こ
れ
を
無
視
し
た
所
に
お
い
て
意
義
づ
け
を
な
し
て
い
る

の
は
、
上
述
の
ご
と
き
聖
人
の
二
面
性
を
「
自
己
矛
府
」
と
う
け
と
っ
た
た
め
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
抹
殺
し
た
か
ら
で
あ
ろ

う
（
こ
の
問
題
に
対
す
る
私
見
は
か
つ
て
述
べ
た
か
ら
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
）
ま
た
鎌
倉
仏
教
・
日
本
宗
教
と
一
般
に
称
す
る
こ
と
も

実
は
学
問
上
の
作
業
仮
説
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
体
的
意
味
は
そ
れ
自
身
間
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
仮
説
的

概
念
か
ら
日
蓮
の
宗
教
を
規
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
く
、
む
し
ろ
日
蓮
の
宗
教
を
問
う
こ
と
は
、
か
か
る
仮
説
の
実
体
的
意
義
を
問
う

こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
唱
題
行
は
、
聖
人
以
前
か
ら
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
今
日
の
史
学
か
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
反
し
聖
人
は
御

自
分
が
は
じ
め
て
題
目
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
史
実
と
聖
人
の
主
体
的
立
場
（
自
己
葱
識
）
と
の
間

に
断
絶
・
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
一
例
で
あ
る
が
、
当
体
義
抄
に
お
い
て
聖
人
は
、
南
僻
・
天
台
・
伝
教
大
師
等
の
先
徳
が
唱
題
を

行
な
っ
た
と
い
う
事
例
を
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
教
義
形
式
と
し
て
の
題
目
は
聖
人
以
前
に
お
い
て
確
定
し
、
そ
れ
を
唱
文
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
聖
人
は
認
め
て
い
ら
れ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
三
師
の
例
は
、
教
権
と
し
て
引
用
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
史
実
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
題
目
が
既
成
教
義
の
一
環
と
し
て
聖
人
以
前
か

つ
ぎ
に
宗
学
の
概
念
よ
り
見
る
に
、
上
述
の
聖
人
に
お
け
る
二
面
性
は
、
ま
さ
し
く
教
相
主
義
と
観
心
主
義
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
本
尊
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
最
近
に
お
い
て
は
釈
尊
本
尊
論
と
マ
ン
ダ
ラ
本
尊
論
と
が
対
立
し
て
い
る
と
評
せ
ら
れ
る
が

久
遠
実
成
の
釈
尊
の
概
念
は
、
天
台
以
来
主
張
せ
ら
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
既
成
教
義
で
あ
り
、
教
相
的
概
念
で
あ
る
。
聖
人
は
主

師
親
三
徳
の
教
主
釈
尊
に
対
し
熱
烈
な
信
仰
の
借
を
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
信
仰
は
伝
統
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
、
既
成
教
義
と
し

、
、
、

、
、
、
、

て
の
釈
尊
の
概
念
と
矛
盾
し
た
も
の
で
な
く
、
本
門
の
釈
尊
、
寿
鍬
品
の
釈
尊
と
い
う
教
相
的
表
現
は
、
久
成
釈
尊
が
教
相
的
概
念
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
教
相
に
対
す
る
聖
人
独
自
の
意
義
づ
け
は
マ
ン
ダ
ラ
本
尊
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
マ

ン
ダ
ラ
に
は
必
ら
ず
、
「
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
一
閻
浮
提
の
内
未
曾
有
の
大
曼
茶
羅
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
末
法
の
聖
人
の
時
点

に
お
い
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
本
尊
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
よ
り
、
マ
ン
ダ
ラ
が
聖
人
に
お
け
る
観
心
の
本
尊
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
観
心
と
い
う
点
か
ら
は
教
相
と
対
立
す
る
が
、
教
相
の
内
容
的
意
味
は
観
心
に
お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
本
門
本
尊
は
、
教
相
的
に
は
久
成
釈
尊
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
聖
人
独
自
の
意
義
は
マ
ン
ダ
ラ
に
お
い
て
表
明
さ
れ

て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ら
叡
山
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
事
実
が
、
三
師
の
権
威
を
か
り
て
、
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る

と
日
蓮
が
は
じ
め
て
題
目
を
唱
え
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、
形
式
は
以
前
と
同
じ
で
も
、
聖
人
独
自
の
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
・
て
唱
え
ら
れ

た
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
諸
法
実
相
妙
に
「
地
涌
の
菩
薩
の
さ
き
が
け
日
蓮
一
人
な
り
。
：
．
…
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
に
あ
ら
ず
ん
ば

唱
へ
難
き
題
目
な
り
」
と
い
う
。
地
涌
の
菩
薩
は
聖
人
自
身
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
人
独
自
の
意
味
で
の
題
目
は
、
聖
人
で

な
く
て
は
唱
え
難
い
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

（
一
二
）

聖
人
の
独
自
性
は
当
然
「
観
心
」
に
お
い
て
表
明
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
中
古
天
台
の
よ
う
に
、
教
相
を
無
視
し

た
観
心
で
は
な
い
。
教
相
の
奥
に
あ
る
本
質
的
意
義
を
把
握
す
る
観
心
で
あ
っ
て
、
教
相
を
客
体
、
観
心
を
主
体
と
す
れ
ば
、
主
体
と
客

．
体
が
相
互
に
規
定
し
あ
い
つ
つ
、
主
体
が
客
体
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る
ご
と
き
観
心
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
文
底
秘
沈
で
あ
る
が
、
か
か
る

観
心
主
義
を
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
聖
人
の
特
色
で
あ
る
う
。

そ
こ
で
、
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
聖
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
教
相
、
す
な
わ
ち
法
華
経
に
対
し
、
聖
人
は
ど
の
よ
う
な
独

自
の
解
釈
を
さ
れ
た
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
聖
人
の
独
断
で
な
く
法
華
経
の
本
質
に
即
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
ど
う
い

弧
意
味
で
い
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紙
数
が
つ
き
た
の
で
私
見
を
簡
単
に
述
べ
る
と
、
仙
法
華
経
を
爾
前
（
諸
宗
）
無
得

道
の
思
想
と
解
釈
し
た
の
は
型
人
独
自
の
説
で
あ
り
、
側
法
華
縦
の
特
説
と
さ
れ
る
二
乗
作
仏
は
人
附
会
で
あ
る
ゆ
え
、
諸
家
無
得
道
と

即
応
す
る
。
切
に
つ
い
て
再
説
す
る
と
、
一
乗
に
は
法
開
会
（
教
法
の
統
己
と
人
開
会
（
教
団
の
統
ご
と
が
あ
る
が
、
仏
教
思
想
史

上
の
一
乗
の
学
説
を
類
型
化
す
る
と
、
人
開
会
を
拒
否
し
て
法
開
会
を
立
場
と
す
る
も
の
（
唯
識
法
相
宗
）
と
、
法
開
会
に
加
え
て
人
開

会
を
主
と
す
る
も
の
（
法
華
経
）
と
に
対
照
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
聖
人
の
法
華
絲
観
は
、
法
開
会
の
方
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
華
経
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教
学
の
中
に
念
仏
・
真
言
等
の
教
義
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
人
開
会
の
方
面
に
お
い
て
は
、
他
教
剛
の
独
立
的
存
在

性
を
承
認
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
諸
宗
無
得
道
の
説
と
な
る
と
解
し
え
よ
う
。
聖
人
の
折
伏
は
、
諸
家
無
得
道
の
思
想
と

内
面
的
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
佐
前
の
御
書
に
二
乗
作
仏
を
重
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
こ
と
を
証
す
べ
く
、
法
華
経

の
人
開
会
を
忠
実
に
実
践
の
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
諸
宗
破
折
を
見
る
に
、
学
説
の
破
折
よ
り

、
、
、

も
人
師
に
対
す
る
破
折
を
主
体
と
し
て
い
る
（
例
え
ば
佐
後
の
台
密
破
折
の
開
始
は
慈
覚
・
智
証
両
師
の
破
折
を
も
っ
て
そ
の
し
る
し
と

す
る
）
こ
と
は
、
人
開
会
を
表
明
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
聖
人
は
人
開
会
の
実
を
あ
ら
わ
さ
ん
が
た
め
に
意
識
的
に
人
師
を
攻

撃
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
へ
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
聖
人
の
人
間
像
に
お
い
て
、
他
の
仏
教
家
に
比
べ
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
こ
と
は
他
宗
折
伏
の
行
動
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
折

伏
の
評
価
と
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
見
解
が
ま
ち
ま
ち
で
も
っ
と
も
理
解
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
今
は
こ
れ
が
単
な
る
布
教
手

段
に
止
る
も
の
で
な
く
、
聖
人
の
法
華
経
解
釈
の
本
質
と
連
絡
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
い
さ
さ
か
推
定
し
、
聖
人
の
思
想
と
実
践
に

お
け
る
統
一
的
解
釈
を
志
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
開
会
（
教
団
統
乙
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
天
四
海
皆
帰
妙
法
は
他
教
団
の
独

立
的
存
在
性
を
否
定
す
る
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
ず
、
立
正
安
国
論
等
に
お
け
る
よ
う
に
、
政
治
機
栂
を
対
象
に
し
て
法
を
弘
め
ら
れ
た

の
も
、
教
団
統
一
を
目
的
と
し
て
の
行
動
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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従
来
日
遡
上
人
の
人
間
像
に
つ
い
て
の
研
究
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
型
が
あ
る
。

伝
統
的
宗
学
に
於
て
は
本
尊
論
の
諸
問
題
に
関
連
し
て
、
日
蓮
上
人
を
い
か
に
位
涜
す
べ
き
か
に
つ
い
て
多
く
の
見
解
が
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
教
学
体
系
の
中
で
の
宗
祖
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
日
蓮
上
人
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
一
般
の
傾
向
と
し
て
は
、
伝
記
を
通
し
て
見
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
日
蓮
上
人
そ
の
人
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
伝
記
も
、
「
御
一
代
記
」
と
云
わ
れ
た
よ
う
に
、
神
聖
化
又
は
神
秘
化
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
宗
祖
は
超
人
間
的
な
「
有
り
難
い
」

存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
勿
論
所
謂
信
仰
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
は
日
本
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
教

祖
を
絶
対
化
す
る
宗
教
的
土
壌
の
故
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
が
、
宗
学
の
面
へ
も
反
映
し
て
、
宗
祖
の
人
間
性
に
対
す
る
学

問
的
研
究
を
行
う
こ
と
は
、
一
種
の
タ
ブ
ー
を
成
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
信
仰
者
の
側
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
日
蓮
宗
徒

以
外
の
側
か
ら
は
正
反
対
的
の
評
価
を
生
む
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
信
者
と
不
信
者
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
相
反
す
る
評
価
が
日
蓮
上
人

の
正
し
い
人
間
像
を
理
解
す
る
こ
と
を
永
い
間
妨
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

宗
祖
を
神
聖
化
し
た
も
の
奥
中
、
宗
祖
を
本
仏
の
位
股
に
ま
で
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
論
外
と
し
て
も
、
超
人
的
な
奇
餓
を
行

法
華
人
間
像芹

沢
寛
哉
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ず
る
も
の
又
は
不
可
思
議
な
予
言
者
と
し
て
、
御
一
代
は
、
そ
の
予
め
定
め
ら
れ
た
超
自
然
的
な
計
画
の
中
で
必
然
的
に
出
現
せ
ら
れ
た

と
説
く
も
の
か
ら
、
所
謂
国
家
主
義
的
見
地
か
ら
愛
国
者
日
蓮
と
云
っ
た
宗
祖
像
を
も
つ
も
の
ま
で
幾
多
の
変
型
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
絶

対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
歴
史
的
人
間
の
世
界
か
ら
断
絶
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

之
に
対
し
て
、
近
来
、
神
聖
化
の
要
素
を
一
切
除
き
去
っ
て
、
人
間
日
蓮
と
し
て
の
人
間
像
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
て
き

た
。
従
来
の
信
仰
者
の
立
場
か
ら
は
宗
机
を
人
間
の
地
平
に
引
き
下
し
て
そ
の
長
短
を
論
ず
る
な
ど
は
不
遜
の
企
て
ｒ
あ
っ
て
禅
か
ら
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宗
祖
を
人
間
と
し
て
扱
う
限
り
、
そ
の
長
所
や
短
所
は
勿
論
、
我
々
凡
俗
と
同
様
な
欲
望
、
悩
み
、
更
に
弱
さ

や
過
誤
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
心
理
学
的
な
性
格
分
析
や
綜
合
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
時
代
思
想
と
社
会
的
条
件
の

中
で
影
響
さ
れ
、
そ
れ
に
働
き
か
け
よ
う
と
し
た
諸
行
為
と
の
関
連
の
中
で
客
観
的
な
人
間
像
を
捕
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
研
究
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
極
め
て
岐
近
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
示
内
の
人
々
に
よ
っ
て
ｒ
は
な
く
科
学
的
な

立
場
に
立
つ
文
化
史
家
や
思
想
史
家
の
手
に
よ
っ
て
ｒ
あ
っ
た
。
人
間
と
し
て
の
日
蓮
の
研
究
が
今
日
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
も
ち
、

意
識
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
単
に
宗
教
的
倫
理
的
典
型
人
と
し
て
の
人
間
像
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
現
代

の
歴
史
的
境
位
に
お
い
て
、
歴
史
的
意
識
の
然
ら
し
む
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
現
代
の
歴
史
的
境
位
は
、
「
組
織
の
中
の
人
間
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
圧
倒
的
な
組
織
化
に
よ
っ
て

人
間
が
平
均
化
さ
れ
、
剛
一
化
さ
れ
て
、
遂
に
は
無
力
化
さ
れ
る
こ
と
を
否
応
な
く
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
中
に
あ
る
。
生
産

手
段
が
機
械
化
、
自
動
化
し
た
結
果
、
機
械
が
主
で
人
間
が
そ
の
補
助
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
、
法
律
、
経
済

の
面
に
於
て
も
ま
た
文
化
、
思
想
の
面
に
於
て
も
機
構
が
す
べ
て
の
人
間
を
そ
の
中
に
組
入
れ
て
生
活
の
様
式
か
ら
、
各
人
の
意
見
や
考

え
方
ま
で
、
平
均
化
さ
れ
画
一
化
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
人
間
の
危
機
で
あ
る
と
の
自
覚
か
ら
こ
の
社
会
の
流
れ
を
人
間
の
主
体
性
の
自

●
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ー

覚
に
よ
っ
て
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
又
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
人
々
が
多
く
生
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ

の
傾
向
は
時
に
は
対
立
す
る
陣
営
を
形
成
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ま
た
、
知
的
感
情
と
し
て
、
同
一
人
の
中
に
共
存
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
も
と
ｊ
、
困
難
な
矛
盾
を
含
む
対
立
で
あ
っ
て
、
観
念
的
な
仕
方
で
理
解
し
た
だ
け
で
解
決
す
る
問
題
で
は
な
い
。
即
ち
歴

史
的
現
実
の
存
在
と
し
て
の
人
間
が
実
践
を
通
し
て
現
代
及
未
来
の
歴
史
を
形
成
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問

題
だ
か
ら
で
あ
る
。
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
る
社
会
の
機
櫛
化
へ
の
流
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
律
す
る
社
会
法
則
を
認
め
な
が
ら
も
そ
の
中

で
人
間
が
主
体
的
な
立
場
で
歴
史
を
作
る
、
又
は
歴
史
に
参
与
す
る
仕
方
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
の
問
題
は
、
そ
の
重
要
さ
を
充
分
指

摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
覚
さ
れ
た
立
場
と
し
て
雌
史
形
成
の
場
へ
登
場
し
て
い
る
と
は
云
わ
れ
な
い
所
に
、
現
代
の
歴
史
的
境
位
と
混
迷

が
あ
る
。
尤
も
そ
れ
を
意
図
し
主
級
し
て
い
る
勢
力
や
連
動
が
数
多
く
現
わ
れ
て
居
り
夫
々
自
己
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
。
例
へ
ば
実

存
主
義
ｌ
こ
れ
は
無
数
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
践
的
活
動
の
力
と
は
な
っ
て
い
な
い
ｌ
マ
ル
ク
ス
主
義
、

そ
の
外
社
会
改
良
の
諸
流
派
、
な
ど
あ
る
が
、
何
れ
も
そ
れ
に
内
包
す
る
一
面
性
の
故
に
本
来
の
人
間
を
実
現
し
、
主
体
的
な
歴
史
形
成

を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

現
代
の
日
本
に
お
い
て
、
特
異
の
現
象
は
新
宗
教
の
勃
興
と
隆
嘘
で
あ
ろ
う
。
中
に
も
日
蓮
上
人
と
法
華
経
に
発
す
る
も
の
が
、
顕
著

で
あ
る
。
最
初
の
中
は
穀
誉
褒
艇
甚
だ
し
く
、
例
え
ば
創
価
学
会
に
対
し
て
は
既
成
教
団
の
側
か
ら
の
激
し
い
反
撃
が
為
さ
れ
た
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
一
つ
の
社
会
勢
力
と
し
て
定
着
し
よ
う
と
し
て
い
る
し
、
現
代
に
お
け
る
歴
史
的
意
義
を
描
う
も
の
と
し
て
認
め
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
一
般
に
歴
史
的
出
来
事
は
、
無
数
の
事
実
の
中
か
ら
歴
史
家
の
も
つ
価
値
の
観
点
に
関
係
し
て

撰
択
さ
れ
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
基
準
と
な
る
価
値
と
は
、
過
去
に
於
て
は
政
治

的
武
力
的
力
で
あ
っ
た
が
、
現
代
史
学
に
於
て
は
、
主
と
し
て
社
会
経
済
的
な
諸
力
で
あ
り
、
創
価
学
会
は
、
現
代
社
会
を
形
成
す
る
力
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の
一
つ
と
し
て
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
膳
史
評
価
の
基
準
と
し
て
価
値
は
過
去
の
そ
れ
で
は
な
く
、
未
来
を
見
通
す
と

い
う
理
解
を
以
て
現
代
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
能
力
に
か
上
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
現
代
に
お
け
る
歴
史
的
意
織
と
呼
ぶ
な
ら

ば
、
こ
の
能
力
は
未
来
へ
の
理
解
が
進
む
に
つ
れ
て
尚
ま
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
こ
の
見
地
か
ら
過
去
の
出
来
事
を
撰
択
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
社
会
的
力
と
し
て
新
宗
教
が
認
め
ら
れ
て
く
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
関
迎
し
て
過
去
の
歴
史
的
出
来
事
の
意
義

も
当
然
見
直
さ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
新
求
教
の
数
学
的
批
判
は
こ
の
橘
で
は
別
愛
せ
ざ
る
を
御
な
い
が
、
創
価
学
会
は
じ
め
多
く
の
日
蓮
系
諸
新
宗
教
ほ
ど
矛
盾
を

内
包
し
た
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
兇
し
た
と
こ
ろ
柵
狭
と
寛
容
、
自
由
と
統
制
、
合
理
と
不
合
理
、
閉
鎖
性
と
附
放
性
が
奇
妙
に
同
居

し
な
か
ら
強
固
な
組
織
の
下
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
創
価
学
会
の
出
現
が
或
人
に
は
未
来
の
光
明
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
と

っ
て
は
大
き
な
不
安
を
も
た
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
い
て
、
膝
史
迩
識
が
健
在
で
あ
る
限
り
、
か
典
る
新
宗
教
を
生
ぜ
し
め
た
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
日
蓮
上
人
そ

の
も
の
Ｌ
仰
検
付
が
職
史
怠
識
の
観
点
か
ら
成
さ
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
し
、
又
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
と

云
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
戸
頃
重
基
博
士
の
業
賊
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
し
、
更
に
こ
の
極
の
研
究
は
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

創
価
学
会
を
始
め
と
す
る
新
宗
教
や
、
戸
頃
氏
等
の
新
ら
し
い
研
究
に
対
し
て
、
伝
統
的
宗
学
の
枠
の
中
で
批
判
し
、
又
は
黙
殺
す
る

こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
法
華
経
の
信
仰
が
、
縦
史
的
形
成
力
と
し
て
現
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
単
な
る
批
判
を
越
え
た
実
践
へ
の
転
回

こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
４

が
為
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

科
学
的
見
地
ｌ
こ
れ
は
客
観
的
立
場
と
い
う
意
味
で
社
会
思
想
史
的
立
場
を
含
む
ｌ
に
よ
る
日
蓮
上
人
研
究
か
ら
云
わ
れ
る
こ
と
は
、

日
蓮
上
人
の
人
間
的
性
格
が
、
非
常
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
時
代
思
想
や
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
い
か
に
影
響
さ
れ
た
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一
一

日
蓮
上
人
の
研
究
特
に
そ
の
人
間
像
に
つ
い
て
の
研
究
資
料
と
し
て
鍛
要
な
も
の
は
勿
論
御
遺
文
で
あ
る
。
御
遺
文
は
多
鐡
に
現
存
す

る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
の
場
合
珍
ら
し
く
一
自
己
を
語
っ
て
」
い
る
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
御
遺
文
の
取
扱
い
か
法
も
就
記
の
二

つ
の
立
場
に
よ
っ
て
、
正
反
対
と
な
る
。

一
つ
は
日
遮
上
人
の
一
生
と
思
想
及
そ
の
推
移
が
既
に
絶
対
的
な
意
図
に
よ
っ
て
誰
定
さ
れ
、
或
い
ば
上
人
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
て
お

る
と
す
る
も
の
、
恰
度
天
台
が
一
代
仏
教
を
五
時
八
教
に
配
当
し
た
よ
う
に
、
肢
初
に
一
貫
し
た
悟
り
が
あ
り
、
そ
れ
を
説
述
し
実
現
す

る
次
第
が
五
時
の
順
序
で
あ
り
方
法
が
八
教
で
あ
る
と
説
い
た
の
に
準
じ
て
、
御
遺
文
を
爾
前
今
経
、
乃
至
は
序
正
流
通
に
配
当
し
て
説

明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
御
遺
文
の
資
料
批
判
が
進
む
に
従
い
こ
の
よ
う
な
極
端
な
御
遺
文
解
釈
は
、
現
在
は
用
い
ら
れ
て
い
な

い
と
は
云
え
、
神
型
化
の
立
場
に
立
つ
限
り
依
ら
ざ
る
を
僻
な
い
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
客
観
的
歴
史
の
立
場
か
ら
は
上
人
の
思
想
は
発
展
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
展
段
階
を
、
厳
密
な
資

料
批
判
に
よ
っ
て
裂
づ
け
な
が
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
縛
ら
れ
た
日
蓮
上
人
の
人
間
像
は
人
間
的
性
格
と
し
て
は
極
端
な
矛
盾
を
含
む
も
の
即
ち
非
嚇
な
強
さ
と
弱
さ
、
織

能
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。

か
、
ま
た
社
会
国
家
に
対
し
て
働
き
か
け
た
か
、
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
及
獣
己
に
お
い
て
い
か
な
る
変
化
が
あ
っ
た
か
、
更

に
そ
の
よ
う
な
行
為
関
連
の
中
で
上
人
の
人
間
像
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
等
に
お
い
て
も
上
人
の
夢
跳
は
溺
臓
を
包
蔵
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
従
来
の
日
蓮
上
人
の
人
間
像
研
究
に
つ
い
て
の
二
つ
の
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
両
極
と
し
て
両
者
を
加
味
し
た
立
場
が
多
く
可

(I"!)



日
蓮
上
人
の
信
仰
は
法
華
に
帰
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
が
へ
そ
の
信
仰
は
浮
浪
に
至
る
ま
で
の
撤
密
な
研
究
と
、
事
行
に

よ
っ
て
絶
え
ず
喪
づ
．
け
ら
れ
て
い
た
。
法
華
経
を
腺
典
批
判
の
対
象
た
る
歴
史
的
な
文
書
と
し
て
で
ば
な
く
生
け
る
妙
法
と
し
て
受
容
し

て
お
り
、
経
文
を
他
の
立
場
沖
資
料
か
ら
解
釈
す
る
方
法
に
依
ら
ず
、
経
文
を
経
文
に
よ
っ
て
解
明
す
る
如
説
修
行
の
立
場
で
貫
か
れ
て

密
さ
と
粗
放
大
臘
、
自
負
と
謙
雌
な
反
省
、
偏
狭
と
寛
容
等
相
反
す
る
性
格
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を

合
理
的
な
論
理
の
観
点
か
ら
一
貫
し
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

従
っ
て
日
蓮
上
人
の
人
間
像
を
求
め
る
立
場
は
右
の
二
つ
の
立
場
の
一
方
に
依
っ
た
の
で
は
不
充
分
だ
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
っ
て
、
両
者
は
も
と
ノ
ー
論
理
的
に
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
折
衷
す
る
こ
と
は
却
っ
て
誤
り
を
大
き
く
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
両
者
を
否
定
的
に
超
え
な
が
ら
而
も
両
者
を
包
む
立
場
は
「
信
」
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
通
例
「
信
仰
」
と
い

う
言
葉
は
、
合
理
的
科
学
の
立
場
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
信
仰
の
名
の
下
に
非
合
理
を
合
理
化
し
、
不
完
全
を
絶
対
化

す
る
の
み
な
ら
ず
、
一
切
の
批
判
研
究
を
終
息
せ
し
む
る
た
め
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
蓮
上
人
の
「
信
」
は
こ

の
よ
う
な
盲
目
的
な
信
で
は
な
く
、
依
法
不
依
人
で
あ
り
形
式
的
信
仰
乃
至
は
感
情
的
執
着
の
別
名
で
あ
る
信
仰
を
た
え
ず
反
省
し
是
正

す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
過
去
を
知
り
未
萠
を
知
る
予
言
者
的
性
格
と
い
う
よ
り
は
鋭
い
歴
史
意
識
に
支
え
ら
れ
、
事
行
に
よ
っ
て
実

証
せ
ら
る
も
の
で
あ
る
。
か
入
る
信
に
よ
っ
て
一
見
矛
盾
と
し
か
思
わ
れ
な
い
性
格
が
統
一
さ
れ
る
と
共
に
、
凡
夫
が
成
仏
す
る
と
い
う

最
も
矛
盾
し
た
教
が
単
な
る
教
説
に
終
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
一
一

日
蓮
上
人
の
人
間
像
の
問
題
は
結
局
上
人
の
「
侭
」
と
は
如
何
の
問
題
に
州
す
る
の
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
、
以
下
梗
概
を
記
す

に
止
め
る
。
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い
た
。
従
っ
て
法
華
経
に
於
て
求
む
く
き
人
間
像
は
多
く
の
仏
菩
薩
や
弟
子
達
が
登
場
し
て
い
る
中
で
、
真
の
仏
弟
子
は
、
本
化
の
弟
子

で
あ
る
上
行
菩
薩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
上
行
菩
薩
は
付
属
を
通
し
て
末
法
の
歴
史
的
世
界
に
出
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
た
末
法
の
現
実
界
を
通
し
て
の
み
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
上
行
菩
薩
を
通
し
て
日
蓮
が
、
日
蓮
を
通
し
て
末
法
一
切
衆
生
へ
と
展

開
す
べ
き
で
あ
る
が
故
に
法
華
維
は
、
単
な
る
教
説
で
な
く
、
歴
史
的
世
界
の
現
実
の
た
め
の
生
け
る
教
で
あ
る
と
い
う
の
が
日
蓮
上
人

し
か
し
現
存
の
法
華
経
の
文
中
に
は
上
行
菩
薩
の
出
現
と
付
属
は
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
間
像
に
つ
い
て
は
全
く
説
か
れ
て
い
な

い
。
然
ら
ば
上
行
菩
薩
の
属
性
と
事
行
は
い
か
な
る
所
に
求
む
ぺ
き
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
日
隆
上
人
の
解
釈
が
雛
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
即
ち
釈
蝋
と
上
行
（
九
界
惣
在
と
し
て
の
）
は
本
因
本
果
の
関
係
で
あ
り
、
付
属
を
通
し
て
滅
後
末
法
に
布
縁
な
の
は
修

行
す
る
仏
Ｉ
上
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
上
行
の
人
間
像
は
釈
尊
の
人
間
像
と
相
表
裏
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
も
そ
の
人
間
像
は
静
的
に
諸
屈
性
を
統
一
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
な
く
修
行
（
事
行
）
に
於
て
動
的
主
体
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
修
行
と
は
不
粍
替
薩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
行
即
化
他
、
化
他
即
自
行
の
折
伏
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
法
華

締
に
対
す
る
倍
の
立
場
に
よ
っ
て
姑
め
て
証
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
卿
態
は
そ
の
人
の
性
絡
、
そ
の
時
の
縦
史
社
会
の

状
況
に
応
じ
表
現
形
式
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
特
定
の
歴
史
社
会
に
於
て
は
強
い
個
性
を
も
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
日

並
上
人
に
見
ら
れ
る
強
い
個
性
は
、
こ
の
よ
う
な
信
を
通
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
ふ
る
人
間
像
は
、
日
越
の
人
間
像

と
い
う
よ
り
も
「
法
華
人
間
像
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
。

信
に
よ
る
日
蓮
上
人
の
人
間
像
理
解
が
、
一
面
的
に
固
定
化
さ
れ
、
神
聖
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
絶
対
化
さ
れ
た
神
聖
日
蓮
像
と
な
り
、

に
ん

強
い
批
判
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
法
華
経
の
倍
と
は
、
｜
‐
人
」
に
対
す
る
そ
れ
で
は
な
く
、
本
因
本

の
信
仰
で
あ
っ
た
。
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う
形
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法
華
人
間
へ
の
可
能
性
が
何
人
に
対
し
て
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
日
蓮
上
人
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
夫
々
の
時
代
社

会
の
状
況
の
異
り
は
あ
っ
て
も
、
否
、
異
り
が
あ
る
が
故
に
こ
そ
何
人
も
、
信
に
よ
る
事
行
を
通
し
て
そ
れ
を
体
得
し
う
る
と
云
え
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
様
相
は
、
現
実
を
否
定
超
越
し
な
が
ら
同
時
に
よ
り
強
く
、
現
実
の
歴
史
と
人
間
を
肯
定
し
そ
の
形
成
に
参
加
す
る
と
い

果
惣
在
の
法
ｌ
妙
法
に
帰
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
こ
れ
が
日
蓮
上
人
の
信
の
根
本
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄

も
な
い
。
こ
の
様
な
信
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
矛
盾
す
る
と
見
ら
れ
る
上
人
の
諸
特
性
も
矛
盾
で
な
く
、
統
一
的
人
間
像

も
な
い
。
こ
の
様
な
唇

末
法
一
般
に
お
け
る
法
華
人
間
（
上
行
）
は
定
型
を
も
た
な
い
が
故
に
何
時
如
何
な
る
場
所
に
も
出
現
す
る
可
能
性
を
も
つ
と
共
に
、

一
般
の
凡
夫
た
る
わ
れ
ノ
＼
も
亦
、
そ
れ
た
り
得
る
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
現
実
の
歴
史
的
世
界
は
相
待
の
世

界
で
あ
り
、
本
因
果
不
二
絶
対
は
、
而
二
相
待
の
形
に
於
て
始
め
て
現
実
で
あ
る
。
絶
待
か
ら
相
待
へ
、
相
待
か
ら
絶
待
へ
の
移
行
は
、

即
自
的
で
な
く
、
否
定
的
超
越
と
限
定
で
あ
る
。
即
ち
現
実
を
否
定
的
に
超
え
な
が
ら
た
え
ず
現
実
へ
還
帰
す
る
不
断
の
行
に
よ
っ
て
ぽ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
日
蓮
上
人
の
個
性
が
余
り
に
強
烈
で
あ
り
典
型
的
な
法
華
人
間
像
を
示
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

時
の
経
過
す
る
に
伴
っ
て
神
聖
化
し
固
定
化
し
て
人
格
蝶
拝
の
中
心
と
す
る
と
き
は
却
っ
て
、
誤
を
生
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た

日
蓮
上
人
の
特
性
や
事
行
を
部
分
的
に
抽
象
化
し
て
強
調
す
る
と
き
と
は
往
々
に
し
て
盲
目
的
熱
狂
や
反
社
会
的
偏
狭
を
招
く
こ
と
に
な

な
り
得
る
の
で
あ
る
。

る
だ
ろ
う
。
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富
士
門
流
の
所
伝
で
は
、
興
師
は
宗
棚
の
嫡
弟
と
し
て
本
因
妙
抄

百
六
箇
相
承
の
両
巻
血
豚
、
身
延
相
承
・
池
上
相
承
と
い
わ
れ
る
二

筒
相
承
の
付
属
を
受
け
、
弘
安
五
年
十
月
、
宗
祖
入
滅
の
時
よ
り
正

応
元
年
（
改
元
弘
安
十
一
年
）
（
一
二
八
八
）
十
二
月
、
身
延
離
山

に
至
る
六
年
間
、
身
延
の
惣
貫
首
と
し
て
居
住
さ
れ
て
い
た
と
い

、
『
ノ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
知
悉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
に
歴
史
的

事
実
の
上
か
ら
、
第
二
に
付
属
さ
れ
た
相
承
の
文
献
批
判
よ
り
見
て

根
本
的
に
成
立
の
典
拠
を
失
っ
て
い
る
。

ま
ず
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
は
日
蓮
教
団
全
史
上
（
Ｐ
五
二
、
Ｐ

五
八
、
Ｐ
六
七
）
に
詳
細
に
論
及
し
て
お
い
た
か
ら
こ
れ
に
譲
る
。

妙
蓮
寺
日
眼
著

五
人
所
破
抄
見
聞
の
価
値

’
二
箇
相
承
の
成
立
に
関
し
Ｉ

宮
崎
英
修

次
に
本
因
妙
抄
、
百
六
筒
相
承
に
つ
い
て
は
大
石
寺
の
故
堀
日
亨
師

は
こ
の
両
巻
血
豚
の
一
々
の
条
目
に
つ
き
、
二
本
線
、
一
本
線
の
傍

線
と
、
線
を
ひ
か
ぬ
分
の
三
つ
に
区
別
し
、
二
本
線
は
疑
義
あ
り
、

一
本
線
に
は
支
障
の
な
い
加
繁
分
、
線
を
引
か
ぬ
所
は
支
障
の
な
い

簡
所
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
謝
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
を

認
め
た
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
な
お
本
書
の
正
当
性
を
強
調

し
よ
う
と
し
て
創
価
学
会
編
の
新
編
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
に
は
不

都
合
な
と
こ
ろ
、
即
ち
二
本
線
の
傍
線
箇
所
は
削
除
し
、
一
本
線
の①

箇
所
も
傍
線
を
と
っ
て
従
来
の
普
通
の
形
態
に
直
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
原
本
と
異
る
も
の
に
造
り
か
え
た
が
、
こ
の
措
置
は
後
人

を
迷
わ
さ
し
め
ぬ
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
両
巻
血
肺
は
自
か
ら
、
文
献
的
価
値
を
喪
失
し
た
も
の
と
い
え
よ

』
《
’
ザ
○

二
筒
相
承
は
宗
祖
滅
後
百
四
五
十
年
ご
ろ
の
成
立
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
大
石
寺
流
で
は
こ
の
書
は
日
興
が
宗
祖
よ
り
付
屈
さ
れ

た
も
の
で
正
本
の
存
し
た
こ
と
は
要
法
寺
日
辰
が
原
本
の
通
り
に
臨

写
し
た
も
の
の
存
Ｌ
て
い
る
こ
と
で
証
明
で
き
、
身
延
派
で
は
祖
滅

百
四
五
十
年
ご
ろ
の
成
立
と
い
う
け
れ
ど
も
、
祖
滅
約
百
年
の
康
暦
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二
年
昼
三
八
○
）
妙
蓮
寺
曰
眼
の
欝
で
あ
る
五
人
所
破
抄
見
聞
に

二
簡
相
承
の
文
が
見
え
る
か
ら
妄
倫
で
あ
る
℃
そ
し
て
こ
の
相
斌
の

正
本
は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
二
月
六
日
、
亜
須
本
門
寺
の
霊
宝

が
武
田
氏
及
び
西
山
本
門
寺
の
衆
徒
に
盗
奪
わ
れ
て
紛
失
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
っ
て
反
論
し
て
い
る
。

ざ
て
、
正
本
の
存
し
た
唯
一
の
証
拠
と
な
る
日
辰
の
臨
写
は
日
辰

の
極
諜
と
共
に
江
戸
期
に
版
行
さ
れ
現
在
で
は
稀
慨
本
で
あ
る
が
七

・
八
年
前
、
創
価
学
会
刊
行
の
聖
教
グ
ラ
フ
に
写
真
で
大
々
的
に
紹

介
さ
れ
、
堀
師
も
そ
の
詳
伝
（
Ｐ
一
五
三
）
に
原
寸
、
形
態
を
紹
介

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
正
本
臨
写
の
版
と
い
う
池
上

州
承
を
委
細
に
見
る
と
一
‐
日
興
為
二
坪
溶
岬
久
述
寺
別
当
二
と
あ

◎
Ｏ
○
・

る
。
身
延
山
は
「
シ
ン
エ
ン
ザ
ン
」
と
発
音
す
る
か
ら
こ
れ
を
同
様

○

の
発
音
「
身
遠
山
」
と
し
て
し
ま
っ
た
。
身
延
は
「
ミ
ノ
ブ
」
と
読

ん
で
一
‐
シ
ン
エ
ン
」
と
い
う
読
み
方
は
宗
棚
に
は
全
く
な
い
。
こ
の

聯
恰
を
知
ら
ぬ
後
代
の
偽
作
者
が
諜
通
の
山
サ
の
如
く
に
縦
み
な
ら

わ
し
て
い
た
た
め
一
‐
延
」
を
「
遠
」
と
沓
き
し
る
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
九
石
毒
で
い
う
正
本
と
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
妙
蓮
寺
日
眼
の
蕃
醤
に
二
簡
摺
率
が
職
せ
戯
れ
て
い
る
と
い

う
が
、
こ
れ
は
日
限
の
名
に
仮
托
し
た
偽
書
で
、
論
証
の
依
拠
に
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ば
後
に
詳
論
す
る
。

第
三
に
二
簡
相
承
の
正
本
は
天
正
十
年
に
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
と

い
う
が
、
こ
れ
よ
り
二
十
八
年
後
の
慶
長
十
六
年
十
二
月
十
五
日
、

家
康
に
真
筆
を
御
覧
に
供
し
た
事
実
が
あ
る
。

今
晩
富
士
本
門
寺
校
測
》
荷
相
承
日
鰈
後
藤
少
三
郎
備
二
御

・
フ

ハ
言
一

や
一
」
一
一
加
ソ

ノ

ー
ス
ヲ

覧
一
、
其
詞
云
釈
尊
五
十
年
仏
法
、
Ⅲ
蓮
阿
闇
梨
、
日
興
附
一
屈
之
一

ヲ
テ
・
ズ
ル
ニ
ヲ

ー
ル
テ

ナ
リ

テ

云
々
、
是
以
按
し
之
、
町
蓮
爾
前
之
教
不
レ
捨
事
分
明
、
後
来
至
二

二

ク

シ

テ

．

？

二

ニ

テ

ヲ

末
派
一
、
暗
二
本
源
一
而
僅
以
二
四
十
余
年
未
顕
真
実
之
一
語
一
爾
前

シ
ト
ス
ヲ
レ
ル

ー
ー

テ
二

之
教
、
可
し
ま
碩
之
一
、
匙
非
一
雨
師
立
本
意
一
者
也
、
於
二
御
前
一

リ
有
二
沙
汰
一

こ
れ
は
後
藤
圧
三
郎
光
次
が
慶
長
十
六
年
よ
り
二
十
年
に
わ
た
っ
て

駿
府
の
出
来
事
を
記
し
た
駿
府
記
の
記
審
で
あ
る
。
紛
失
し
た
は
ず

の
二
簡
相
承
、
聖
人
直
筆
と
い
う
も
の
が
ま
た
出
て
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
偽
飛
、
謀
飛
を
籏
生
さ
せ
て
い
る
さ
ま
は
、
そ
の
餓

烈
な
妄
執
を
覚
え
ざ
せ
か
え
っ
て
凄
惨
で
さ
え
あ
る
。

さ
て
、
本
論
の
五
人
所
破
抄
見
聞
の
真
偽
に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

本
替
は
胤
蓮
宗
宗
学
全
蕎
興
尊
集
、
・
祷
士
宗
学
要
集
等
に
職
せ
ら
れ
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て
い
る
が
、
本
書
の
著
者
日
眼
は
南
条
時
光
の
子
と
伝
え
、
下
条
妙

蓮
寺
三
世
と
な
っ
て
住
し
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
二
月
二
十
二
日

入
寂
と
い
う
。
世
寿
は
不
詳
、
蒋
沓
は
こ
の
見
聞
の
み
で
あ
る
。

こ
の
見
聞
に
は
冒
頭
の
題
号
の
下
に
「
釈
日
眼
述
」
と
あ
り
、
奥

塞
画
に伝

写
本
云
康
暦
二
庚
申
年
六
月
四
日
番
恥
。
本
化
末
弟
日
眼
判
」

（
宗
全
二
Ｐ
五
三
五
）
（
富
宗
要
四
Ｐ
二
六
）

と
記
し
て
い
る
。
一
般
に
こ
の
よ
う
な
年
記
の
書
き
方
は
直
ち
に

時
代
的
通
格
の
批
判
対
照
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
年
号
、
年
数
、
干

支
、
年
月
日
と
い
う
書
方
は
戦
剛
時
代
の
末
ご
ろ
か
ら
稀
に
見
ら
れ

始
め
、
江
戸
期
に
入
っ
て
間
も
な
く
一
般
的
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て

鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
の
通
格
は

Ｏ

康
暦
二
年
艇
申
六
月
四
日

と
記
し
決
し
て

ｏ

康
暦
二
庚
申
年
六
月
四
日

と
は
識
か
な
い
。
こ
の
年
記
記
戦
に
つ
い
て
は
、
こ
の
見
聞
の
本
識

「
五
人
所
破
抄
」
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
日
順
の
著
と
す
る
従
来
の

所
説
を
否
定
し
、
日
代
の
著
と
す
べ
き
を
論
じ
た
拙
稿
「
興
門
初
期

の
分
裂
と
方
便
品
読
不
読
論
’
五
人
所
破
抄
の
著
者
に
つ
い
て
ｌ
」

（
大
崎
学
報
一
二
二
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

次
に
「
日
興
奏
二
公
家
一
、
訴
一
武
家
一
云
」
の
文
を
註
す
る
条
下
に

総
ジ
テ
公
家
伝
奏
ト
云
テ
当
御
代
ハ
勧
修
寺
殿
、
広
橋
殿
下
ト
伝

奏
衆
ヲ
イ
フ
ナ
リ
（
宗
全
二
Ｐ
五
一
八
富
宗
要
四
Ｐ
二
）

と
記
し
て
い
る
。
伝
奏
（
テ
ン
ソ
ウ
）
と
は
親
王
家
、
摂
家
、
及
び

武
家
、
寺
社
等
の
奏
請
を
伝
奏
す
る
こ
と
を
司
ど
る
公
卿
の
役
で
、

古
事
類
苑
の
指
摘
に
よ
れ
ば
安
徳
天
皇
の
時
、
院
の
伝
奏
が
あ
っ
た

と
い
い
、
天
皇
の
為
の
伝
奏
は
建
武
中
興
の
時
始
め
て
制
せ
ら
れ
た

と
い
う
。
建
武
年
間
記
の
伝
奏
詰
番
に
よ
れ
ば
、

一
番
二
、
三
、
十
二
、
十
三
、
廿
二
、
廿
三
日
菊
亭
前
右
大
臣

兼
季
万
里
小
路
一
位
宣
腸
（
大
納
言
）
三
条
中
納
言
右
京
大
夫

洞
院
左
術
門
督
実
世
（
権
中
納
言
）
大
弐
経
顕
（
勧
修
寺
・
参
議
）

二
番
四
、
五
、
十
四
、
十
五
、
廿
四
、
廿
五
日
久
我
刑
部
卿

（
前
右
大
臣
・
長
通
）
堀
川
大
納
言
（
具
親
）
侍
従
中
納
言
大

蔵
卿
（
三
条
公
明
）
四
条
中
納
言
修
理
大
夫
隆
資
右
大
弁
宰
相

清
忠
（
坊
門
）
三
番
七
、
八
、
十
七
、
十
八
、
廿
七
、
廿
八
日

洞
院
右
大
臣
公
賢
葉
室
前
権
大
納
言
按
察
使
長
隆
前
民
部
卿
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別
当
光
経
（
九
条
）
中
御
門
前
中
納
言
冬
定
左
大
弁
宰
相
実

治
（
三
条
）

四
番
十
、
十
一
、
廿
、
廿
一
、
廿
九
、
冊
日
吉
田
前
内
大
臣

民
部
卿
定
房
三
条
前
大
納
言
宮
内
卿
（
実
忠
）
文
蹴
博
士

（
前
中
納
言
平
維
継
）
中
御
門
前
宰
相
経
宜
日
野
宰
相
資
明

（
群
書
類
従
十
七
雑
部
）

噂
二
十
名
の
公
卿
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
心
た
だ
し
、
南
北
対
立
す
る

に
至
り
消
滅
し
た
。

さ
て
足
利
幕
府
の
こ
ろ
に
な
る
と
武
家
伝
奏
、
寺
社
伝
奏
が
設
け

ら
れ
、
ま
た
即
位
、
改
元
、
凶
事
等
に
は
臨
時
に
伝
奏
が
お
か
れ

た
。
と
こ
ろ
で
、
武
家
伝
奏
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
は
じ
め

て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

正
長
元
二
、
十
一
裏
松
義
資
（
日
野
、
権
中
納
言
）

同
同
万
里
小
路
時
房
（
権
大
納
言
）

可
同
勧
修
寺
経
興
（
経
成
、
権
中
納
言
）

こ
の
三
人
の
在
任
期
間
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
年
よ
り
八
年
後

の
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
広
儒
権
中
納
言
兼
卿
が
武
家
伝
奏
に
任

ぜ
ら
れ
た
が
、
十
月
十
七
日
、
将
軍
義
教
は
兼
卿
の
伝
奏
を
免
じ
て

参
議
左
中
将
中
山
定
親
に
代
え
、
雅
卿
の
所
領
を
没
収
し
て
定
親
及

③

び
権
中
納
言
正
親
町
三
条
実
雅
に
分
ち
与
え
て
い
る
。
爾
来
、
定
親

は
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
三
月
ま
で
伝
奏
を
勤
め
た
が
、
そ
の
間

斑
吉
三
年
（
一
四
四
三
）
十
一
月
二
十
二
日
、
前
内
大
臣
万
里
小
路

時
腸
が
再
任
さ
れ
、
正
親
町
三
条
実
雅
も
共
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
二
人
の
在
任
期
間
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
両
年
の
任
期

で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
中
山
定
親
の
み
が
出
て
い
る
。
文
安
五

年
、
定
親
が
や
め
て
の
ち
、
武
家
伝
奏
は
お
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
文
安
五
年
よ
り
二
十
年
後
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
前

権
中
納
言
広
橋
綱
光
が
伝
奏
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
年
後
の
文
明
二
年

（
一
四
七
○
）
前
権
中
納
言
勧
修
寺
教
秀
が
加
え
ら
れ
、
文
明
九
年

ま
で
綱
光
、
教
秀
の
二
人
で
勤
め
て
い
る
。
文
明
九
年
二
〃
当
時
椎

大
納
言
綱
光
が
没
し
た
の
で
そ
の
子
参
議
兼
顕
が
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

わ
ず
か
三
年
に
し
て
文
明
十
一
年
に
没
し
た
の
で
、
日
野
政
資
が
代

っ
て
任
に
つ
き
、
勧
修
寺
教
秀
、
日
野
政
資
の
二
人
が
爾
来
約
二
十

年
間
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
政
資
、
同
五
年
数
秀
の
没
年
ま
で

④

つ
と
め
て
い
る
。

但
し
、
こ
の
記
事
の
中
納
言
日
野
政
資
は
公
卿
補
任
に
よ
れ
ば
二
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十
七
才
の
没
で
、
文
明
十
一
年
は
十
一
才
、
伝
奏
に
な
る
に
は
年
も

官
位
も
備
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
誤
記
で
あ
ろ
う
。
今
、
こ
の
糺
明
は

お
い
て
、
こ
の
二
人
の
代
わ
り
に
は
翌
五
年
高
倉
永
康
、
同
年
教
秀

の
子
権
中
納
言
政
顕
が
伝
奏
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
は
参
議
北
畠
肪

具
が
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
に
任
ぜ
ら
れ
広
橘
家
と
共
に
勤
め
た

こ
と
も
あ
る
が
、
、
水
正
の
こ
ろ
か
ら
は
大
体
、
広
橋
、
勧
修
寺
両
家

が
つ
と
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
五
人
所
破
抄
見
聞
に
は
、
前
述
の
如
く
「
総
ジ
テ
公
家
ノ

伝
奏
卜
云
テ
当
御
代
ハ
勧
修
寺
殿
、
広
橋
ナ
ド
伝
奏
衆
ヲ
イ
ブ
也
」

と
あ
る
。
武
家
伝
奏
が
設
け
ら
れ
た
の
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）

で
所
破
抄
見
聞
が
箸
わ
さ
れ
た
と
伝
え
る
康
暦
二
年
（
一
三
八
○
）

よ
り
四
十
八
年
も
の
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は
日
野
（
号
裏

松
）
、
万
里
小
路
、
勧
修
寺
の
三
家
で
、
こ
れ
は
短
期
間
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
勧
修
寺
、
広
協
二
家
が
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
よ

り
四
十
二
年
も
後
、
文
明
二
年
（
一
四
七
○
）
以
降
で
、
そ
れ
も
九

年
間
そ
の
後
は
二
家
が
共
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
後
の
こ

と
で
あ
る
。

所
破
抄
見
聞
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
勧
修
寺
、
広
橋
の
両
伝
奏
は
あ

た
か
も
世
間
一
般
周
知
の
役
柄
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
表
現
を
す
る
の
は
室
町
末
期
の
、
水
正
年
間
（
一
五
○
○
ご
ろ
）

以
降
の
こ
と
で
こ
う
し
た
伝
奏
衆
が
百
四
、
五
十
年
前
に
存
す
る
は

ず
は
な
い
。
当
然
、
本
沓
は
勧
修
寺
、
広
橋
両
伝
奏
の
存
在
が
周
知

の
こ
と
と
な
っ
た
時
代
の
雌
物
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
も
し

か
り
に
、
所
破
抄
見
聞
が
勧
修
寺
、
広
橋
両
家
が
始
め
て
つ
と
め
た

時
代
、
文
明
初
年
に
著
わ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
康
暦
二
年
よ
り
九
十

年
も
の
ち
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
年
記
の
識
語
、
伝
奏
の
設
置
時
期
及
び
人
名
の
点
か
ら
考

え
る
と
、
本
書
を
妙
蓮
寺
日
眼
の
著
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日

眼
の
薪
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
本
譜
の
み
で
他
に
は
残
っ
て
い
な
い

が
、
恐
ら
く
後
人
が
日
眼
の
出
自
が
南
条
氏
と
い
う
大
石
寺
に
と
っ

て
名
門
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
著
者
不
詳
の
本
書
を
こ
の
人
に
仮
托
し

た
か
、
或
は
他
に
日
眼
な
る
人
が
あ
っ
て
こ
の
人
の
著
書
が
同
名
の

妙
蓮
寺
日
眼
に
ふ
り
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
書

は
如
何
に
早
く
と
も
文
明
二
年
以
降
で
な
け
れ
ば
作
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。

従
っ
て
、
日
蓮
正
宗
の
人
々
が
本
書
に
「
日
蓮
聖
人
之
御
付
属
弘
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安
五
年
九
月
十
二
日
、
何
十
月
十
三
日
ノ
御
入
滅
ノ
時
ノ
御
判
形
分

明
也
」
と
宗
祖
滅
後
九
十
九
年
の
康
暦
二
年
に
著
わ
さ
れ
た
所
破
抄

見
聞
に
明
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
コ
ー
簡
相
承
は
身
延
派
で
は
宗
祖

滅
後
百
四
五
十
年
頃
の
成
立
」
と
い
う
妄
論
は
成
立
し
な
い
こ
と
明

②

白
で
あ
る
。
と
い
う
反
論
は
全
然
価
値
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
、
こ
れ
ま
た
明
白
で
あ
る
。

註
①
富
士
宗
学
要
集
㈲
相
伝
部
Ｐ
一
、
Ｐ
九
、
Ｐ
二
五
日
蓮
正
宗
新
緬
日
蓮

大
聖
人
御
書
全
集
Ｐ
八
五
四
の
両
本
を
比
較
対
照
せ
よ
、
堀
日
亨

當
士
日
興
上
人
詳
伝
Ｐ
五
一
三

②
創
価
学
会
縞
創
価
学
会
批
判
の
妄
説
を
破
す
Ｐ
四
七
堀
日
亨

富
士
日
興
上
人
詳
伝
Ｐ
一
五
六

な
お
二
箇
相
承
の
般
古
の
写
本
は
、
本
是
院
日
叶
（
京
都
住
本
寺
僧
）

の
ち
左
京
阿
闇
梨
日
教
と
い
い
、
大
石
寺
日
有
に
帰
し
た
人
の
著
に
出
る

も
の
で
、
大
石
寺
に
帰
伏
す
る
以
前
の
著
「
百
五
十
箇
条
」
第
十
一
条
に

あ
り
。
㈹
現
行
本
即
ち
宗
学
全
書
第
二
巻
三
三
頁
、
富
士
宗
学
要
集
、
新

編
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
少
し
文
言
に
異
同
あ

る
も
の
。

㈲
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
六
月
十
日
著
「
類
聚
翰
私
集
」
と
、
翌
延
徳

元
年
十
一
月
四
日
時
の
大
石
寺
主
日
鎮
の
命
に
よ
っ
て
著
し
た
「
六
人
立

義
抄
私
記
」
（
上
）
に
は
現
行
本
と
反
対
、
即
ち
同
番
弘
安
五
年
九
月
十

三
日
の
相
承
は
現
行
本
十
月
十
三
日
の
池
上
相
承
で
あ
り
、
同
番
の
十
月

十
三
日
の
相
承
は
現
行
本
九
月
日
（
日
付
は
書
い
て
な
い
）
相
承
の
身

延
相
承
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
石
寺
で
や
か
ま
し
く
い
う
二
箇
相
承
に
は
二
種
類
、
文
句

目
ケ
①
国
日
ロ
四
国
冑
ご
画
い
①
ｇ
〃
房
の
因
酋
の
厨
房
の
具
画
昌
ｌ

一
ぬ
毎
歳
①
旨
尉
昌
①
ご
舜
尋
彦
○
間
ご
画
ユ
の
｝
一
爾
画
己
宅
①
画
馳
色
目
。
①
崗
吋
○
門
国
二
一
①

固
め
の
の
ロ
鐡
巴
両
画
鼻
断
″

１
１
胃
弓
の
廻
国
］
砲
口
固
皐
穴
国
ｏ
ｚ
ｍ
Ｉ
ｌ
ｌ

「
人
間
、
こ
の
不
可
解
な
る
も
の
」
と
い
う
懐
疑
は
人
間
に
よ
っ

て
の
み
も
た
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
ら
を
反
問
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
人
間
の
意
識
の
段
階
に
お
い
て
（
人
間
精
神
発
達
史
）
特

殊
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る
一
定
の
段
階
に
あ
る
意
識
」

の
出
入
の
相
違
す
る
の
を
あ
げ
る
と
三
種
或
は
四
種
類
に
も
な
る
。

③
史
料
総
覧
永
享
八
年
十
一
月
十
七
日

看
聞
御
記
、
公
卿
補
任

④
日
本
史
大
年
表

読
史
備
要

読
史
総
覧

地
涌
の
人
間
像
（
そ
の
規
定
性
）

Ｉ
法
華
の
人
開
顕
ｌ

大
嶋
忠
雄

(I63)



の
み
が
こ
の
反
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。
人
間
は
道
具
を
つ
く
る
生
物

で
あ
る
。
人
間
は
政
治
的
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
人
間
認
識
は
人
間

と
い
う
生
物
の
創
造
性
Ⅱ
自
然
に
対
す
る
能
動
性
や
そ
の
社
会
性
に

つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。

「
人
間
は
万
物
の
霊
長
」
と
い
う
思
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
ア

ジ
ア
に
見
出
さ
れ
る
。
人
間
が
自
ら
の
本
質
を
反
省
す
る
と
い
う
こ

と
は
イ
ン
ド
の
仏
陀
時
代
を
含
め
、
古
典
的
啓
蒙
時
代
、
近
代
啓
蒙

時
代
以
後
、
本
絡
化
し
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
は
神
の
似
像

物
で
あ
る
と
み
る
。
被
造
物
で
あ
り
、
其
の
主
体
性
は
な
い
。
唯
物

論
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
人
間
は
物
質
的
自
然
の
産
物
で
あ
っ
て
そ

れ
自
身
に
主
体
性
は
な
い
。
仏
教
で
は
何
と
み
る
か
。
小
乗
、
大
乗

で
見
解
は
異
る
。
有
部
的
な
立
場
で
は
物
質
的
世
界
と
人
間
を
含
む

生
物
は
、
容
器
と
中
味
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
器
世
間
」
と

「
衆
生
肚
側
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
物
心
二
元
論
の
立
場
で
あ

る
。
し
か
し
両
者
は
全
く
密
満
し
た
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
が

あ
っ
て
一
方
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
と
も
に
無
限
の
存
在
で
あ
る
。

唯
識
系
統
は
物
質
的
世
界
は
精
神
活
動
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。
こ
れ
は
唯
心
論
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
も
現
実

の
自
然
界
と
人
間
界
と
は
一
方
が
あ
っ
て
他
方
が
な
い
と
い
う
見
解

は
と
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
有
部
的
な
立
場
と
ち
が
っ
て
自
然
も
人
間

も
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
体
は
な
い
と
い
っ
て

も
無
で
・
は
な
い
。

こ
れ
以
上
の
認
識
で
は
二
元
論
や
唯
心
論
を
は
な
れ
て
、
存
在
と

無
と
の
相
互
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
極
限
概
念
が
統
一

さ
れ
た
と
き
に
、
自
然
と
人
間
の
関
係
が
同
時
的
に
考
え
ら
れ
、
自

然
の
中
に
お
け
る
人
間
の
立
場
に
つ
い
て
の
問
い
が
決
定
さ
れ
る
。

自
然
と
人
間
と
を
統
一
的
な
立
場
で
流
動
性
あ
り
（
空
）
固
定
性

（
仮
有
）
あ
り
、
と
鋭
く
の
が
い
わ
ゆ
る
真
実
、
妙
有
の
説
で
あ
り
、

中
道
の
説
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
逝
的
突
從
は
大
自
然
で
あ
り
、

生
物
と
く
に
人
間
は
有
情
す
な
わ
ち
能
動
的
存
在
と
し
て
存
在
す

る
。
ホ
モ
・
サ
ビ
エ
ン
ス
と
し
て
極
わ
ま
る
人
間
を
ピ
ー
ク
と
す
る

生
物
の
能
動
性
は
中
通
約
実
在
の
自
己
反
省
で
あ
り
、
自
己
絲
験
で

あ
る
。
大
自
然
は
四
次
沁
述
統
休
で
あ
る
が
今
日
の
物
理
学
的
世
界

観
で
も
四
次
元
連
続
体
が
同
時
に
超
時
空
的
実
在
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。
般
若
部
系
統
の
諸
経
は
主
と
し

て
部
分
的
諸
法
が
相
即
の
空
で
あ
る
こ
と
を
と
き
、
法
華
は
見
宝
塔
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品
か
ら
涌
出
品
、
寿
越
品
に
お
い
て
全
体
世
間
の
相
即
の
有
を
と
き

そ
の
世
界
は
最
高
の
衆
生
と
し
て
の
自
覚
体
の
理
念
（
妙
覚
）
と
相

即
し
て
い
る
。
原
理
的
世
界
（
理
体
）
と
そ
の
自
己
反
省
の
機
能

（
智
慧
）
と
は
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
智
は
相
対
的
大
自

然
（
常
住
の
世
間
、
宛
然
三
千
の
世
界
）
の
特
殊
状
態
と
し
て
の
人

類
社
会
（
衆
生
世
間
）
に
お
い
て
、
人
間
的
生
命
存
在
自
身
の
形
成

条
件
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
具
体
的
条
件
（
意
識
の
因
縁
Ⅱ
発
展
の
歴

史
）
に
し
た
が
っ
て
顕
現
す
る
。
そ
の
具
体
的
条
件
は
つ
ね
に
四
次

元
世
界
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
が
三
世
益
物
で
あ
る
。
理
念
と
し
て
の

最
高
の
智
悪
が
久
成
の
仏
で
あ
る
。
（
経
験
的
な
四
次
元
世
界
を
前

提
と
す
る
と
き
塵
点
久
遠
と
い
い
、
超
経
験
的
な
超
四
次
元
世
界
の

立
場
で
論
ず
れ
ば
無
始
久
遠
と
い
う
。
）
理
念
と
し
て
の
妙
覚
に
対

し
現
実
の
智
悪
を
始
覚
、
向
上
、
菩
薩
の
智
慧
と
す
る
。

一
般
に
大
乗
諸
経
典
は
妙
覚
の
仏
と
法
師
功
徳
品
に
い
う
清
浄

（
理
想
に
連
る
）
の
智
慧
の
身
と
し
て
の
菩
薩
、
党
有
情
と
を
必
要

に
応
じ
て
無
限
大
に
表
現
し
た
。
こ
れ
を
迩
仏
、
迩
化
の
菩
薩
と
す

る
。
法
華
経
は
三
変
土
田
し
認
識
の
対
象
を
具
体
的
な
、
一
つ
の
究

局
の
世
界
に
拡
げ
そ
の
意
味
で
、
一
つ
の
場
の
理
論
を
構
成
せ
し
め

た
。
そ
し
て
理
念
と
し
て
の
妙
覚
の
仏
は
意
識
、
認
識
能
力
即
ち
智

慈
の
原
型
と
し
て
、
さ
ら
に
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
智
慧
の
可

能
体
、
本
仏
と
し
て
一
つ
の
場
に
内
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
観
普
賢

経
で
は
「
常
寂
光
と
名
く
」
る
「
住
所
」
に
お
け
る
「
毘
撫
避
那
・

通
一
切
処
」
と
表
現
し
て
い
る
。
現
実
の
智
恕
は
可
能
体
す
な
わ
ち

理
念
と
し
て
の
智
慧
の
現
実
体
と
な
る
。
諸
仏
の
世
界
は
始
祖
釈
迦

牟
尼
を
媒
介
と
し
て
一
仏
世
界
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
は
一
仏
の

弟
子
と
な
る
。
こ
れ
が
法
華
の
人
開
顕
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
に
生

命
的
存
在
の
も
つ
意
味
の
証
明
で
あ
る
。
涌
出
品
、
六
万
恒
河
沙
の

地
涌
は
虚
描
で
は
な
く
現
実
の
自
覚
的
人
間
の
象
徴
で
あ
る
。
こ
の

地
涌
の
性
格
規
定
は
「
常
に
頭
陀
の
事
を
行
じ
て
静
か
な
る
と
こ
ろ

を
志
楽
し
、
大
衆
の
俄
閑
を
捨
て
Ｌ
所
説
多
き
を
楽
わ
ず
、
ｌ
志

念
力
堅
固
に
し
て
常
に
怨
め
て
智
懲
を
求
め
、
極
々
の
妙
法
を
説
き

て
其
の
心
皮
る
ふ
所
無
し
と
あ
る
。
こ
の
開
会
が
終
了
す
る
と
同
時

に
法
華
経
以
外
の
経
典
に
記
さ
れ
る
菩
薩
を
含
め
、
安
楽
行
品
、
神

力
舳
の
菩
薩
を
中
心
と
し
勧
持
品
、
不
軽
品
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
菩
薩

の
性
格
、
行
莱
（
ア
ク
シ
ョ
ン
）
は
こ
と
ご
と
く
地
涌
の
菩
薩
の
性

格
規
定
と
な
る
。
菩
薩
は
智
慧
の
可
能
体
で
あ
る
一
切
衆
生
、
凡
夫
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に
対
し
、
彼
ら
が
依
恕
し
信
仰
す
る
に
た
る
理
想
的
な
智
慈
の
現

実
、
具
体
的
な
所
有
者
で
あ
り
、
信
の
授
与
者
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
福
音
宗
教
と
等
し
い
性
格
を
も
つ
「
天
降
り
信
仰
論
」
と

し
て
の
従
来
の
「
信
」
の
教
学
史
は
変
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

然
に
も
如
来
は
理
念
で
は
な
く
、
そ
の
現
実
体
と
し
て
の
智
者
（
菩
薩
Ⅱ

妙
覚
の
媒
体
）
で
あ
る
こ
と
は
ど
ん
な
古
典
的
教
学
の
祖
述
者
に
も
否
認

；
は
で
き
な
い
。

法
華
経
が
開
示
す
る
と
こ
ろ
は
、
人
間
は
自
覚
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
師
は
弟
子
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
弟

子
と
は
自
然
と
人
生
の
本
質
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
間

で
あ
り
、
社
会
的
存
在
と
し
て
生
活
す
る
人
間
を
い
う
。
し
た
が
っ

て
師
と
は
か
＄
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
を
示
し
な
が
ら

よ
り
理
想
に
近
い
智
慧
を
も
つ
も
の
、
即
ち
菩
提
薩
唾
で
あ
る
。
こ

れ
は
真
の
意
味
の
仏
教
的
人
間
像
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
（
真
宗
的

既
成
教
学
に
お
け
る
「
妙
好
人
」
（
優
婆
塞
）
と
は
そ
の
職
極
性
に

お
い
て
ち
が
う
。
）

社
会
的
存
在
と
し
て
生
活
す
る
人
間
は
快
適
な
生
存
を
求
め
な
が

ら
多
く
の
苦
揃
か
ら
離
脱
で
き
な
い
。
そ
の
存
在
を
失
う
こ
と
即
ち

死
の
不
安
と
苦
悩
、
生
に
お
け
る
不
安
と
苦
悩
に
さ
い
な
ま
れ
る
人

間
を
救
う
も
の
が
先
覚
者
と
し
て
の
菩
薩
で
あ
り
、
そ
の
行
為
規
定

は
こ
れ
に
応
じ
て
二
つ
の
面
を
も
つ
。
死
に
面
し
て
経
験
さ
れ
る
全

体
と
し
て
の
生
命
存
在
と
し
て
の
人
間
自
身
の
本
質
に
関
す
る
懐
疑

と
不
安
は
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
く
な
ら
な

い
が
軽
減
さ
れ
る
。
こ
こ
に
行
・
解
の
必
要
と
、
指
導
者
に
よ
る
指

導
の
必
要
と
が
現
わ
れ
る
。
か
く
し
て
尽
く
る
こ
と
な
き
多
数
人
口

を
形
成
す
る
純
根
劣
機
、
幼
稚
に
対
す
る
以
信
代
懇
が
必
要
と
な

る
。
信
へ
の
道
が
よ
り
深
く
、
新
し
い
形
態
（
デ
ザ
イ
ン
）
を
も
っ

て
現
実
の
妙
覚
た
る
菩
薩
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
は
菩
薩
の
宗
教
の
立
場
か
ら
の
行
為
規
定
で

あ
る
。生

、
生
存
に
伴
う
不
安
は
広
汎
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
な
問
題

は
、
社
会
的
生
産
力
と
社
会
組
織
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
生
活
ｌ
家

族
生
活
を
中
心
と
す
る
ｌ
別
言
す
れ
ば
経
済
生
活
で
あ
る
。
こ
れ
は

菩
薩
の
行
為
に
無
関
係
な
領
域
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
彼
等
は

人
間
の
苦
悩
の
広
大
な
部
分
に
つ
い
て
無
関
係
で
あ
る
。
過
去
に
お

い
て
菩
薩
は
社
会
的
経
済
生
活
に
か
Ｌ
わ
る
こ
と
か
ら
逃
避
す
る
方

法
（
出
家
学
道
）
と
欲
望
の
抑
制
と
い
う
方
法
（
八
聖
道
）
を
教
え
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た
。
ま
た
人
間
の
熾
烈
な
欲
望
が
自
然
の
災
害
よ
り
も
人
間
の
経
済

生
活
に
与
え
る
影
響
が
強
く
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
普
政
が
人
間
の

苦
悩
を
蛭
減
す
る
と
教
え
た
。
と
き
に
は
人
間
の
社
会
道
徳
的
精
神

が
自
然
の
災
害
す
ら
含
む
社
会
的
不
安
を
軽
減
す
る
と
誇
張
さ
れ
る

こ
と
は
あ
っ
た
。
ま
し
て
仏
教
は
、
自
然
と
人
間
の
本
質
を
教
え
、

人
間
の
社
会
的
生
存
が
人
間
の
患
織
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を

教
え
（
唯
心
法
界
の
意
味
）
、
菩
薩
が
一
世
間
に
行
」
じ
、
社
会
生

活
を
規
定
す
る
経
済
と
政
治
そ
の
他
社
会
文
化
の
領
域
に
も
行
為
の

半
経
を
及
ぼ
す
こ
と
を
勧
奨
、
付
嘱
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
社
会
人
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
祷
鮭
の
俗
諦

世
間
の
立
場
か
ら
の
行
為
規
定
で
あ
る
。

し
か
も
、
地
涌
即
ち
自
他
の
自
覚
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
現
実
の

人
間
存
在
は
有
限
で
あ
り
「
毎
ね
に
自
ら
剋
寅
‐
一
（
響
嶮
品
）
し
て

さ
え
、
そ
の
知
、
情
、
意
全
般
の
祁
然
と
し
た
光
成
能
力
に
は
限
界

が
あ
る
。
現
実
の
仏
、
現
実
の
普
雌
は
か
か
る
現
実
の
人
間
の
他
に

は
絶
対
に
存
在
し
な
い
・
・
そ
れ
は
恩
愛
の
社
会
に
お
け
る
愛
悲
苦
悩

を
自
ら
経
験
し
そ
の
中
に
向
上
不
退
の
精
神
を
も
っ
て
努
力
し
健
闘

す
る
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
人
的
地
涌
の
前
提
的
、
主
体
的
規

定
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
地
涌
的
ア
ク
シ
ョ
ン
の
条
件
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
を
、
歴
史
的
な
立
場
か
ら
、
地
涌
の
菩
薩
の
本
質
的
規

定
、
行
為
規
定
、
主
体
規
定
に
即
応
す
る
個
人
と
し
て
評
価
す
る
こ

と
は
少
し
も
敬
意
を
失
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
聖
人
は
「
日
本
第
一

の
智
者
と
な
し
給
匡
（
清
澄
寺
大
衆
中
他
）
と
淫
願
し
「
い
か
な

る
賢
人
・
聖
人
も
治
め
が
た
き
」
「
末
代
濁
世
の
心
の
食
欲
・
航
悲

・
忠
痴
の
か
し
こ
き
」
（
智
慧
書
）
「
幼
稚
」
「
病
者
」
に
同
座
し

て
「
予
が
如
き
者
」
（
観
心
本
尊
妙
）
「
小
智
」
（
本
尊
問
答
紗
）

と
し
つ
つ
、
つ
ね
に
「
智
人
」
「
智
者
」
の
立
場
を
失
わ
れ
な
か
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
立
場
に
立
つ
が
故
に
「
観
門
の
雌
信
・
難
解
」

（
本
尊
妙
）
を
兇
服
し
「
本
質
（
法
性
）
認
識
」
の
「
険
径
」
（
無

量
義
経
）
を
踏
破
し
、
折
伏
、
摂
受
の
現
、
行
に
耐
え
、
ま
た
そ
れ

ゆ
え
に
、
「
諫
暁
再
三
に
及
べ
ば
留
難
璽
熾
せ
り
六
四
条
苔
の
一
）

と
い
う
社
会
的
尖
践
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
門
家
」
（
偏
徒
で
は

な
い
）
の
僻
怠
を
許
さ
ず
、
「
夜
は
眠
り
を
断
ち
砿
は
暇
を
止
め
て
」

（
富
木
書
）
の
「
行
・
学
」
を
勧
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は

「
地
涌
の
菩
薩
の
さ
き
が
け
」
（
実
相
妙
）
と
し
て
讃
嘆
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
聖
人
に
「
魚
鳥
を
混
丸
し
て
亦
白
二
流
と
せ

(167)



り
、
其
中
に
識
神
を
や
ど
す
」
（
佐
渡
御
書
）
「
日
蓮
は
わ
る
き
者

に
て
候
へ
ど
も
ｌ
さ
る
に
て
は
日
蓮
は
わ
る
く
て
も
わ
る
か
る
く

し
、
わ
る
か
る
ぺ
し
「
（
西
山
書
）
．
度
に
を
も
ひ
切
っ
て
う
え

し
な
ん
と
あ
ん
じ
切
っ
て
候
つ
る
に
」
（
上
野
書
）
「
結
句
は
一
人

に
な
っ
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
み
に
て
候
」
（
富
木
番
）
と
い
う

「
人
間
的
」
な
反
省
、
感
懐
が
あ
る
こ
と
は
現
実
の
地
涌
と
し
て
遇

然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

。
×

現
代
は
一
‐
地
涌
」
の
道
が
踏
み
消
さ
れ
、
仏
法
表
滅
に
委
ね
ら
れ

た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
、
治
定
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
圏
協
会
（
事
務
所
全
上
）
代
表
理
事
。
別
に

ア
フ
リ
カ
学
会
、
日
本
民
族
学
会
、
立
正
大
学
仏
教
学
会
、
日
本

哲
学
会
、
各
会
員

、
、
、

仏
教
の
用
語
は
、
禅
定
に
よ
っ
て
逮
得
さ
れ
た
般
若
智
か
ら
生
れ

て
来
た
も
の
で
、
仏
陀
と
同
じ
よ
う
な
内
観
の
境
地
に
立
っ
て
始
め

て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
理
の
解
説
が
学
問
的
立
場
か
ら
為

さ
れ
る
と
き
に
、
住
々
に
し
て
そ
の
意
義
が
謬
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
大
乗
仏
教
の
浩

渤
な
る
体
系
に
傾
倒
す
る
よ
り
も
さ
き
に
、
ま
ず
仏
陀
出
世
の
本
懐

と
も
い
う
べ
き
縁
起
の
理
に
つ
い
て
、
根
本
仏
教
の
中
に
そ
の
正
し

い
意
義
を
探
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

釈
尊
が
正
覚
を
得
ら
れ
た
の
は
、
内
観
に
よ
っ
て
十
二
因
縁
の
理

、
、

を
証
得
し
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
仏
教
学
者
は
内
観
と
い
う
言

葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
の
意
義
を
深
く
心
に
留
め
て
考
察
し
て
い
な

、
、

い
よ
う
で
あ
る
。
仏
教
は
内
通
と
も
称
す
る
如
く
、
坐
禅
入
定
の
修

行
に
よ
っ
て
心
の
内
側
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
観
の
立
場
を

根
本
仏
教
の
縁
起
観
に
つ
い
て

中
野
裕
道
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離
れ
て
仏
教
用
語
の
正
し
い
意
義
を
捕
捉
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

、
、

る
。
イ
ン
ド
五
明
の
一
つ
で
内
明
と
い
わ
れ
る
修
法
も
、
内
観
の
道

を
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
仏
教
で
は
外
的
環
境

の
問
題
は
当
初
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
問

題
が
採
り
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
仏
教
の
教
理
は
岐
商
の
哲

学
と
し
て
完
成
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
同
時
に
宗
教
と
し
て

の
生
命
を
掴
渇
せ
し
め
、
解
脱
す
る
者
は
跡
を
絶
っ
た
で
あ
ろ
う
。

仏
陀
は
形
而
上
学
的
追
及
を
避
け
て
、
悟
り
の
足
し
に
な
ら
ぬ
問
題

は
迩
中
か
ら
悉
く
除
去
し
、
堅
実
に
内
観
の
通
を
固
守
し
た
の
で
あ

っ
た
。
仏
教
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
内
観
の
立
場
を
己
れ
の

も
の
と
し
て
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
十
二
因
縁
の
思
想
に
哲
学
的
な
新
し
い
解
釈
を
加
え
た
蚊
初

の
人
は
、
マ
ク
ス
・
ワ
レ
ザ
ー
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
明
治
の
末

期
に
松
本
文
三
郎
氏
も
そ
の
解
釈
に
刺
激
さ
れ
て
、
十
二
支
縁
起
は

原
因
結
果
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
論
理
的
関
係
を
表
わ

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
力
税
し
て
、
縁
起
の
思
想
か
ら
特
に
時
間

の
観
念
を
除
去
し
よ
う
と
努
力
し
た
跡
が
見
え
る
。
こ
の
新
解
釈
は

宇
井
伯
寿
氏
に
引
継
が
れ
て
学
界
に
普
及
し
た
が
、
こ
の
説
明
の
仕

方
は
縁
起
論
を
内
観
の
立
場
で
見
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
机
の
上

で
哲
学
的
に
の
み
割
り
切
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
術
語

を
実
践
的
に
受
け
取
る
立
場
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
。
東

洋
的
思
惟
に
疎
い
一
外
国
人
の
模
索
が
哲
学
的
で
あ
っ
た
の
は
致
し

方
が
な
い
と
し
て
も
、
仏
教
独
自
の
内
観
的
立
場
を
喪
失
し
て
ま
で

同
調
す
る
の
は
、
仏
教
者
と
し
て
不
見
識
の
譲
り
は
免
れ
ま
い
。
縁

起
の
解
説
が
仏
教
の
軌
道
を
外
れ
て
、
今
日
も
猶
殆
ん
ど
そ
の
ま
典

で
あ
る
の
は
遺
憾
の
至
り
で
あ
る
。

か
く
て
近
頃
の
仏
教
学
者
は
、
縁
起
の
法
則
を
客
観
の
世
界
に
見

て
い
る
が
、
墓
に
大
き
な
解
釈
上
の
失
態
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
仏
教
は
内
観
の
道
な
る
が
故
に
内
道
と
称
す
る
の
で
あ

り
、
も
し
自
然
界
を
採
り
挙
げ
て
愉
及
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
真
理
を
外
側
に
追
い
求
め
る
態
度
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に

外
道
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
縁
起
と
は
、
縁
に
依
っ
て
起

る
と
い
う
意
義
を
、
内
観
の
立
場
で
素
直
に
認
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
。
時
間
的
観
念
を
締
め
出
し
て
、
縁
に
依
っ
て
起
つ
と
言
い
換
え

て
見
て
も
、
哲
学
的
解
釈
と
し
て
は
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
が
思
索

上
の
遊
戯
で
し
か
な
く
、
悟
り
が
開
け
る
筈
も
な
い
の
で
あ
る
。
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縁
起
に
関
す
る
簸
者
の
見
解
を
述
べ
る
た
め
に
は
、
「
無
常
偶
」

の
偶
文
を
選
ん
で
解
説
す
る
の
が
妓
も
分
り
易
い
と
思
う
の
で
、
今

は
斯
か
る
便
宜
に
従
っ
て
根
本
仏
教
の
縁
起
観
を
略
説
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

一
一

諸
行
無
常
越
生
減
法
生
滅
々
己
寂
滅
為
楽

、
、

ま
ず
従
来
の
解
釈
で
は
、
諸
行
を
自
然
現
象
に
取
っ
て
い
る
が
、

根
本
的
な
間
違
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
行
」
は
原
語
が
サ
ン
ス
カ

ラ
（
造
作
の
義
）
で
あ
り
、
行
為
と
作
用
の
意
義
を
含
め
て
「
為

作
‐
』
と
訳
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
無
明
・
行
・
識
の
場
合
に
し

て
も
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
場
合
に
し
て
も
、
同
様
に
精
神
現

象
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
語
の
語
義
を
知

ら
ぬ
筈
も
な
い
専
門
学
者
が
、
内
観
の
立
場
か
ら
逸
脱
し
て
外
遊
の

立
場
へ
転
落
し
て
い
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。

、
、
、

わ
が
国
の
い
ろ
は
歌
は
、
こ
の
偶
文
を
日
本
訳
し
た
も
の
だ
と
い

わ
れ
、
作
者
を
弘
法
大
師
に
擬
し
て
い
る
が
、
三
地
の
菩
薩
と
ま
で

い
わ
れ
た
密
教
の
大
師
・
空
海
が
作
っ
た
と
い
う
伝
説
に
疑
問
が
あ

る
こ
と
は
、
今
日
の
哲
学
者
と
同
様
の
謬
り
を
冒
し
て
、
仏
教
の
正

統
思
想
を
全
く
表
現
し
得
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

無
常
で
あ
る
の
は
、
客
観
界
に
存
在
す
る
自
然
物
で
は
な
く
し

て
、
心
の
中
に
生
滅
す
る
雑
念
や
妄
想
の
如
き
精
神
的
存
在
物
で
あ

っ
た
。
も
し
こ
れ
を
外
界
の
客
観
的
存
在
物
と
兄
倣
す
と
き
に
は
、

偶
文
の
後
半
と
の
梁
り
が
断
た
れ
て
、
寂
滅
と
は
一
体
何
を
意
味
す

る
の
か
ｒ
不
明
瞭
に
な
る
。
仏
教
で
い
う
寂
滅
は
、
精
神
現
象
と
し

、
、

て
キ
リ
ス
ト
教
の
転
回
に
も
相
当
す
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
偶
文
も

首
尾
一
貫
し
て
内
観
の
世
界
を
叙
述
し
た
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら

な
い
道
理
で
あ
る
。

因
み
県
諸
行
は
梢
神
現
象
で
あ
る
が
、
存
在
と
い
う
方
面
か
ら

い
え
ば
、
諸
法
と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
も
よ
く
、
術
語
と
し
て
銃

訳
す
る
と
き
は
、
概
念
上
の
区
別
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
体
験
と
い

う
立
場
か
ら
見
れ
ば
同
一
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
実
践
的
に
は
迩
義

内
容
が
全
く
同
じ
と
兄
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
。
華
厳
経
実
説
品

の
「
是
の
如
き
諸
法
一
切
皆
是
れ
思
惟
の
造
作
な
り
」
と
い
う
義
も

、
、
、
、

こ
の
意
味
に
解
せ
ら
れ
よ
う
。
大
乗
唯
識
の
心
外
無
法
に
依
ら
な
く

て
も
、
諸
行
も
諦
法
も
精
神
界
の
も
の
だ
と
い
う
基
礎
知
識
は
心
得

て
侭
く
べ
き
で
あ
る
。
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精
神
現
象
と
い
う
の
は
意
識
の
流
れ
で
、
次
か
ら
次
へ
と
生
じ
た

り
減
し
た
り
す
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
避
滅
無
常
の
法
と
い
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
か
く
見
た
場
合
に
、
諸
行
無
常
・
是
生
滅
法
の
意
義
が

正
し
く
把
握
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
生
滅
々
己
は
、
こ
の

よ
う
に
生
じ
た
り
減
し
た
り
す
る
こ
と
が
無
く
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
り
、
そ
の
境
地
が
雑
念
・
妄
想
の
停
止
し
た
寂
滅
に
他
な

、
、
、

ら
な
い
。
一
・
善
男
子
よ
、
無
生
法
は
来
な
く
去
な
し
、
無
生
法
即
ち

仏
な
れ
ば
な
り
‐
一
と
般
若
経
法
尚
品
は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
境
地
で

始
め
て
混
桑
の
楽
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
偶
文
は
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

通
途
の
解
釈
は
、
偶
の
前
半
が
自
然
現
象
、
後
半
が
精
神
現
象
で

あ
り
、
二
者
が
木
に
竹
を
繋
い
だ
如
く
で
、
一
貫
し
た
意
義
の
表
現

と
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
半
偶
の
た
め
に
身
を
投
げ
た
と
い
う
雪
山

童
子
の
意
中
が
図
り
知
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
。
ハ
ー
リ
語
の

原
文
に
よ
っ
て
見
る
と
、
訳
文
の
上
に
柳
か
問
魑
点
が
な
い
で
も
な

い
。、

「
渚
行
は
実
に
無
常
で
あ
り
、
生
と
減
と
の
法
あ
る
も
の
で
あ

．
・
り
、
生
じ
て
は
滅
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
〔
諸
行
〕
の
寂
滅

は
楽
で
あ
る
」

漢
訳
と
比
較
対
照
し
て
見
る
と
、
第
三
句
に
少
し
相
違
が
あ
っ

て
、
漢
訳
の
方
が
縁
起
の
思
想
を
若
実
に
表
現
し
得
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
何
と
な
れ
ば
、
生
じ
た
も
の
が
滅
す
る
の
が
寂
滅
な
の
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
く
、
生
じ
た
り
減
し
た
り
す
る
こ
と
の
無
く
な
る
の
が
寂
滅
だ
か

ら
で
あ
る
。
精
神
統
一
を
し
て
坐
禅
入
定
の
体
験
が
あ
る
人
な
ら
ば

こ
の
辺
の
典
理
は
自
明
の
筈
で
あ
る
。

一
一
一

仏
教
で
は
、
心
の
外
側
に
あ
る
事
象
が
心
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ

て
か
ら
、
始
め
て
問
魑
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
受
」
と
か

「
取
」
と
か
「
集
」
と
か
い
う
の
で
あ
る
が
、
実
践
的
に
は
皆
同
じ

な
義
の
も
の
で
あ
る
。
己
れ
よ
り
離
れ
て
無
関
係
に
あ
る
存
在
は
、

そ
の
ま
＄
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
『
法
‐
一
と
い
う
の
も
、
心
の
中

に
思
い
漣
ぺ
ら
れ
た
限
り
の
も
の
を
い
う
の
で
、
．
切
法
」
と
い

う
場
合
も
側
断
で
あ
り
、
無
関
係
の
一
切
を
含
む
意
味
の
も
の
で
は

な
い
。
「
法
界
」
と
い
う
の
も
そ
の
人
の
心
の
中
の
世
界
で
あ
り
、

、
、
、
、

一
心
法
界
と
い
う
高
梁
が
鮫
も
端
的
に
そ
の
意
義
を
尽
し
て
い
る
。

一
心
の
成
仏
が
法
界
の
成
仏
だ
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
他
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な
ら
な
い
。
仏
教
は
、
一
人
が
成
仏
す
れ
ば
万
人
が
成
仏
す
る
な
ど

と
、
無
茶
な
観
念
論
を
展
開
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
法
を

心
の
外
に
見
て
来
た
従
来
の
解
釈
に
は
相
当
の
誤
解
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。

「
有
為
法
」
に
し
て
も
〃
作
ら
れ
た
る
も
の
〃
と
い
う
義
で
あ
る

、
、
、

が
、
山
川
草
木
な
ど
自
然
界
の
事
象
を
有
為
法
に
見
立
て
た
旧
来
の

説
明
が
如
何
に
間
違
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
蚊
早
繰
り
返
し
て
述

べ
る
ま
で
も
な
い
。
自
然
現
象
は
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
有
為
法
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
仏
教
は
創
造
神
を
認
め
な

い
の
で
、
造
化
の
神
が
作
っ
た
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
が

、
、
、

作
り
上
げ
た
有
為
法
な
る
も
の
は
、
心
の
中
に
去
来
す
る
あ
れ
や
．

、
、
、

こ
れ
や
の
雑
念
妄
想
の
類
で
あ
る
。
遷
滅
無
常
と
い
う
有
為
法
の
実

態
は
、
す
べ
て
こ
れ
精
神
現
象
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
。
切

の
有
為
法
を
行
と
名
づ
く
」
と
い
う
『
仏
性
諭
』
や
「
賑
妄
分
別
を

有
為
と
名
づ
け
、
二
取
の
空
な
る
の
性
を
無
為
と
名
づ
く
」
と
い
う

『
弁
中
辺
論
』
の
言
葉
を
深
く
味
読
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
「
一
切

の
法
は
皆
心
よ
り
起
り
、
妄
念
よ
り
生
ず
る
を
以
て
な
り
」
と
い
う

『
大
乗
起
信
論
』
も
、
叙
上
の
論
証
に
よ
き
示
唆
を
与
え
る
も
の
と

し
て
参
考
に
な
る
と
思
う
。

尚
、
縁
起
に
つ
い
て
般
後
に
補
説
し
て
置
き
た
い
こ
と
は
、
凡
夫

の
精
神
生
活
は
全
く
「
依
他
性
」
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

依
他
性
と
は
縁
起
の
謂
で
あ
る
が
、
他
に
依
存
し
て
成
り
立
つ
精
神

生
活
は
、
環
境
に
押
し
流
さ
れ
て
主
体
性
を
滅
却
し
た
俗
物
の
生
活

態
度
で
あ
る
。
「
受
の
滅
に
よ
る
無
相
の
心
三
昧
」
と
『
長
部
阿
含

経
』
に
あ
る
よ
う
に
、
受
容
す
べ
き
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
弁

別
し
て
、
精
神
衛
生
の
基
盤
を
心
中
に
確
立
す
る
の
は
、
無
上
等
正

、
、
、

党
と
い
わ
れ
る
般
若
智
に
如
く
は
な
い
。

さ
れ
ば
、
縁
起
の
世
界
と
は
凡
夫
的
境
界
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
の

境
地
は
縁
起
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
依
他
性

の
精
神
生
活
を
脱
却
し
て
「
己
れ
こ
そ
己
れ
の
主
で
あ
る
」
境
地
を

独
得
し
、
「
自
ら
を
灯
明
と
し
自
ら
を
依
処
と
し
て
住
す
る
」
こ
と

、
、

が
出
来
れ
ば
倖
せ
な
る
哉
で
あ
る
。
縁
起
を
超
出
し
た
と
き
に
真
如

が
逮
得
さ
れ
る
が
、
悟
っ
て
も
迷
っ
て
も
仏
教
学
者
の
い
う
自
然
界

の
相
依
相
関
の
関
係
は
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
忠
実
に
内
観
の

行
を
修
す
る
な
ら
ば
、
縁
起
の
理
は
体
験
に
よ
っ
て
釈
然
と
す
る
に

相
違
な
い
の
で
あ
る
。
（
四
三
・
一
・
一
こ
．
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五
世
紀
後
半
シ
ナ
に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
王

般
若
経
に
は
古
い
注
釈
と
し
て
、
天
台
、
瑞
祥
、
円
測
、
良
賞
の
四

師
に
よ
る
現
存
の
注
釈
と
欠
本
で
は
あ
る
が
、
典
諦
に
よ
る
注
釈
な

ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
現
存
諸
疏
の
う
ち
、
天
台
の
仁
王
謹
国
般
若
経
疏
（
以
下

天
台
疏
と
略
称
す
る
）
に
つ
い
て
は
近
時
大
い
に
研
究
が
進
め
ら

れ
、
龍
谷
大
学
の
佐
藤
哲
英
教
授
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
発
表
せ

ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
同
教
授
に
よ
れ
ば
、
天
台
疏
は
天
台
大
師
入
滅

以
後
、
斑
祥
の
仁
王
般
若
経
疏
（
以
下
嘉
祥
疏
と
略
称
す
る
）
の
影

響
下
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
。
（
「
天
台
大
師
の
研
究
」

五
一
七
頁
以
下
）

本
稿
で
は
又
別
の
観
点
か
ら
天
台
疏
の
成
立
を
眺
め
て
み
た
い
と

思
う
。
即
ち
唐
の
円
測
の
仁
王
経
疏
（
以
下
円
測
疏
と
略
称
す
る
）

と
天
台
疏
を
比
較
対
照
し
て
、
天
台
疏
の
成
立
に
つ
い
て
一
、
二
卑

仁
王
護
国
般
若
経
疏
の
研
究

若
杉
見
龍

見
を
述
べ
、
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

一一

、

天
台
疏
と
円
測
疏
を
対
照
す
る
に
当
っ
て
、
先
ず
最
初
に
科

段
を
比
較
し
て
み
た
い
。
又
天
台
疏
は
蹄
祥
疏
の
影
響
下
に

あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
か
ら
、
因
み
に
謡
祥
疏
の
科
段
を

掲
げ
る
。
し
か
し
三
疏
の
科
段
を
す
べ
て
掲
げ
る
こ
と
は
与

え
ら
れ
た
紙
数
に
制
限
が
あ
っ
て
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
比

較
的
容
易
に
対
照
で
き
る
発
起
序
の
部
分
の
み
左
に
掲
げ
、

他
の
部
分
を
類
推
し
て
頂
く
手
が
か
り
と
し
た
い
。

左
の
三
疏
を
比
較
し
て
直
ち
に
気
が
つ
く
こ
と
は
天
台
疏
と

円
測
疏
の
科
段
の
著
し
い
類
似
で
あ
る
。
勿
論
文
字
に
多
少

の
棚
巡
は
あ
る
と
し
て
も
、
表
現
し
て
い
る
内
容
は
ほ
ご
側

一
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
堂
倣

か
に
相
違
す
る
簡
処
と
し
て
は
点
線
で
囲
ん
だ
頂
上
出
華
段

と
法
身
段
の
二
対
の
簡
処
で
あ
る
が
、
瓶
上
出
華
段
に
お
い

て
も
、
天
台
疏
の
内
容
と
円
測
疏
の
内
容
と
が
文
字
の
相
違

に
も
拘
ら
ず
、
ほ
ぽ
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
説
明
す
る

ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
又
法
身
段
に
お
い
て
は
法
身
を
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１
、
仁
王
経
疏
（
円
測
疏
）
（
正
し
・
三
十
三
）

２
、
仁
王
謹
魍
般
若
経
疏
（
天
台
疏
）
（
正
し
・
三
十
三
）

鱗
鰄
」
」
鱗
畔
嗣
譜
一

一
△
Ｂ
ｇ
Ｂ
Ｂ
Ｆ
●
●
●
■
ゆ
ら
り
Ｕ
ｂ
Ｕ
ｇ
ｅ
■
■
Ｇ
●
ｂ
Ｇ
ａ
●
６
．

－
１
通
名
法
身

’
一
如
来
現
瑞
Ｉ
’
一
四
無
所
畏
１
－
１
｜
Ⅱ
睡
鰄
誌
譜

‐
二
大
衆
生
疑
ｌ
‐
ｍ
一
鱸
聯
川
叶
臘
鵬
Ｈ
刷
峨
淵
ｌ
Ｉ
－
蓑
唖
嘩
》
ｉ
…

発
起
序
’
’
三
覚
悟
如
来
’

’
四
仏
昇
華
座
’
四
法
身
’

’
五
大
衆
歓
喜

‐
一
織
繍
轤
剛
蜥
鱸
癖
↑
馴
皐
、
霧

’
二
明
衆
不
決
Ｉ
｜
Ⅱ
蜘
鯛
奉
籍

ｌ
後
間
菩
薩

発
起
序
Ｉ

’ ’
一こき

党時 仏
儒衆 自
如生 現
米疑 珊
I ｜ ｜

~_E l l l l l
’ ’ ’ 五四三二一一
三二一思入正現讃

稟職藤輔仏
不疑生瑞定地節徳
決意疑 l

l l l I ｜
｣ ’ 五四三二－
－大仏諸頂思
圭と」地自天上縁
鵬領歎振生雨出放
今前仏動花花花光
事事徳 ．..….….…..…

｜ ；ユi
n ; _L I I !

謬i蕊
蔑之
人徳

’ ’ ’ ’
四三二一

法五十四
八4旺
不ﾊﾞ、
共畏

身眼法徳

i…..…1………；
in3i
：＝一一；
＄一一 ：

；即即但i
：中仮空I
；法法法i
i身身身I
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３
、
に
王
般
若
経
疏
（
吉
蔵
疏
）
（
正

Ｉ
第
一
明
如
来
入
三
昧
分

ｌ
第
二
放
光

ｌ
第
三
現
華

発
起
序
１
１
第
四
地
動

’
第
誠
疑
問
１
１

１
第
六
作
楽
歎
仏
井
召
十

ｌ
第
七
明
如
来
起
三
昧
分

光
仏
井
召
十

（
正

三
法
身
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
名
称
を
異
に
し
て
い
る
の
は
お

の
お
の
の
宗
義
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
た
ば
こ
れ
だ
け
が

｜
Ⅱ
“
秘
州
卿
“

’
一
大
衆
同
疑

一
’
一
一
発
言
論
弁

華

下
三
序
其
疑
聯

勤間
ｌ
ｌ
ｒ
凶
明
如
来
楽
可
知
ｌ
鳳
椒
斯
鱈
王
名

方
衆
来
集
１
１
初
月
光
作
八
萬
樋
音
楽
・
？

起
三
昧
分
ｌ
講
天
作
楽
歎
仏

ｌ
明
十
方
菩
薩
雲
集
作
撫
飛
音
楽
覚
悟
如
来

ｌ
｜
珊
此
土
蕊
耀
馴
釧
出
郷
郷
一
Ⅲ
一
一
細
鯏
‐

川
一
馳
織
－
｜
Ⅱ
一
一
一
僻
》

し
●

一

二

十
＝

こう

相
違
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
著
し

い
類
似
は
発
起
序
の
み
に
止
ら
ず
、
疏
全
体
に
就
い
て
も
言

’
一
挙
処
歎
徳
’
一
川
一
一
一
鋤
鍛

’
三
歎
徳

’
二
明
次
第
挙
問
１
ｍ
彗
岬
辨
鯏

(〃5）



い
得
る
の
で
あ
る
。

二
、
次
に
嘉
祥
疏
と
円
測
疏
と
天
台
疏
の
三
疏
の
文
承
を
対
照
し

て
み
る
と
、
大
要
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

Ａ
、
円
測
疏
と
天
台
疏
と
の
文
章
が
ほ
ぱ
一
致
し
て
い
る
箇
処

Ｂ
、
斑
祥
疏
と
円
測
疏
の
文
承
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
天
台
疏

の
中
に
見
ら
れ
る
簡
処

Ｃ
、
更
に
天
台
疏
が
円
測
疏
を
批
判
し
て
い
る
箇
処
（
た
ｒ
し

一
簡
処
）

円
測
疏

１

経
般
若
亦
無
菩
薩
釈
日
。
第
三
人

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
６
１
Ⅱ
』
ｐ
ｆ
、
グ
ー
、
ｆ
、
口
〃
、
〃
ｆ
も
Ｊ
ｆ
、
ｆ
０
■
〃
ｑ
ｊ
ク
。
ｆ
砥
″
ｆ
、
五
〃
、
〃
Ⅱ
Ｊ
■
１
″
、
，
Ｆ
ｔ
Ｆ
ｆ
、
ノ
７

２

法
倶
空
。
此
即
法
空
。
応
説
人
空
。

〃
ｆ
、
〃
Ｆ
、
ロ
グ
も
１
夕
。
、
■
″
、
り
げ
、
９
″
も
、
Ｊ
■
、
グ
６
０
‐
Ｊ
ｆ
＆
ク
ロ
＆
〃
ｑ
、
ｊ
グ
巳
グ
ク
、
〃
Ｆ
、
３
”
弓
０
〃
、
ｊ
Ｆ
１
１
１
１
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
９
ｌ
０

３

准
可
知
故
。
略
而
不
説
。
就
法
空
中
。

文
別
有
二
。
初
約
因
位
。
以
弁
法
空
。

倒
悩
刷
側
。
馴
洲
濁
劉
。
前
中
有
三
・

初
標
。
次
徴
。
後
釈
。
此
即
標
也
。

４

５

劉
燗
淵
矧
濁
。
謝
鯛
矧
入
。
八
噸
鋼

天
台
疏

１

般
若
亦
非
菩
薩
下
。
ヨ
珊
刈
湖

Ｉ
１
１

２

倶
空
。
文
中
亦
合
明
人
空
。
但
文

〃
Ｊ
‐
Ｊ
、
ｊ
″
、
、
〃
、
、
ｆ
も
〃
Ⅲ
Ｊ
Ｆ
』
、
帰
凹
岸
．
’
‘
‐
‐
‐
‐
，
‐
‐
‐
‐
‐
’
‐
‐
‐
Ｐ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
‐
０
１
１
４
４
１
１
１
１
１
１
Ｊ

略
故
也
。
自
為
二
別
。
一
約
因
位

弁
法
空
。
二
約
果
位
弁
法
空
。
初

Ｉ
ｌ
ｉ

文
三
・
今
初
標
也
。
般
若
進
法
。

ｉ
Ｉ

菩
薩
是
人
。
般
若
中
求
菩
薩
不
可

鼎
。
恥
副
銅
瞬
噌
（
正
噸
郷
Ｂ
）

Ｄ
、
天
台
疏
が
嘉
祥
疏
を
引
用
、
批
判
或
は
採
用
し
て
い
る
簡

処
以
上
の
四
例
が
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
う
ち
Ｄ
例
に
つ
い
て

は
す
で
に
佐
藤
教
授
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
（
同
書
五

三
六
頁
以
下
）
Ａ
・
Ｂ
。
Ｃ
の
三
例
に
つ
い
て
例
文
を
掲
げ

て
み
た
い
が
、
説
明
は
紙
数
の
都
合
で
、
特
に
重
要
な
簡
処

以
外
は
省
略
さ
せ
て
頂
く
。

Ａ
、
円
測
疏
と
天
台
疏
と
の
文
章
が
ほ
ｒ
一
致
し
て
い
る
例
文
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瑞
祥
疏

色
法
者
従
細
微
成
鹿
微
。

微
成
四
大
。
従
四
大
成
諸
根
。

２

1煙

・

一|｜生I
念li減｜
◎ ◎

I ’ 明
色
法
也
。
九
十
刹
朏

九’
十
刹
那

念
有
九
十
刹
那
。
合
巡
八
萬
一
千

１
１
１
ｊ
１
ｌ
４
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
Ｉ
ｊ
１
Ｉ
Ｊ
■
■
■
日
■
■
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
Ｄ
■
■
１
０
■
，
ｌ
ｌ
Ｉ
ｆ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
，
ト
ー
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｐ
Ｌ
Ｉ
ｂ
０
■
０
１
Ⅱ
７
０
■
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
１
日
１
０
０
日
０
１
１
Ⅱ
９
９

１
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
■
６
■
■
１
１
０
１
■
Ⅱ
１
１
７
１
４
Ｊ

一
念
中
一
刹
那
進
九
百
生
滅
。
一

一

正以
レ33生
3騨
c折
一刹

那
O

刹
那
折

右
の
例
文
の
う
ち
、
棒
線
を
引
い
た
部
分
は
文
章
が
ほ
ぽ

一
致
し
て
い
る
部
分
、
波
線
を
引
い
た
部
分
は
内
容
が
ほ

ｒ
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
数
字
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
簡
処
で
あ
る
こ
と
を
指
示

Ｉ
ｆ
Ｊ
、
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ
、
１
く
〃
，

法
不
可
符
。

為｜
一

念
○

’

|

６
色
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
０
８
１
０
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
凸
■
Ｊ
Ｅ
Ｆ

即
足
法
空
。

従
此 llLI’ －－

一一

正
し33

P.

384
C

成
一
大
念
。
一
大
念
中
一
小
刹
那
。

復
有
九
百
生
滅
。
是
故
前
言
生
時
即

有
滅
也
。
或
復
多
刹
那
為
一
念
。

円
測

経
九
十
刹
那
至

１第
四
世
尊
釈
通
。

ニーニ

疏九
百
生
滅
釈
日
。

以
九
十
小
刹
那
。

｛
正
唖
Ｒ
煙
Ｂ
） す

る
。
以
下
同
様
で
あ
る
。

Ｂ
、
嘉
祥
疏
と
円
測
疏
の
文
章
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
天
台
疏
の

中
に
見
ら
れ
る
例
文

十
小
刹
那
為
一
大
念
。
一
念
中
一

i
n

’i
’ 刹
那
。
復
有
九
百
生
滅
。
足
故
生

２

1

1

時
即
有
住
滅
也
。
又
九
十
刹
那
為

１
１

刹
那
摂
一
念
。

生
滅
。
一
念
有
九
十
刹
那
。
合
有

八
萬
一
千
生
滅
。
以
生
滅
摂
刹
那

一
念
。
一
念
中
刹
那
。
経
九
百

天
台

九
十
刹
那
下
。

〈
正
噸
凪
獅
Ａ
）

1疏四
釈
通
。

以
九Ｉ’I

■
Ⅱ
Ｈ
Ｐ
・
Ｈ
９
０
１
４
ｆ

(〃7）



上
来
明
五
住
正
使
。
此
言
無
明
習

旬
訓
叫
。
一
正
“
Ｒ
惣
Ｃ
）

１
八
地
已
上
名
種
類
倶
生
無
作
行
意

生
身
。
三
蔵
師
云
。
一
見
地
在
初

地
。
二
修
地
在
二
地
巳
去
。
三
究

党
地
在
十
地
。
此
三
地
中
各
和
初

生
。
次
住
終
満
為
九
生
滅
也
。
言

７

前
三
界
中
余
無
明
習
果
報
空
者
。

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ

有
三
極
意
生
身
名
三
地
九
生
滅
。

艦
祥
疏

言
三
地
九
生
滅
釈
有
二
義
。
一

者
八
九
十
地
皆
有
三
心
。
合
九
生

６

初
地
至
五
地
名
三
昧
行
意
生
身
。

滅
也
。
第
二
義
者
変
易
三
界
中
各

I

六
七
二
地
名
覚
法
自
性
意
生
身
。

’

１
１
１

’I

右
の
例
文
の
う
ち
、
二
重
棒
線
を
引
い
た
部
分
は
鋸
祥
疏

と
天
台
琉
と
ほ
ｒ
一
致
し
て
い
る
部
分
、
俸
線
を
引
い
た

部
分
は
前
例
文
と
同
じ
く
円
測
疏
と
天
台
疏
と
の
一
致
し

縮
祥
疏
円
測
疏

I

I

為
伴
也
。
二
修
地
。
従
四
地
至
七
地
。

除
職
弱
者
。
出
観
見
有
執
不
微
弱
也
。

４

I

省三
。究
但党

'5饗
執地
不至

舳
○ 0

’ 従
十
廻
至
三
地
。
除
伴
者
。
出
観
見

布
之
執
強
。
故
言
伴
。
助
道
法
亦
呼

３

一
地
始
住
終
三
生
。
此
三
地
為
九
生

也
。
此
通
結
上
下
十
地
。

細
也
。
九
生
者
。
合
十
地
為
三
地
。
一
三
昧
楽
意
生
身
。
六
七
二
地
名
党

一
↓

得
此
果
。
文
言
三
地
者
。
一
見
地
。

釈
臼
。
第
二
明
変
易
生
死
空
。
然

釈
此
文
自
有
両
釈
。
若
依
本
紀
。
即

足
四
献
変
易
生
死
。
無
明
習
為
絲
。

２ 1

一
正
噸
Ｅ
雑
Ｂ
一

除
微
細

称
之
微
雌
撤

て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

●

Ｃ
、
天
台
疏
が
円
測
疏
を
批
判
し
て
い
る
簡
処

一
余
無
明
習
者
。
上
明
五
住
正
使
。

一

此
第
二
明
習
気
空
也
。

桐
揃
翻
調
期
。
此
通
別
教
意
生
也
。

７ 法
自
性
意
生
身
。
八
地
已
上
名
無

九
生
滅
也
。
従
初
地
至
五
地
。
名

地
。
各
有
三
極
意
生
身
生
滅
。
名

J

i中
各
有
三
極
意
生
身
。
三
界
名
三

●
■
１
１
１
Ⅱ
』
１
１
１
．
■
日
■
！
■
９
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
１
１
１
１

生
滅
者
。
前
三
地
中
各
有
始
住
滅

地四
至地
十至
地七
5．地
･画一 ○

天
台
疏１

三
地
九
生
下
。
二
明
変
易
生
死

２

空
。
有
人
言
。
三
地
者
。
一
見
地
。

３

云
九
生
滅
也
。
又
変
易
生
死
三
界

6

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

従
十
廻
向
至
三
地
９
二
修
地
。
従

ｉ

ｌ

ｏ
三
究
党
地
。
従
八

此
別
接
通
意
也
。
九

〈
正
噸
Ｐ
細
匪
一 ’

(〃8）



右
の
文
に
よ
れ
ば
、
円
測
疏
に
お
い
て
、
円
測
が
三
地
を

解
す
る
に
、
一
、
見
地
は
十
廻
向
か
ら
第
三
地
ま
で
、

二
、
修
地
は
第
四
地
か
ら
第
七
地
ま
で
、
三
、
究
党
地
は

第
八
地
よ
り
第
十
地
ま
で
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

円
測
疏
の
二
行
目
に
「
若
し
本
記
に
依
れ
ば
」
と
あ
り
、

本
記
と
は
円
測
疏
で
は
真
諦
の
疏
を
指
し
て
い
る
の
で
、

一
見
「
文
言
三
地
者
」
云
々
は
真
諦
の
見
解
の
如
く
見
ら

れ
る
が
、
幸
い
に
も
嘉
祥
疏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
諦

の
見
解
を
撮
祥
が
「
三
蔵
師
云
」
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち

よ

よ

瀦
祥
は
真
諦
を
称
ぶ
に
三
蔵
師
と
称
ん
で
お
り
、
真
諦
の

見
解
は
一
、
見
地
は
初
地
、
二
、
修
地
は
第
二
地
以
上
、

三
、
究
党
地
は
第
十
地
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、

天
台
疏
に
い
う
「
或
人
云
‐
一
と
い
う
或
人
と
は
円
測
を
指

し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
円
測
疏
と
天
台
琉
と
関
係
の
あ
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
箇
処

を
天
台
疏
に
つ
い
て
数
え
る
と
百
七
十
五
箇
処
に
も
及
び
、

Ｃ
文
例
に
お
い
て
、
天
台
疏
が
明
か
に
円
測
の
見
解
を
別
接

通
と
批
判
し
て
い
る
の
に
徹
し
て
も
、
又
科
段
の
著
し
い
類

似
に
よ
っ
て
み
て
も
、
天
台
疏
は
円
測
疏
を
参
照
し
て
い
る

こ
と
が
判
る
。
逆
に
円
測
疏
に
つ
い
て
言
え
ば
、
如
何
な
る

部
分
に
つ
い
て
も
、
天
台
疏
の
影
響
を
些
か
も
蒙
っ
て
い
な

い
。
更
に
引
用
、
批
判
或
は
見
解
の
採
用
等
の
簡
処
を
天
台

疏
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
五
重
玄
の
部
分
は
嘉
祥
疏
に
、
入
文

解
釈
の
部
分
は
円
測
疏
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

（
そ
の
箇
処
を
指
摘
し
て
証
明
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
数
の

関
係
で
省
略
し
た
。
）

然
ら
ば
（
天
台
疏
は
何
時
頃
の
成
立
で
あ
ろ
う
か
。
円
測
疏
の
成

立
年
代
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、
円
測
疏
に
は
玄
藥
の
訳

し
た
経
論
が
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
玄
弊
訳
の
経
諭
の
訳
出

年
代
が
確
認
で
き
れ
ば
円
測
疏
の
成
立
年
代
も
推
定
で
き
、
更
に
天

台
疏
の
上
限
も
推
察
で
き
よ
う
が
、
今
の
所
で
は
天
台
疏
の
記
載
の

兄
あ
た
ら
な
い
大
府
内
典
録
成
立
年
時
の
紀
沁
六
百
六
十
四
年
を
上

限
と
す
る
外
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
下
限
で
あ
る
が
、
・
衝
州
録
に
記

さ
れ
て
い
る
智
者
大
師
墳
前
右
柱
碑
（
畠
ら
の
記
事
を
信
頼
す
れ

ば
、
紀
元
七
百
三
十
四
平
ま
で
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
疑

問
点
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
天
台
疏
と
六
祝
荊
渓
勾
匡
ｌ
『

（〃9）



篭
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
も
し
前
記
の
時
代
合
震
ｌ
認
ら
に
天
台

疏
が
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
荊
渓
は
主
著
た
る
玄
義
釈
溌
、
文
句

記
、
輔
行
伝
弘
決
の
中
で
、
仁
王
経
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
八
回
、

五
回
、
十
回
と
説
き
及
ん
で
お
り
、
そ
の
中
で
仁
王
経
と
法
華
経
と

の
関
係
、
或
は
菩
薩
の
行
位
と
い
う
重
要
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
も
し
本
疏
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
天
台
宗
に
関

す
る
資
料
を
広
く
蒐
収
し
た
と
思
わ
れ
る
荊
渓
が
本
疏
を
引
用
し
な

い
筈
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
又
別
な
機
会

に
詳
細
を
発
表
し
た
い
）
し
か
し
前
述
し
た
釈
擬
、
記
、
弘
決
或
は

止
観
義
例
や
止
観
大
激
導
に
本
疏
の
名
前
は
無
論
、
本
疏
の
一
節
さ

え
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
博
学
な
る
荊
渓
す
ら
本
疏
を

知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
に
、
果
し
て
本

疏
は
荊
渓
当
時
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
深
く
疑
問
視
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
を
記
し
て
結
び
と
す
る
。

六
老
僧
日
向
上
人
の
出
自
に
つ
い
て
は
確
か
な
所
伝
が
な
く
、
今

日
み
ら
れ
る
も
の
は
い
づ
れ
も
江
戸
期
に
成
っ
た
も
の
で
、
向
師
入

寂
後
四
百
六
十
年
を
経
た
享
保
十
五
年
編
述
と
い
う
六
牙
院
日
潮
の

①

『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
を
初
見
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
同
書
に

シ

「
哲
記
口
碑
為
二
世
家
こ
と
み
え
、
こ
の
こ
ろ
既
に
古
文
献
は
な
く

口
碑
を
た
ず
ね
ら
れ
て
編
述
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
書
に
よ
る

ノ

と
「
父
姓
者
藤
原
氏
者
小
林
名
者
民
部
実
信
為
一
正
治
帝
術
兵
曹
一
商

ノ

曾
皆
衣
冠
也
。
高
祖
之
父
貰
名
氏
重
忠
有
二
通
家
好
一
、
元
久
元
年
甲

一
一

二
ダ
ル

子
実
信
与
二
干
伊
勢
平
氏
一
而
叛
遂
放
一
羅
之
上
州
埴
生
郡
繊
原
郷
こ

と
あ
り
、
賞
名
重
忠
と
通
家
の
好
が
あ
り
、
元
久
元
年
伊
勢
平
氏
の

反
乱
に
加
り
、
上
総
藻
原
に
流
諦
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
年

代
的
に
不
相
応
で
あ
り
、
実
信
の
流
諦
説
に
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ

る
。
そ
の
後
三
十
年
あ
ま
り
を
経
て
編
述
さ
れ
た
玉
沢
の
境
持
院
日

六
老
日
向
上
人
の
出
自
に
つ
い
て

佐
久
間
晄
甫

(I80)



②

通
は
『
祖
諜
証
義
諭
』
に
向
師
の
父
を
貰
名
仲
四
郎
に
作
り
「
房
州

男
金
二
住
ス
ル
故
二
男
金
藤
四
郎
ト
名
ヅ
ク
、
光
日
尼
ノ
夫
ニ
シ
テ

向
師
ノ
父
ナ
リ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
通
師
の
独
断
で
あ
ろ

う
、
光
日
腸
を
向
帥
の
母
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
宗
祖
と
血
縁
に

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
附
会
説
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
向
師
ノ
猶
父

ハ
小
林
治
部
小
輔
藤
原
ノ
為
遠
卜
云
人
也
」
と
し
父
は
男
金
の
人
で

あ
る
が
、
向
師
は
小
林
氏
の
猶
子
と
な
っ
た
と
し
、
媛
叫
な
猶
父
名

を
作
り
な
が
ら
小
林
の
俗
姓
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
後
水
戸
学
林
の

③

建
立
、
玄
得
両
師
は
『
本
化
高
祖
年
諦
改
異
』
に
向
帥
を
「
冴
州
男

ナ
リ

ス

金
之
人
」
と
し
、
父
「
実
信
姓
男
金
氏
、
出
し
自
一
藤
原
氏
一
、
称
一
藤

ス

三
郎
一
、
永
仁
丙
申
九
月
三
日
死
、
法
号
妙
信
、
妻
佐
久
間
氏
正
安

ス

辛
丑
四
月
十
一
日
死
、
法
号
妙
向
」
と
あ
り
流
石
に
附
会
説
を
と
ら

ず
男
金
の
碑
銘
を
録
し
、
な
お
統
紀
の
藻
原
説
を
註
記
し
て
い
る
。

日
通
に
は
じ
ま
る
こ
の
男
金
説
は
そ
の
後
多
く
の
向
師
伝
に
も
ち
い

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
、
向
師
の
出
自
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
お
も

、
『
ノ
Ｏ

向
師
の
俗
姓
小
林
氏
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
在
茂
原

巾
に
属
し
て
い
る
が
、
藻
原
寺
の
北
方
約
二
粁
あ
ま
り
の
と
こ
ろ
小

林
区
が
あ
る
。
こ
の
小
林
は
古
く
は
小
林
郷
の
地
で
、
文
和
、
貞
治

④

の
古
文
書
に
「
上
総
国
二
宮
圧
小
林
郷
」
と
み
え
る
。
ま
た
元
暦
元

年
九
月
備
前
剛
藤
戸
の
戦
に
佐
々
木
三
郎
盛
綱
に
屈
し
武
功
の
あ
っ

た
小
林
三
郎
電
隆
の
こ
と
が
『
源
平
磯
表
記
』
に
み
え
る
が
、
こ
の

⑤

小
休
三
郎
重
隆
は
こ
の
小
林
郷
の
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

向
師
の
父
を
藤
三
郎
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
稚
行
名
か
ら
推
し
て

そ
の
関
係
が
思
考
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
こ
と
を
事
実
と
す
れ
ば
小
林

民
部
実
信
が
伊
勢
平
氏
の
反
乱
に
加
わ
り
は
じ
め
て
こ
の
地
に
流
飛

さ
れ
た
と
す
る
統
紀
の
説
に
は
な
お
考
究
の
余
地
が
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

向
師
が
晩
年
身
延
よ
り
隠
核
さ
れ
た
上
総
坂
本
の
法
華
谷
に
は
、

当
時
身
延
よ
り
向
師
に
随
従
し
た
武
士
の
子
孫
と
伝
え
る
家
が
あ

る
。
祖
先
は
近
江
よ
り
移
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の
家

の
家
紋
が
佐
々
木
氏
の
家
紋
と
す
る
「
四
ツ
目
菱
」
で
あ
る
。
家
紋

は
比
較
的
定
着
不
変
性
を
も
ち
、
文
字
に
み
ら
れ
な
い
史
料
と
も
い

え
る
。
私
は
洲
平
盛
妓
記
に
み
る
、
小
林
、
佐
々
木
の
関
係
を
想
起

し
、
小
林
を
俗
姓
と
す
る
向
師
と
何
ら
か
の
関
係
を
推
考
し
て
興
味
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深
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
向
師
は
は
じ
め
叡
山
の
高
乗
院
某
の
も
と
に
出
家
し
た
と
い

う
。
一
説
に
高
乗
院
某
は
上
総
に
居
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
当
時
の
上

総
地
方
は
天
台
が
盛
大
を
き
わ
め
、
藻
腺
の
近
く
八
幡
原
に
は
「
大

御
堂
」
と
称
す
る
寺
院
の
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
寺
院
に
修
業
し
た
秀
才
は
徹
山
に
遊
学
し
た
よ
う
で
あ

る
。
向
師
と
は
同
年
誰
と
い
わ
れ
る
川
越
喜
多
院
の
中
興
と
い
う
尊

⑥

海
も
こ
の
藻
原
の
近
く
二
宮
庄
、
高
師
の
生
れ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
こ
と
を
考
察
す
る
と
き
、
幼
少
で
あ
っ
た
向
師
は
恐
ら
く
叙
山
に

登
っ
て
出
家
し
た
の
で
は
な
く
こ
の
あ
た
り
に
名
声
の
あ
っ
た
高
乗

院
の
許
に
入
門
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
理
人
の
門
に
入
っ
た

向
師
が
や
が
て
斉
藤
兼
綱
の
諾
に
よ
り
藻
原
妙
光
寺
を
蛍
じ
、
墨

田
、
高
橋
氏
等
の
権
力
者
を
後
盾
と
し
て
、
藻
原
を
本
拠
に
布
教
伝

道
に
終
胎
さ
れ
た
事
実
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
父
棚
以
来
の
特
別
な

知
遇
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
向
師
の
父
祖
発
祥
の
地
を

こ
の
小
林
郷
に
求
め
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
無
理
で
は
な
い
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
男
金
説
に
つ
い
て
考
察
を
述
べ
て
み
よ
う
。
男
金
は
安
房

国
長
狭
郡
男
金
で
、
現
在
は
鴨
川
町
和
泉
区
に
属
す
。
小
松
原
鏡
忍

寺
の
北
方
約
二
粁
ほ
ど
の
と
こ
ろ
、
男
金
山
、
女
金
山
と
い
う
二
つ

の
孤
立
し
た
山
が
あ
り
、
そ
の
附
近
に
開
け
た
挫
法
な
耕
地
を
備
え

て
い
る
。
こ
の
地
に
は
佐
久
間
氏
を
称
す
る
旧
家
が
あ
り
、
古
来
日

向
上
人
の
母
方
の
実
家
の
子
孫
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
家
の
近
く
に

「
日
向
聖
人
誕
生
地
」
と
あ
る
碑
が
あ
り
、
そ
こ
に
向
師
の
両
親
と

向
師
の
墓
と
す
る
二
基
の
古
碑
が
あ
る
。
向
師
の
墓
は
上
総
坂
本
の

法
華
谷
に
あ
る
が
、
向
師
の
両
親
の
墓
は
茂
原
に
も
小
林
に
も
坂
本

に
も
な
く
、
そ
の
伝
え
す
ら
な
い
の
で
あ
る
。
碑
の
側
面
に
「
佐
久

間
氏
」
と
の
み
あ
っ
て
建
立
の
年
代
を
あ
き
ら
か
に
し
な
い
。
し
か

し
そ
の
形
式
か
ら
み
て
も
、
江
戸
初
期
を
遡
る
も
の
と
は
お
も
え
な

い
。
し
か
も
向
師
の
寂
年
号
が
誤
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て

本
墓
で
は
な
く
、
佐
久
間
氏
の
発
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
供
養
塔

で
あ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

ス

ノ

シ

年
譜
攻
異
に
「
子
孫
至
レ
今
栄
茂
、
安
永
癸
巳
秋
、
建
遊
一
聴
其
地
一
、

ニ
ノ

カ

ナ
ル

間
二
其
孫
某
一
、
某
日
、
寛
永
中
予
先
、
右
京
者
以
一
男
金
（
今
称
和
泉
）

ナ
ル
チ
ト

地
名
一
自
謙
改
一
陸
久
間
一
。
」
と
あ
る
。
地
名
で
あ
る
男
金
姓
を
嫌
っ

て
元
来
の
佐
久
間
に
改
め
た
と
い
う
。
こ
の
こ
ろ
男
金
藤
三
郎
説
が
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盛
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
堀
江
顕
斉
も
そ
の
著
『
蓮
祖
旧
跡

⑦
ノ
ノ

志
』
に
「
向
師
ヲ
上
総
図
識
原
人
ト
ス
ル
ハ
他
方
ノ
説
伝
剛
ノ
誤
リ

ナ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
」
と
男
金
説
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
は

宗
祖
と
血
縁
に
紬
び
つ
け
よ
う
と
す
る
故
意
が
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら

く
そ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
男
金
佐
久
間
氏
の
家
紋
は
「
藤
ノ
紋
」
に
か

え
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
向
帥
の
母
の
出
と
伝
え
る
佐
久
間
氏
に
つ
い
て
ザ
え
て
み

よ
う
。
佐
久
間
氏
は
細
式
平
氏
で
あ
る
。
従
来
宗
門
の
伝
え
る
「
統

紀
」
一
；
祖
書
証
義
諭
」
一
年
譜
攻
異
」
一
当
家
請
川
流
継
図
」
等
は

い
づ
れ
も
滕
脈
氏
に
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
謬
で
あ
る
。
そ
れ

は
興
津
佐
久
間
氏
の
法
華
堂
で
あ
っ
た
妙
覚
寺
の
寺
紋
が
無
言
の
ま

ま
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
久
間
氏
は
三
浦
義
明
の
子
多
々
羅
義
春
、
そ
の
子
家
村
が
安
冴

国
平
群
郡
佐
久
間
圧
を
領
し
佐
久
間
を
称
し
た
の
に
始
ま
る
。
こ
の

家
付
に
実
子
な
く
和
田
義
磯
の
嫡
孫
朝
磯
が
猶
子
と
な
り
そ
れ
を
継

い
だ
。
こ
の
朝
盛
は
文
武
両
道
に
す
ぐ
れ
、
こ
と
に
将
軍
実
朝
の
信

③

任
を
得
て
い
た
。
祖
父
義
盛
は
頼
朝
の
挙
兵
を
た
す
け
て
、
や
が
て

侍
所
別
当
と
い
う
幕
府
の
枢
機
に
あ
っ
た
が
、
同
じ
く
幕
府
内
に
勢

力
を
も
っ
た
北
条
義
時
と
は
並
立
を
ゆ
る
さ
ず
、
た
ま
た
ま
義
磯
は

上
総
因
司
を
望
ん
だ
が
ゆ
る
さ
れ
ず
、
義
磯
は
義
時
の
独
裁
専
制
に

憤
激
し
つ
つ
あ
っ
た
。
折
柄
建
暦
三
年
五
月
遂
に
和
田
一
門
の
蜂
起

と
な
り
義
時
打
討
の
乱
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
朝
嘘
は
進
退
両
難
に

せ
ま
ら
れ
、
遂
に
僧
形
に
身
を
託
し
て
、
ひ
そ
か
に
上
洛
す
べ
く
出

奔
し
た
。
し
か
る
に
途
中
叔
父
の
義
直
に
連
れ
帰
え
さ
れ
合
戦
に
参

加
し
た
。
こ
の
乱
は
鎌
倉
時
代
鮫
大
と
い
わ
れ
る
大
乱
で
あ
っ
た
が

遂
に
和
田
方
の
敗
北
に
終
り
一
門
は
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。
義
礎
は

上
総
の
伊
北
圧
に
本
拠
を
も
ち
一
門
は
多
く
安
房
、
上
総
の
所
領
に

繁
栄
し
た
が
、
滅
亡
と
と
も
に
一
族
の
領
地
は
没
収
さ
れ
た
の
で
あ

⑨
る
。
し
か
る
に
朝
盛
は
実
朝
の
信
任
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

そ
の
所
餓
は
安
堵
さ
れ
た
。
そ
し
て
や
が
て
承
久
の
乱
に
は
一
族
三

浦
胤
義
の
軍
に
参
加
し
、
嫡
子
太
郎
家
盛
は
父
朝
磯
と
反
対
の
北
条

泰
時
の
軍
に
従
い
、
子
販
吉
、
孫
重
貞
、
勝
正
を
率
い
て
宇
治
川
に

戦
功
あ
り
、
功
に
よ
っ
て
新
飢
を
加
え
、
数
ヶ
所
の
地
頭
職
と
し
て

⑩

一
門
は
繁
栄
し
た
。
こ
の
男
金
佐
久
間
氏
に
つ
い
て
そ
の
事
跡
を
明

確
に
す
べ
き
資
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
興
津
佐
久
間
頭
吉
は⑪

前
記
の
ご
と
く
朝
撚
の
孫
、
家
盛
の
子
と
し
て
系
瀞
に
も
み
え
る
。
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一
説
に
よ
る
と
向
師
の
母
は
重
吉
の
子
、
亜
貞
の
妹
と
い
う
。
す
る

と
寂
日
房
日
家
と
は
姉
弟
の
関
係
と
な
る
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。

私
は
む
し
ろ
興
津
佐
久
間
と
男
金
佐
久
間
は
そ
の
一
門
と
み
る
を
妥

当
と
す
る
。
日
通
は
向
師
の
母
を
光
日
房
と
し
て
い
る
が
、
光
日
房

は
男
金
の
近
く
天
津
あ
た
り
に
住
ん
だ
そ
の
一
族
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
考
を
わ
ず
ら
わ
し
た
い
こ
と
は
、
波
木
井
公
と
の
関
係

で
あ
る
。
『
消
和
源
氏
系
図
』
に
よ
る
と
実
長
の
祖
父
加
々
美
遠
光

の
妻
室
は
和
田
義
盛
の
女
で
あ
っ
た
と
み
え
る
。
も
し
波
水
井
公
が

そ
の
血
統
に
つ
な
が
る
も
の
と
す
れ
ば
、
義
臨
の
家
系
と
お
も
わ
れ

る
向
師
の
母
と
は
、
速
く
な
い
縁
故
関
係
が
成
立
す
る
。
波
水
井
公

が
特
に
向
師
に
対
し
敬
愛
を
以
て
接
し
ら
れ
て
い
た
事
実
は
、
向
師

の
天
性
と
す
る
人
格
的
至
徳
の
い
た
す
と
こ
ろ
と
は
い
え
、
か
か
る

関
係
も
そ
の
一
因
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。

以
上
私
は
日
向
上
人
の
出
自
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
上

総
に
生
れ
、
上
総
に
生
長
し
た
私
は
永
々
日
向
上
人
を
門
祖
と
す
る

檀
家
と
し
て
法
華
信
仰
を
つ
ぎ
け
た
父
祖
よ
り
聞
か
さ
れ
た
説
話
に

対
し
そ
の
疑
問
の
解
明
を
与
え
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
確
証
と

す
る
資
料
を
見
な
い
私
の
推
考
は
も
と
よ
り
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は

い
な
め
な
い
。
し
か
し
峻
昧
模
糊
と
す
る
向
師
の
出
自
に
少
し
で
も

真
に
近
づ
け
よ
う
と
つ
と
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。
も
し
私
の
こ
の
推

考
が
い
さ
さ
か
な
り
と
も
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
私
の
光
栄
は
こ
れ
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

房
総
史
談
会
、
日
本
歴
史
考
古
学
会
会
員
、
（
南
総
郷
土
史
研
究
）

（
注
）

①
「
日
蓮
宗
全
書
」
史
伝
部
同
書
上
巻
二
一
八
頁

②
「
日
蓮
宗
宗
学
全
書
」
旧
記
部
Ｈ
「
祖
書
証
義
論
」
の
和
訳
「
御
書
略

註
」
に
よ
っ
た
。

③
「
日
蓮
宗
全
撫
」
伝
記
集

④
「
千
葉
県
史
料
」
中
世
編
県
外
文
書
二
○
六
頁
「
極
楽
寺
文
書
」

⑤
「
源
平
盛
衰
記
」
巻
四
十
一
。
「
稿
本
千
葉
県
史
」
下
巻
六
○
二
頁
。

「
寛
政
重
修
家
譜
」
六
輯
三
三
三
頁
、
小
林
区
正
林
寺
寺
鐘
（
戦
争
供

出
）
を
手
拓
し
た
篠
崎
四
郎
氏
は
銘
文
中
（
戦
災
焼
失
）
「
小
林
民

部
」
云
々
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
教
さ
れ
た

⑥
「
千
葉
県
史
料
」
前
記
書
二
七
○
頁
茨
城
「
逢
善
寺
文
書
烏
康
暦
二
年
）

⑦
「
蓮
祖
旧
跡
志
」
安
政
三
年
刊
「
安
房
先
賢
遺
著
全
集
」
五
八
四
頁

⑳
「
佐
久
間
系
図
」
国
会
図
番
館
蔵
古
写
本

⑨
「
吾
妻
鏡
」

⑩
「
吾
妻
鏡
」
承
久
三
年
六
月
十
四
日
条
。
「
承
久
記
」
岩
間
尹
著
「
実

録
三
浦
党
」
一
二
○
頁

⑪
岩
間
尹
著
前
記
番
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切
支
丹
問
答
即
ち
筑
前
剛
博
多
妙
典
寺
に
お
け
る
慶
長
八
年
（
一

六
○
三
）
四
月
二
十
五
日
の
、
京
妙
覚
寺
僧
唯
心
院
日
忠
対
イ
ル
マ

ン
Ⅲ
沢
の
雅
論
の
行
わ
れ
た
こ
と
は
旅
門
史
上
疑
い
を
容
れ
な
い
事

実
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
瞳
惜
し
む
べ
き
は
一
、
当
時
の
古

記
録
文
書
の
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
二
に
は
基
督
教
側
の
問
答
記

鍬
が
揃
っ
て
い
な
い
た
め
彼
我
画
問
答
の
比
較
考
察
を
し
た
上
で
の

客
観
的
判
断
を
為
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
更
に
問
答
の
テ
ー
マ
が

仏
法
に
関
す
る
こ
と
の
み
で
、
当
時
切
支
丹
問
答
の
形
式
が
こ
う
で

あ
っ
た
と
云
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
所
調
、
基
将
教
理
へ
の
言

及
が
全
く
み
ら
れ
な
い
点
、
現
代
宗
諭
批
判
と
す
る
者
の
場
に
立
っ

た
感
覚
と
し
て
意
に
満
た
な
い
も
の
を
感
じ
る
。

そ
も
そ
も
慶
長
八
年
（
一
六
○
三
）
、
当
時
の
博
多
は
西
凪
第
一

の
都
市
と
し
て
切
支
丹
の
宣
教
師
た
ち
は
教
会
堂
を
建
て
伴
天
連
、

○
筑
前
切
支
丹
石
城
問
答
小
考

本
田
栄
秀

伊
留
満
に
布
教
せ
し
め
、
わ
ず
か
に
肥
後
の
加
藤
清
正
が
慶
長
五
年

（
一
六
○
○
）
以
後
よ
う
や
く
切
支
丹
に
圧
迫
を
加
え
は
じ
め
た
時

代
で
、
徳
川
家
康
に
よ
る
切
支
丹
禁
止
令
は
十
年
後
の
慶
長
十
八
年

（
一
六
一
三
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
行
わ
れ
た
所
謂
、

切
支
丹
石
城
問
答
（
妙
典
寺
先
住
不
勉
院
日
中
上
人
命
名
）
の
概
略

は
次
の
通
り
で
あ
る
。
博
多
松
林
山
妙
典
寺
は
も
と
筑
後
国
柳
川
に

あ
っ
た
。
応
永
年
間
、
本
成
院
日
円
の
開
山
で
、
そ
の
後
第
十
八
世

戒
光
院
日
秀
の
と
き
開
基
檀
越
、
立
花
増
時
が
黒
田
藩
に
仕
え
る
べ

く
博
多
に
移
住
す
る
と
と
も
に
、
妙
典
寺
も
柳
川
よ
り
筑
前
国
博
多

に
移
し
堂
宇
を
新
た
に
建
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

慶
長
八
年
（
一
六
Ｑ
三
）
四
月
廿
五
日
は
ま
さ
に
落
慶
法
要
の
日

で
あ
っ
て
、
恵
妙
覚
寺
か
ら
下
向
し
た
唯
心
院
日
忠
が
、
当
妙
典
寺

を
対
決
の
場
と
し
て
法
諭
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
切
支
丹

の
伊
留
満
旧
沢
を
始
め
と
し
て
彼
徒
約
二
百
人
が
徒
党
を
組
ん
で
妙

典
寺
に
押
か
け
、
門
を
閉
ざ
し
て
日
忠
を
殺
害
し
よ
う
と
謀
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
と
き
に
信
徒
の
鳥
井
数
馬
亮
吉
重
は
藩
邸
で
こ
れ
を
聞

き
、
直
ち
に
手
の
者
四
十
人
あ
ま
り
を
率
い
て
馳
け
つ
け
、
日
忠
の

高
座
を
外
護
し
た
。
日
忠
は
遂
に
伊
留
満
を
破
り
、
国
主
長
政
は
そ
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の
功
を
認
め
て
今
の
勝
立
寺
の
寺
地
を
与
え
、
長
政
自
ら
、
問
答
に

勝
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
正
法
興
隆
山
問
答
勝
立
寺
と
名
ず
け
た
。
問

啓
の
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

伊
留
満
旧
沢
云
く
。
先
日
の
説
法
で
貴
僧
は
妙
法
五
字
の
妙
を
、

善
悪
不
二
、
邪
正
一
如
と
説
い
て
お
き
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
邪

正
善
悪
の
差
別
を
た
て
る
こ
と
は
、
法
華
円
融
の
妙
理
に
対
す
る
自

己
・
才
盾
で
は
な
い
か
。

日
忠
云
く
。
善
悪
不
二
、
邪
正
一
如
の
妙
諦
は
仏
の
悟
り
の
境
地

に
立
っ
て
は
じ
め
て
云
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
ら
凡
夫
は
善
悪

邪
正
を
差
別
し
、
醤
に
つ
き
正
に
帰
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
善
悪

一
体
と
云
っ
て
毒
を
食
べ
る
こ
と
が
出
来
る
か
。

こ
こ
ろ
‐

旧
沢
間
う
て
云
く
。
で
は
釈
尊
の
心
法
と
わ
れ
ら
凡
夫
の
こ
こ
ろ

は
天
と
地
が
隔
た
る
よ
う
に
別
々
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
体
な

の
か
。日

忠
誠
く
。
そ
れ
は
一
体
で
あ
る
。
い
わ
ば
釈
尊
の
心
法
は
明
鋺

で
あ
り
、
わ
れ
ら
凡
夫
の
そ
れ
は
曇
鏡
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
は
異
っ

て
も
体
は
一
で
あ
る
。
故
に
凡
夫
の
心
を
離
れ
て
仏
の
心
を
符
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
例
え
て
云
え
ば
氷
を
離
れ
て
水
を
求
め
る
こ
と

で
あ
る
。

旧
沢
云
く
。
三
世
（
過
、
現
、
末
）
の
心
法
は
そ
れ
ぞ
れ
一
体
で

あ
る
か
別
体
で
あ
る
の
か
。

日
忠
云
く
。
一
体
で
あ
る
。

旧
沢
云
く
つ
そ
れ
な
ら
貴
僧
は
過
去
に
お
い
て
は
人
間
か
畜
生
か

菩
薩
か
そ
れ
と
も
仏
な
の
か
、
未
来
は
は
た
し
て
何
者
な
の
か
即
答

願
い
た
い
。
自
分
に
と
っ
て
は
心
法
は
現
在
あ
る
の
み
で
、
過
去
、

未
来
を
知
ら
な
い
。
例
せ
ば
雪
が
消
え
、
灯
が
減
す
る
よ
う
な
も
の

だ
。

日
忠
云
く
。
三
世
の
こ
こ
ろ
が
汝
の
云
う
よ
う
に
別
体
で
あ
り
、

汝
が
眠
っ
て
い
る
時
と
醒
め
て
い
る
と
き
の
こ
こ
ろ
も
別
で
あ
る
と

云
う
の
な
ら
、
汝
が
眠
っ
て
い
る
と
き
汝
の
頚
を
刎
ね
る
が
宜
し
い

か
。
ｌ
旧
沢
閉
口
す
。

日
忠
云
く
。
要
す
る
に
知
ら
な
い
か
ら
三
世
の
心
法
は
別
で
あ
る

と
云
う
の
は
当
ら
な
い
。
汝
す
み
や
か
に
邪
見
を
湖
え
し
て
法
華
を

証
得
す
れ
ば
一
念
開
解
し
て
十
方
三
世
を
見
わ
た
す
こ
と
掌
中
の
菓

を
さ
す
如
く
で
あ
ろ
う
。

さ
て
問
答
の
当
主
た
る
日
忠
上
人
は
万
代
亀
鏡
録
に
よ
れ
ば
備
前
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の
生
れ
、
武
門
の
誉
れ
高
い
斉
藤
家
に
育
っ
た
。
十
九
才
の
時
父
の

仇
討
ち
で
関
東
に
向
い
兵
法
を
勉
ぶ
身
と
な
っ
た
が
、
偶
々
、
法
光

院
日
吏
の
教
化
を
受
け
、
の
ち
京
妙
覚
寺
僧
と
し
て
諸
国
を
弘
通
行

脚
す
る
う
ち
筑
前
博
多
に
至
り
切
支
丹
の
徒
と
上
記
の
問
答
に
及
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。

日
蓮
宗
年
表
（
立
正
大
学
編
）
に
元
和
六
年
（
一
六
二
○
）
八
月

二
十
日
筑
前
博
多
勝
立
寺
唯
心
院
日
忠
寂
と
あ
る
の
は
、
そ
の
実
、

日
忠
上
人
は
こ
の
日
故
あ
っ
て
寺
を
出
奔
し
て
関
東
に
下
り
、
以
後

開
山
上
人
の
石
塔
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
十
一
世
速
成
院
日
深
（
享

保
年
間
、
一
七
○
○
年
代
）
に
至
っ
て
日
忠
が
寺
を
後
に
し
た
日
を

命
日
と
し
て
石
塔
を
建
立
し
た
由
、
勝
立
寺
の
伝
承
雑
録
が
あ
る
。

さ
き
に
の
べ
た
問
答
の
原
型
も
こ
の
こ
ろ
日
深
に
よ
っ
て
整
え
ら

れ
、
漢
文
体
に
成
文
化
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。

こ
の
研
究
発
表
に
当
り
、
附
山
日
忠
上
人
の
石
塔
を
雌
認
ず
み
で

あ
り
、
こ
の
五
重
石
塔
の
裏
は
こ
の
伝
承
の
通
り
寂
年
は
元
和
六
年

八
月
二
十
日
と
刻
ま
れ
、
こ
の
史
実
を
証
明
し
て
い
る
。

関
東
出
奔
の
冊
細
に
つ
い
て
も
妙
典
寺
先
住
日
中
上
人
の
簸
録
に

よ
れ
ば
日
忠
の
伯
父
に
当
る
江
州
浪
人
斉
藤
又
兵
術
は
お
そ
ら
く
日

忠
の
功
績
に
よ
っ
て
国
主
黒
田
長
政
に
召
抱
え
ら
れ
た
ま
で
は
よ
か

っ
た
が
、
長
政
の
意
に
背
く
こ
と
が
お
き
、
切
腹
を
申
付
け
ら
れ
る

結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
日
忠
は
、
こ
と
の
仔
細
は
何
で
あ

れ
、
肉
親
の
伯
父
に
対
す
る
長
政
の
措
置
を
心
よ
か
ら
ず
思
い
、
且

つ
は
世
間
体
を
考
え
出
奔
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
九
州
大
学
名
誉
教
授
、
長
沼
賢
海
氏
は
そ
の
箸

「
日
本
宗
教
史
の
研
究
」
に
お
い
て
、
「
宗
論
の
功
に
よ
っ
て
寺
地
、

寺
号
ま
で
賜
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
が
出
家
の
身
と
し
て
在
俗
の

親
類
の
た
め
に
、
そ
の
よ
う
に
仲
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
多
少
疑
う
べ
き
も
の
が
あ
る
」
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
出

家
、
在
家
と
も
に
人
情
に
変
り
あ
る
筈
が
な
く
、
慨
海
氏
の
迩
見
は

あ
ま
り
に
人
の
情
を
無
視
し
た
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
贋
海
氏
は
同
書
を
著
わ
す
に
当
っ
て
実
地
調
査
の
折
（
昭
和

初
期
）
、
Ｈ
忠
上
人
の
花
押
の
あ
る
盤
茶
羅
を
発
見
さ
れ
、
日
付
が

覚
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
ま
で
日

忠
は
博
多
に
と
ぱ
ま
っ
た
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
日

忠
の
直
雅
で
あ
れ
ば
一
縦
問
題
と
な
る
が
、
今
度
の
戦
災
で
、
水
久
に

焼
け
う
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
（
註
こ
の
伝
日
忠
の
本
尊
写
真
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を
立
正
大
学
宮
崎
英
修
教
授
が
御
所
蔵
で
、
唯
心
院
日
忠
の
図
顕
で

な
い
と
御
鑑
定
の
由
、
研
究
発
表
の
折
、
御
教
示
い
た
ｒ
い
た
。
）

亀
鏡
録
に
よ
れ
ば
国
主
長
政
は
日
忠
が
宗
論
に
勝
っ
た
こ
と
を
聞

い
て
大
い
に
感
じ
、
以
来
筑
前
の
国
に
は
切
支
丹
宣
教
師
や
教
会
堂

は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
く
て
、
賢
海
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
宗
論
後
の
慶
長
九
、
十

年
（
一
六
○
四
、
五
）
の
筑
前
の
国
に
は
依
然
と
し
て
教
会
堂
が
あ

り
、
宣
教
師
は
む
し
ろ
一
人
増
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
の

伴
天
連
の
追
放
と
信
者
の
弾
圧
は
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
家
康

の
切
支
丹
禁
止
令
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

般
後
に
こ
の
問
答
の
内
容
が
、
ま
る
で
仏
教
徒
間
の
宗
諭
で
あ
る

か
の
よ
う
な
感
を
与
え
る
こ
と
は
妙
典
寺
先
住
日
中
上
人
も
指
摘

し
、
又
こ
の
論
の
は
じ
め
に
、
現
代
人
の
感
覚
を
も
っ
て
み
る
と
き

基
督
教
理
へ
の
言
及
が
全
く
な
い
の
は
意
に
満
た
な
い
こ
と
を
述
べ

た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
や
は
り
慨
海
氏
の
調
査
を
通

じ
て
再
び
考
え
る
と
き
、
結
論
的
に
は
一
往
納
得
出
来
る
の
で
あ

る
。
即
ち
仏
法
を
テ
ー
マ
と
し
て
の
宗
諭
は
当
時
切
支
丹
氷
徒
の
常

套
手
段
で
あ
っ
た
の
で
、
云
わ
ば
「
切
支
丹
が
己
の
法
門
を
持
出
さ

ず
に
兵
器
を
敵
に
求
め
る
主
義
」
に
よ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
本
問
答
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
妙
法
五
字
の
妙
の
一

宇
を
説
明
す
る
と
き
の
、
仏
凡
一
体
、
邪
正
一
如
の
見
方
で
あ
る
。

伊
留
満
旧
沢
は
法
華
円
融
無
碍
の
妙
理
を
基
調
と
す
る
な
か
に
生
仏

を
へ
だ
て
、
善
悪
邪
正
を
区
別
す
る
こ
と
の
一
往
の
矛
盾
を
つ
い
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
答
の
内
容
は
単
純
で
あ
る
が
、
仏
法
の
本
筋

を
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
本
問
答
は
か
の
安
岡
諭
に
お
け
る

主
人
と
旅
客
と
の
対
話
の
よ
う
に
、
結
果
と
し
て
み
る
と
き
所
定
の

結
論
に
落
ち
蒋
く
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
与
党
質
問
の
匂
い
さ
え
す
る

の
で
あ
っ
て
仏
教
の
門
外
漢
に
は
出
来
に
く
い
問
答
で
あ
る
。
し
て

み
る
と
問
答
の
相
手
で
あ
る
伊
留
満
旧
沢
な
る
人
物
は
そ
の
名
の
通

り
、
あ
る
い
は
賢
海
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
南
蛮
人
の
作
天
述
で
は
な

く
て
日
本
人
出
身
の
伊
留
満
で
あ
り
、
仏
教
僧
侶
出
身
か
そ
れ
に
類

似
の
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。

日
本
に
渡
来
し
た
切
支
丹
の
宣
教
師
は
外
国
伝
道
の
要
釧
を
心
得
て

い
て
、
ま
ず
仏
教
の
僧
と
接
近
し
そ
の
実
績
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
。

つ
ま
り
僧
侶
の
切
支
丹
化
で
あ
る
。
こ
と
に
慶
長
前
後
大
名
の
浮
き

沈
み
が
は
げ
し
く
、
浪
人
の
武
士
が
多
か
っ
た
と
同
じ
く
、
諸
寺
諸
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山
は
多
く
荘
園
領
地
を
う
ば
わ
れ
、
延
暦
寺
、
金
剛
峯
寺
、
熊
野
三

山
、
九
州
地
方
で
は
英
彦
山
等
に
浪
人
僧
を
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
等
は
乞
食
坊
主
や
虚
無
僧
と
な
っ
て
衣
食
を
外
に
求
め
た
が
、
そ

の
一
部
は
自
然
の
勢
い
と
し
て
伴
天
連
に
買
収
さ
れ
、
結
果
と
し
て

彼
等
の
宣
教
の
手
先
と
な
っ
た
事
実
が
「
南
蛮
伴
天
連
い
る
ま
ん
同

宿
白
状
党
」
等
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
云
え
る
一
つ
の
こ
と
は
、
慶
長
八
年
、
妙
典
寺
に
お

い
て
世
に
石
城
問
答
と
呼
ば
れ
る
宗
諭
が
行
わ
れ
、
間
稗
の
主
で
あ

っ
た
京
妙
覚
寺
僧
日
忠
が
国
主
長
政
か
ら
寺
地
を
賜
わ
り
、
勝
立
寺

開
山
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
た
堂
日
忠

の
晩
年
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
本
間
稗
以
後
は
筑
前
の
切
支
丹

が
一
掃
さ
れ
た
と
云
う
ほ
ど
の
事
件
で
は
な
く
、
局
部
的
の
出
来
ご

と
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
家
康
の
禁
止
令
ま
で
切
支
丹
宗
門
の
繁

栄
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
更
に
問
審
記
録
「
邪
正
問
審
抄
」
が
蚊
も

史
実
に
近
い
も
の
と
す
る
な
ら
、
伊
制
満
旧
沢
は
仏
教
僧
侶
出
身
で

あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
云
う
こ
と
に
も
な
る
。
昭
四
三
、
一
、
十
四

○
参
考
文
献

博
多
妙
典
寺
先
住
不
勉
院
日
中
上
人
筆
録

博
多
妙
典
寺
三
十
世
究
寛
院
日
等
上
人
筆
録

ロ
準

法
華
経
・
序
品
に
「
堕
陀
雑
愛
殊
沙
華
を
雨
ら
し
栴
檀
の
香
風

は
衆
の
心
を
悦
可
す
」
阿
弥
陀
経
に
「
か
の
仏
剛
土
は
常
に
天
楽
を

な
し
、
黄
金
を
地
と
な
す
。
昼
夜
六
時
に
、
曼
陀
羅
華
を
雨
ら
す
」

と
あ
り
、
弘
安
四
年
十
一
月
十
五
日
附
の
上
野
殿
御
返
事
に
「
妙
法

ス

ヘ

遮
華
経
と
申
は
遮
に
縛
ら
れ
て
候
・
天
上
に
は
朧
訶
愛
陀
雛
華
、
人

間
に
は
桜
の
花
、
此
等
は
め
で
た
き
花
な
れ
ど
も
、
此
等
の
花
を
ば

「
日
本
宗
教
史
の
研
究
」
長
沼
賢
海
著

日
蓮
宗
年
表
日
蓮
宗
史
料
編
纂
会
編

石
城
志
津
田
元
願
編
纂

立
正
大
学
文
学
修
士

中
村
学
園
女
子
高
校
教
諭

立
正
大
学
仏
教
学
会
々
員

身
延
山
短
期
大
学
々
会
員

博
多
妙
典
寺
副
住
職

「
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
に
つ
い
て
」

岡
！
田
栄

I臓
己b､,
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法
華
経
の
僻
に
は
仏
取
給
事
な
し
」
（
定
本
一
八
九
○
頁
）
と
み
え

て
い
る
。

周
知
の
如
く
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
は
仏
典
に
し
ば
し
ば
、
そ
の
名
の
見
え

て
い
る
聖
な
る
花
で
あ
る
。

広
辞
苑
を
は
じ
め
多
く
の
国
語
辞
典
の
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
の
説
明
に
於

け
る
そ
の
源
流
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
天
妙
華
は
「
天
華
の
う
ち
妙

な
る
も
の
を
以
て
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と
名
づ
く
」
と
い
う
大
智
度
論
九
九

に
由
来
し
、
吉
蔵
の
法
華
義
疏
、
二
に
み
え
る
「
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と

は
、
河
西
の
道
明
の
云
わ
く
、
天
華
の
名
な
り
。
中
図
に
も
亦
之
あ

り
、
其
色
赤
に
似
て
而
も
黄
、
青
の
如
く
に
し
て
而
も
紫
、
緑
の
如

く
に
し
て
而
も
紫
、
緑
の
如
く
に
し
て
而
も
紅
な
り
」
が
想
定
せ
ら

れ
、
適
意
華
は
「
マ
ン
ダ
ラ
と
は
此
に
適
意
と
云
う
。
見
る
者
心
悦

ぶ
が
故
な
り
」
と
説
明
せ
ら
れ
る
法
華
経
玄
賛
第
二
に
由
来
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
白
い
華
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
も
の
は
統
訳
名
義
集
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
白
い
蓮
華
」
と
い
う
説
明
も
み
ら
れ
る
が
、
「
白
い
蓮
華
」
と

「
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
」
と
は
直
接
的
に
な
ん
の
関
連
も
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
大
崎
学
報
宣
三
号
（
昭
和
妃
年
７
月
）
「
法
華
」
五
○

四
・
五
○
九
・
五
一
○
等
、
参
照
い
た
ば
け
れ
ば
幸
甚
。

望
月
・
仏
教
大
辞
典
に
よ
れ
ば

「
但
し
墹
広
本
草
綱
目
第
十
七
下
に
愛
陀
羅
を
山
茄
子
と
な
し
、

和
漢
三
才
図
絵
第
九
十
四
本
に
、
朝
鮮
朝
顔
と
な
せ
る
は
共
に
誤
り

に
し
て
是
れ
恐
ら
く
摩
陀
那
と
混
同
せ
し
も
の
な
ら
ん
」

マ
グ
ナ
の
項
を
同
辞
典
で
糖
盃
す
る
と

「
蓋
し
摩
陀
那
は
学
名
ぐ
§
唱
耐
３
９
旨
。
闇
及
び
ロ
四
目
恩

興
国
目
。
ｐ
旨
目
（
弓
冒
冒
目
亘
の
耳
８
）
等
の
植
物
の
通
名
に
し

て
、
其
の
樹
皮
・
種
汁
等
に
は
毒
素
を
含
み
、
薬
用
に
供
せ
ら
れ
、

之
を
食
す
れ
ば
狂
酔
す
る
を
以
て
、
情
熱
の
義
な
る
梵
語
摩
陀
那
の

名
を
附
す
る
に
至
り
し
も
の
な
ら
ん
。
…
…
」

ご
胃
匡
国
駕
３
日
目
旨
日
は
、
植
物
学
の
事
典
で
は
「
ト
ゲ
ナ
シ

ョ
ウ
シ
１
チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
」
に
相
当
す
る
。
チ
ョ
ウ
セ

ン
ア
サ
ガ
オ
、
キ
チ
ガ
ィ
ナ
ス
ビ
、
別
名
を
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と
い
わ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
ア
ジ
ア
熱
帯
原
産
の
ナ
ス
科
の
一
年
生
草
木
で
わ
が
国
に

渡
来
し
た
こ
の
属
は
数
種
あ
っ
て
各
地
に
地
方
名
が
多
く
、
ナ
ン
？
ハ
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ン
ア
サ
ガ
オ
、
イ
ガ
ナ
ス
ビ
（
周
防
）
、
ト
ウ
ナ
ス
ピ
（
伊
予
）
、

ナ
リ
ナ
ス
ビ
、
ヤ
マ
ナ
ス
ビ
、
テ
ン
ジ
ク
ナ
ス
ビ
、
チ
ャ
メ
ラ
ソ
ウ

（
江
戸
）
、
キ
ァ
サ
ガ
オ
（
下
総
）
、
オ
ニ
ナ
ス
（
上
総
）
、
キ
・
ハ

ソ
ゥ
（
蝦
前
）
、
◇
ハ
ラ
モ
ン
ソ
ウ
、
ゲ
カ
・
コ
ロ
シ
（
誠
岐
）
、
チ
ョ

ゥ
セ
ン
タ
。
ハ
コ
（
遠
江
）
、
ア
イ
ス
（
備
後
）
な
ど
が
あ
り
、
夏
か

ら
秋
に
か
け
て
柴
え
さ
に
燃
柄
を
出
し
、
大
形
の
白
花
を
附
く
。

全
草
に
ト
ロ
ピ
ン
系
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
を
含
む
が
主
と
し
て
葉
と
桃

子
を
用
い
て
い
る
。
種
子
は
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
・
ヒ
ョ
セ
シ
ア
ミ
ン
・

ア
ト
ロ
ピ
ン
、
そ
の
他
、
汕
酸
・
テ
リ
ノ
ー
ル
酸
な
ど
の
脂
肪
汕
を

含
み
、
奥
化
水
素
酸
・
ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
の
脈
料
と
な
る
。

ス
コ
ポ
ラ
ミ
ン
は
非
常
に
有
毒
で
、
瞳
孔
を
拡
大
し
、
神
経
を
麻

ひ
さ
せ
る
作
川
が
あ
り
、
中
椛
神
経
系
に
対
す
る
作
用
は
鋲
滕
で
あ

づ
く
》
ロ

ヴ
ィ
ル
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
の
研
究
に
よ
っ
て
朧
造
の
確
立
し
た
ト
ロ

・
ハ
ン
系
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
・
ア
ト
ロ
ピ
ン
は
、
中
州
神
絲
を
放
初
に
興

雷
さ
せ
、
つ
い
で
麻
ひ
さ
せ
る
。
副
交
感
神
経
末
梢
は
麻
ひ
的
に
の

み
作
用
し
、
点
眼
す
れ
ば
「
ひ
と
み
」
が
敵
大
す
る
。

硫
酸
ア
ト
ロ
ビ
ン
と
し
て
日
本
薬
局
方
に
紀
栽
さ
れ
、
百
日
咳
．

問
摘
・
ア
ヘ
ン
・
モ
ル
ヒ
ネ
な
ど
の
解
泳
、
卯
彩
炎
な
ど
に
使
川
さ

れ
て
い
る
。

マ
ダ
ナ
が
学
名
ダ
ト
ゥ
ラ
・
ス
ト
ラ
モ
ニ
ウ
ム
、
即
ち
チ
ョ
ウ
セ

ン
ア
サ
ガ
オ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
怨
琳
音
我
第
十
八
に
み
え
る
マ
ダ

ナ
に
つ
い
て
の
、
「
西
国
の
果
名
な
り
、
此
の
国
に
無
し
。
其
の
果

大
さ
樅
榔
の
如
し
、
之
を
食
す
れ
ば
人
を
し
て
酔
悶
せ
し
む
。
亦
酔

人
果
と
名
づ
く
、
薬
に
入
れ
て
川
う
る
に
堪
う
る
な
り
一
と
い
う
記

述
は
全
体
的
に
首
肯
し
が
た
い
。

チ
ョ
ウ
セ
ン
ア
サ
ガ
オ
に
は
機
榔
の
果
実
の
如
き
果
実
は
生
じ
な

い
Ｏ

●

望
月
・
仏
教
辞
典
に
よ
れ
ば
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
は
学
名
固
昌
呂
凰
圖

言
会
目
で
あ
る
と
い
う
。
之
は
、
一
‐
で
い
こ
」
一
で
い
ぐ
」
洪
名

「
刺
桐
」
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
原
産
の
ま
め
科
の

滴
木
で
、
四
・
九
〃
頃
、
枝
先
か
ら
長
さ
二
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
総

状
花
序
を
一
乃
至
三
燗
開
出
し
て
生
じ
紫
色
を
お
び
た
朱
赤
色
の
長

さ
六
乃
至
八
セ
ン
チ
の
蝶
形
花
を
密
集
し
て
つ
け
る
。

英
和
辞
典
を
開
く
と
、

ョ
画
国
島
鱒
澪
の
の
発
音
が
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と

(19I)



類
似
し
て
い
る
こ
と
に
由
る
の
で
あ
ろ
う
か
「
愛
陀
羅
華
」
と
い
う

訳
語
を
あ
て
て
い
る
が
、
目
画
邑
国
丙
①
は
、
仏
典
に
登
場
す
る

旨
８
口
の
口
々
室
。
言
９
ｍ
の
ィ
メ
ー
ジ
と
は
あ
ま
り
に
も
か
け
は
な
れ

て
い
る
。

例
え
ば
、
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
（
四
幕
三
場
）
、
ア
ン
ト
ニ

オ
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
（
一
幕
五
場
）
ヘ
ン
リ
ー
四
世
（
第
二
部
一
幕

二
場
）
ヘ
ン
リ
ー
六
世
（
第
二
部
三
幕
二
場
）
オ
セ
ロ
ー
（
三
幕
三

う
め
の
ろ

場
）
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
岬
き
、
呪
い
、
狂
乱
、
煩
悶
守
’
一

の
描
写
に
使
川
し
て
い
る
。

坪
内
脱
遥
博
士
は
自
画
乱
『
画
冨
を
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と
訳
し
、
或
は

悪
魔
林
職
と
訳
し
て
い
る
。

国
屋
の
（
の
８
冊
厨
ｇ
”
辰
ｌ
届
）
に
於
て
は
、
日
騨
呂
国
嚴
は

関
根
正
雄
氏
に
よ
っ
て
「
恋
な
す
ｉ
｜
と
訳
さ
れ
て
い
る
ｃ

日
四
国
ロ
国
富
に
対
し
て
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と
い
う
訳
詰
を
配
当
す
る

目
騨
ゴ
骨
幽
穴
の
は
、
目
局
望
働
己
亘
の
、
ポ
ド
ヒ
ル
ム
、
ミ
ヤ
オ
ソ
ウ

風
の
植
物
と
し
て
限
定
す
る
時
、
マ
ン
ダ
ラ
ゲ
と
の
混
同
が
解
消
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。

３
８
吾
逢
旨
日
の
目
◎
登
君
巴
一
は
、
イ
ン
ド
に
産
す
る
多
年
草

で
、
根
茎
、
樹
脂
は
下
剤
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ボ

ド
ヒ
ル
ム
脂
を
含
み
、
ボ
ド
ヒ
ル
ム
脂
に
含
ま
れ
る
ボ
ド
フ
ィ
ロ
ト

キ
シ
ン
・
ア
ル
フ
ァ
・
ペ
ー
タ
ー
・
ペ
ル
タ
テ
イ
ン
、
の
実
験
動
物

ガ
ン
に
対
す
る
作
用
は
注
目
さ
れ
た
。
ミ
ャ
オ
ソ
ウ
は
中
国
で
は
、

○
．

そ
の
根
裟
を
鬼
臼
と
称
し
て
百
識
、
悪
如
を
治
す
る
薬
と
し
、
蛇
の

咬
傷
に
解
稚
薬
と
さ
れ
て
い
る
。

自
画
国
邑
３
戸
①
に
つ
い
て
は
８
局
一
貫
＄
な
る
訳
語
が
あ
て
ら

れ
る
。こ

れ
は
学
名
厚
旨
冨
冒
色
富
里
：
ｇ
に
相
当
し
南
米
に
鮫
も

普
通
に
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
イ
ン
ド
極
の
も
の
は
国
胃
冑
冒
角
冒

９
３
で
、
イ
ン
ド
ラ
神
の
天
界
の
五
弧
の
樹
木
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(”2）



一
、
序

近
代
日
蓮
主
湊
の
指
導
者
本
多
日
生
師
（
以
下
「
師
’
一
と
称
す
）

は
、
慶
応
三
年
（
畠
Ｓ
）
三
月
十
三
日
、
描
州
姫
路
に
生
ま
れ
、
昭

和
六
年
（
乞
冒
）
三
月
十
六
日
、
六
十
五
歳
を
以
て
自
坊
品
川
妙
国

寺
に
寂
し
た
。

さ
て
、
帥
は
、
顕
本
法
華
ボ
（
日
什
門
流
）
の
僧
で
あ
り
、
私
見

に
よ
れ
ば
、
師
の
教
学
は
、
什
門
近
世
の
学
匠
日
受
（
冨
掲
ｌ
弓
認
）

の
教
学
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
一
昨
年
の
発
表
と
亜
複
す
る

が
）
、
こ
こ
に
、
師
の
教
学
的
系
譜
を
示
せ
ば
、

什
門
日
受
の
教
学
は
、
永
昌
院
日
鑑
（
畠
９
１
届
＄
）
に
よ
っ
て

祖
述
さ
れ
、
日
鑑
は
児
玉
日
容
（
畠
９
１
畠
ｇ
）
に
教
学
を
伝
授
、

Ｈ
存
は
さ
ら
に
生
師
に
教
学
を
伝
授
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
帥
は
、

本
多
教
学
の
研
究

ｌ
近
代
日
蓮
主
義
教
学
研
究
序
説
Ｉ

村
瀬
章
遠

児
玉
日
容
に
師
事
し
て
教
学
を
研
鍛
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
教
学

は
、
日
容
、
日
鑑
を
超
え
て
、
什
門
教
学
の
大
成
者
日
受
の
教
学
を

祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
近
世
日
受
教
学

で
は
先
ず
、
師
の
学
祖
日
受
と
は
如
何
な
る
人
で
あ
り
、
そ
の
教

学
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

日
受
は
、
合
掌
阿
闇
梨
と
称
し
、
江
戸
の
人
、
壮
に
し
て
出
家
し

み
や
さ
く

下
総
宮
谷
檀
林
に
学
び
、
元
文
五
年
（
弓
き
）
、
同
檀
林
第
五
十
九

世
の
化
主
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
寛
保
二
年
（
弓
怠
）
、
京
都
妙
満

寺
第
九
十
二
世
の
法
灯
を
継
い
だ
が
、
後
、
品
川
本
光
寺
に
閑
居

し
、
安
永
五
年
。
弓
ｅ
七
月
、
八
十
五
歳
を
以
て
寂
し
た
。

日
受
は
、
本
迩
自
鏡
細
、
如
実
事
観
妹
呼
を
薪
わ
し
て
、
ひ
た
す

ら
自
門
教
学
の
確
立
に
努
め
た
。

も
と
も
と
、
什
門
の
教
学
は
、
致
劣
両
派
に
対
し
い
わ
ゆ
る
折
衷

的
立
場
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
為
、
か
え
っ
て
致
劣
両
派
か
ら
容
れ
ら

れ
ず
、
諸
門
流
よ
り
異
端
視
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い

て
、
諸
門
流
に
対
し
て
什
門
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
近
代
什
門
教

学
の
基
盤
を
確
立
し
た
の
が
、
日
受
の
教
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
教
学
は
、
明
和
七
年
（
弓
ご
）
十
一
月
、
日
受
七
十
九
歳
著
作

の
如
実
事
観
録
の
序
に
完
成
し
て
い
る
。

日
受
は
、
派
祖
日
什
の
開
目
妙
感
得
説
に
基
づ
き
、
従
来
一
般
の

観
心
本
尊
妙
中
心
説
に
対
し
て
、
開
目
妙
基
準
説
を
確
立
し
、
こ
れ

に
依
っ
て
応
身
為
体
の
仏
身
諭
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
応
身
為

体
論
は
、
従
来
の
報
中
論
三
身
説
に
対
す
る
も
の
で
、
日
受
に
よ
っ

て
寿
通
顕
本
正
在
応
身
説
が
間
明
さ
れ
て
よ
り
、
什
門
の
仏
身
観
は

師
の
説
を
継
承
し
て
異
論
が
な
い
。
什
門
教
学
の
特
色
た
る
応
身
顕

本
論
は
、
全
く
日
受
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。

即
ち
、
事
観
録
に
「
寿
麓
の
顕
本
は
正
し
く
応
身
に
在
り
、
当
に

知
る
べ
し
、
倶
体
倶
用
は
、
直
ち
に
理
性
の
三
身
を
指
す
に
非
ず

（
中
略
）
所
謂
倶
体
は
即
ち
体
用
不
二
の
倶
体
、
倶
用
は
即
ち
体
用

不
二
の
倶
用
也
乃
至
故
に
知
ん
ぬ
、
無
始
無
終
の
仏
界
は
、
倶
だ
事

理
一
体
の
応
身
の
事
物
を
用
い
て
、
以
て
仏
界
の
体
と
為
す
。
故
に

応
身
の
外
に
仏
界
な
し
。
而
る
に
徳
の
辺
に
約
し
て
三
身
と
名
づ
く

る
の
み
な
り
。
故
に
実
に
尅
し
て
体
を
弁
ぜ
ば
、
但
だ
－
体
の
事
物

の
応
身
な
り
。
故
に
知
ん
ぬ
又
倶
体
倶
用
は
、
並
に
是
れ
事
仏
也
」

と
、
事
理
一
体
倶
体
倶
用
三
身
即
一
の
応
身
を
も
っ
て
本
仏
の
体
と

な
す
。
ゆ
え
に
応
身
の
他
に
仏
界
な
し
、
応
身
一
仏
の
三
徳
に
約
し

て
三
身
と
名
づ
く
云
々
と
応
身
為
正
の
仏
身
諭
を
説
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
て
日
受
は
、
自
鏡
編
に
「
我
等
修
顕
得
体
す
る
時
は
必

ず
釈
尊
同
体
の
本
覚
と
な
る
べ
し
。
釈
尊
も
又
修
顕
得
体
の
時
は
必

ず
先
仏
同
体
の
本
覚
と
な
る
べ
し
、
其
の
先
仏
も
又
復
斯
の
如
く
、

前
に
古
仏
相
続
し
て
本
と
絶
ゆ
る
こ
と
無
し
」
と
、
古
仏
相
続
の
無

始
事
常
住
論
を
も
っ
て
本
仏
の
無
始
無
終
を
説
明
し
「
始
成
釈
尊
の

当
体
を
以
っ
て
無
始
以
来
の
古
仏
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
近
代
本
多
教
学

で
は
次
に
、
生
師
の
教
学
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

師
の
教
学
は
、
本
仏
論
中
心
の
教
学
で
、
そ
の
著
法
華
経
講
義
上

巻
題
言
に
「
仏
教
の
興
起
は
、
吾
人
を
救
わ
ん
と
す
る
仏
陀
の
慈
悲

よ
り
来
れ
る
も
の
で
、
（
中
略
）
一
代
仏
教
は
此
の
因
人
と
、
果
仏

の
関
係
に
就
て
深
遠
巧
妙
の
議
論
を
煥
発
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
更

に
こ
の
二
法
に
教
行
理
の
三
法
を
加
う
れ
ば
五
個
の
問
題
と
な
る
。

こ
の
五
個
の
問
題
に
就
て
、
第
一
に
誰
究
す
べ
き
は
仏
身
観
で
あ

る
。
（
中
略
）
更
に
今
番
出
世
の
釈
尊
に
約
せ
る
所
論
を
、
寿
量
品

の
教
義
に
照
ら
し
、
之
を
開
顕
し
て
無
始
実
在
の
本
仏
の
上
に
説
明
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せ
ば
、
一
層
明
白
で
あ
る
」
・
と
、
仏
身
観
を
基
点
と
な
す
仏
教
観

を
論
じ
、
こ
こ
に
於
て
、
無
始
実
在
の
本
仏
「
三
輪
の
妙
化
」
を
説

述
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
三
輪
と
云
う
の
は
、
仏
の
力
用
を
輪
宝
に

響
へ
た
の
で
、
輪
宝
は
邪
を
推
い
て
正
を
顕
す
力
で
、
転
輪
聖
王
の

正
義
の
戦
の
前
に
走
っ
て
行
く
所
の
輪
宝
の
そ
の
力
用
の
如
く
に
、

仏
の
御
意
と
御
身
と
御
口
と
の
こ
の
三
つ
の
力
用
を
、
身
口
意
三
輪

と
申
す
の
で
あ
る
。
」
と
、
三
輪
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
、
．

切
の
人
間
の
力
用
で
も
、
や
は
り
、
意
と
口
と
身
に
分
け
る
の
で
あ

る
。
（
中
略
）
そ
れ
故
に
仏
様
の
力
用
を
云
う
に
も
、
や
は
り
そ
の

仏
の
意
が
ど
う
働
き
、
身
は
ど
う
働
き
、
口
は
ど
う
は
た
ら
く
と
云

う
、
こ
の
三
つ
で
考
え
る
の
で
あ
る
。
何
と
も
申
し
様
の
無
い
尊
い

意
味
に
は
た
ら
い
て
、
吾
々
を
救
っ
て
下
さ
れ
る
仏
の
力
用
を
三
輪

の
妙
化
と
い
う
の
で
あ
る
。
」
と
、
三
輪
の
妙
化
に
つ
い
て
述
べ
、

し
か
し
て
、
こ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
無
始
実
在
の
本
仏
一
つ
に
な
る
と

い
う
の
が
、
師
の
無
始
実
在
の
本
仏
身
口
意
三
輪
常
住
の
妙
化
説
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
師
は
、
本
仏
の
本
体
と
力
用
の
関
係
を
、
体
用

不
二
と
し
て
身
口
意
の
三
業
に
約
し
、
法
界
全
体
を
一
大
人
格
者
で

あ
る
と
説
き
、
法
界
の
衆
生
は
、
皆
悉
く
こ
の
本
仏
の
常
住
不
断
の

活
動
の
中
に
、
化
育
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の

始
め
無
き
実
在
の
本
仏
身
口
意
三
輪
常
住
の
妙
化
説
は
、
什
門
教
学

史
上
、
生
師
独
特
の
説
述
で
あ
る
。

な
お
、
私
見
に
よ
っ
て
、
日
受
教
学
と
生
師
の
教
学
を
対
照
、
比

較
す
る
と
、
日
受
の
応
身
顕
本
論
は
、
相
続
に
よ
っ
て
本
仏
の
無
始

無
終
を
説
く
も
、
古
仏
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
塵
点
の
始
め
と
化
導
の
終

り
を
認
め
て
お
り
、
故
に
本
仏
そ
の
も
の
の
無
始
常
住
が
確
立
さ
れ

て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
こ
が
日
受
教
学
の
欠
点
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
受
の
教
学
は
、
仏
身
の
常
住
と
い
う
頂
点

に
向
っ
て
教
学
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
仏

身
の
常
住
を
出
発
点
と
し
、
肢
初
か
ら
い
き
な
り
本
仏
の
無
始
実
在

を
明
か
し
、
本
仏
の
体
用
の
上
に
、
一
切
の
教
義
を
判
断
、
解
釈
し

て
い
る
の
が
生
師
の
教
学
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
又
、
生
師
の

教
学
に
も
欠
点
が
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
機
会

に
ゆ
ず
る
。

次
に
、
師
が
積
極
的
に
唱
導
し
た
「
日
蓮
主
義
」
と
は
い
か
な
る

主
義
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
師
は
、
日
巡
主
義
精
要
の
序
に

「
日
蓮
主
義
は
開
顕
主
義
な
り
、
統
一
主
義
な
り
」
と
述
べ
、
近
代
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宗
教
界
に
在
っ
て
、
諸
宗
教
を
開
顕
統
一
す
べ
く
、
常
に
前
述
の
本

仏
を
光
顕
し
、
同
本
仏
を
統
一
的
本
仏
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
大
本
仏
の
体
用
中
に
諸
宗
教
を
統
一
し
、
帰

結
す
る
と
い
う
の
が
、
師
の
日
蓮
主
義
観
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

師
の
日
並
主
義
教
学
と
は
、
絶
対
的
統
一
神
教
学
で
あ
る
と
い
え

る
。
即
ち
「
宇
宙
の
絶
対
に
於
て
、
そ
の
本
体
に
帰
れ
ば
一
つ
で
あ

る
が
、
は
た
ら
き
に
就
て
言
え
ば
、
沢
山
に
わ
か
れ
て
現
れ
て
来
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
天
川
と
水
月
と
の
讐
の
《
」
と
く
、
天
月
に

か
え
れ
ば
一
つ
で
あ
る
。
水
月
の
影
を
万
水
に
や
ど
す
所
か
ら
見
れ

ば
千
万
無
碓
で
あ
る
。
体
川
の
関
係
を
本
体
と
活
動
の
関
係
に
於
て

体
用
不
二
と
し
て
、
そ
の
天
の
月
と
、
水
に
映
る
月
の
全
体
を
併
せ

て
一
個
の
大
人
格
者
と
し
て
拝
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の

思
想
は
汎
神
の
真
理
に
も
合
し
、
旅
教
の
絶
対
唯
一
の
情
操
に
も
適

う
こ
と
故
に
、
真
理
か
ら
も
認
め
ら
れ
、
宗
教
の
情
操
か
ら
も
避
認

せ
ら
る
る
も
の
で
、
世
界
の
宗
教
は
最
後
に
こ
の
統
一
神
の
思
想
に

帰
蒲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に

つ
い
て
ふ
れ
「
唯
一
神
教
た
る
基
督
教
は
基
礎
に
於
て
汎
神
の
真
理

か
ら
破
ら
れ
、
建
設
に
於
て
統
一
神
の
思
想
か
ら
破
ら
れ
て
、
彼
等

は
終
に
落
城
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
唯
一
神
教
た
る
キ
リ
ス
ト
教

は
、
人
間
は
み
な
神
仏
に
成
れ
る
と
い
う
汎
神
思
想
に
破
ら
れ
、
最

後
に
統
一
神
の
思
想
に
破
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
宗
教
学
的
統
一
神
思
想
が
、
師
独
自
の
教
学
的
立
場
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
て
、
師
一
代
の
日
蓮
主
義
活
動
は
、
こ
の
統

一
神
教
学
に
立
脚
し
た
開
顕
統
一
主
義
の
発
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
、
紬

以
上
の
論
述
を
要
す
る
に
、
師
は
、
近
代
宗
教
界
に
在
っ
て
、
特

に
キ
リ
ス
ト
教
を
無
始
実
在
の
本
仏
に
統
融
す
べ
く
、
宗
教
学
的
立

場
か
ら
、
氷
教
学
的
範
礁
を
用
い
、
宗
教
学
的
統
一
神
思
想
を
、
自

己
の
教
学
的
基
盤
と
し
て
こ
れ
に
立
脚
し
、
近
世
日
受
の
い
わ
ゆ
る

門
流
教
学
を
継
承
、
力
説
し
た
と
い
え
よ
う
。

紙
数
の
関
係
上
、
「
註
」
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
名
古
屋
大
光
寺
副
住
職
）
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中
剛
の
石
窟
遺
跡
は
現
在
三
十
有
余
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
が

そ
れ
ら
の
う
ち
、
規
模
が
大
き
く
て
資
料
に
嵩
み
、
学
術
的
な
価
値

の
高
い
も
の
は
、
甘
粛
敦
煙
の
千
仏
洞
、
大
同
の
雲
崗
石
窟
、
河
南

洛
陽
の
龍
門
石
窟
の
三
窟
で
あ
ろ
う
。
他
で
は
甘
粛
の
麦
秋
山
石

窟
、
同
じ
く
甘
粛
の
安
西
万
仏
洞
、
河
南
の
天
龍
山
、
河
北
の
響
堂

山
な
ど
の
石
窟
が
窟
数
も
多
く
著
名
で
あ
る
が
、
規
模
は
上
記
三
石

窟
に
比
べ
て
か
な
り
小
さ
い
。

本
論
で
は
敦
煤
、
雲
崗
、
龍
門
の
三
石
窟
の
仏
塔
の
表
現
に
つ
い

①
て
、
法
華
経
と
の
関
連
を
注
意
し
つ
つ
比
較
考
察
し
た
い
。

漢
訳
妙
法
華
経
で
は
塔
と
い
う
言
葉
の
他
に
塔
廟
と
い
う
言
葉
が

か
な
り
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
（
法
華
経
で
は
「
塔
」
「
七
宝

塔
」
「
塔
廟
」
の
四
種
の
使
用
頻
度
が
高
い
。
）
し
か
し
こ
れ
は
、

『
中
国
の
石
窟
に
於
け
る

仏
塔
の
表
現
に
つ
い
て
』

坂
輪
宣
敬

ス
ト
ウ
ー
パ
（
舎
利
を
奉
安
す
る
）
と
、
チ
ャ
ィ
ト
ャ
（
制
多
、
塔

又
は
仏
像
を
有
す
る
窟
院
）
と
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。

魏
諜
釈
老
志
に
「
塔
は
ま
た
胡
言
に
し
て
猶
ほ
氷
廟
の
如
き
な

り
、
故
に
世
に
塔
廟
と
称
す
。
…
…
世
人
相
承
け
て
之
を
浮
図
と
な

す
、
晋
世
洛
中
浮
図
四
十
二
所
あ
り
。
」
の
ご
と
く
、
一
組
の
塔
と

寺
を
指
し
、
ま
た
目
に
つ
き
易
い
端
を
以
て
寺
院
を
代
表
さ
せ
て
い

る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

イ
ン
ド
に
於
て
も
、
か
な
り
早
く
か
ら
塔
、
制
多
、
僧
院
が
一
組

②

と
な
っ
て
伽
隙
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
敦
煙
、
要
崗
、
龍
門
三
石
窟
中
の
塔
に
関
し
て
、
㈲
塔
廟

瓶
、
口
覆
鉢
塔
（
舎
利
塔
）
、
日
多
層
塔
、
四
多
宝
塔
、
の
四
極
の

区
分
を
立
て
て
肺
を
す
す
め
た
い
と
思
う
。
法
華
経
の
唯
の
表
現

は
、
Ａ
過
去
諸
仏
般
混
桑
後
、
舎
利
供
養
の
た
め
の
塔
（
図
に
表
す

と
す
れ
ば
お
そ
ら
く
覆
鉢
塔
。
）
Ｂ
二
仏
並
座
の
多
宝
塔
。
Ｃ
法
身

仏
供
養
の
た
め
の
塔
。
Ｄ
そ
の
他
仏
道
を
成
ず
る
た
め
、
又
は
仏
の

供
養
の
た
め
の
塔
な
ど
。
の
凹
秘
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ

き
の
拙
考
に
よ
る
区
分
は
、
こ
の
法
華
経
の
分
類
を
準
用
し
よ
う
と

(J97)



し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

尚
塔
廟
窟
。
イ
ン
ド
の
チ
ャ
ィ
ト
ャ
・
グ
リ
ハ
の
系
統
を
引
く
塔

廟
窟
が
、
敦
煤
、
雲
崗
に
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
龍
門

に
は
一
例
も
み
ら
れ
な
い
。
敦
煙
の
塔
廟
窟
は
、
四
面
に
寵
を
有
す

る
中
央
方
柱
に
変
化
し
、
塔
の
形
態
を
と
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。

北
魏
窟
（
一
○
五
、
三
八
Ｍ
窟
）
、
階
窟
（
一
三
六
窟
）
か
ら
初

唐
窟
ま
で
み
ら
れ
、
中
唐
以
降
の
窟
に
は
方
柱
窟
は
存
在
し
な
い
。

中
央
に
仏
台
（
基
埴
）
の
み
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
仏
像
を
立
て
る
窟

（
一
三
七
Ｄ
窟
）
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
式
チ
ャ
ィ
ト
ャ
の
塔
が
方
柱

か
ら
さ
ら
に
仏
台
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
塔
の
中
国
化
の

一
典
型
と
云
え
よ
う
。
塔
廟
窟
の
中
国
化
の
も
う
一
つ
の
例
は
雲
崗

に
み
ら
れ
る
（
一
、
二
、
四
、
六
、
三
九
洞
）
・
こ
れ
ら
の
窟
内
の

中
央
の
塔
は
、
石
造
で
あ
り
な
が
ら
木
造
の
塔
の
形
を
瓦
、
極
、
四

注
、
三
つ
斗
、
又
手
束
な
ど
細
部
に
至
る
ま
で
模
倣
し
て
い
る
。

龍
門
よ
り
時
代
の
古
い
雲
崗
、
ま
た
時
代
の
下
る
天
龍
山
（
八

洞
）
、
響
堂
山
（
一
、
二
洞
）
、
ま
た
北
魏
か
ら
初
唐
に
至
る
敦
煙

な
ど
に
み
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
龍
門
に
塔
廟
窟
の
存
し
な
い

の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
洛
陽
遷
都
を
敢
行
し
た
タ
グ
《
ハ
ツ
族
の
一

属
の
親
中
国
化
政
策
の
影
響
と
も
思
わ
れ
る
が
、
中
国
の
石
窟
が
塔

廟
窟
中
心
か
ら
仏
像
中
心
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
趨
勢
の
も
と
で
、
塔

は
国
家
的
な
庇
護
を
う
け
て
、
洛
陽
の
城
内
外
に
大
規
模
に
造
建
さ

れ
、
た
め
に
洛
陽
に
近
い
龍
門
の
塔
廟
窟
は
そ
の
存
在
の
意
義
を
失

っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
魏
番
釈
老
志
の
伝
え

る
永
寧
寺
、
層
の
豪
壮
な
有
様
や
、
洛
陽
伽
藍
記
の
記
述
か
ら
も
、

そ
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。

口
、
覆
鉢
塔
（
舎
利
塔
）
・
イ
ン
ド
の
サ
ン
チ
ー
大
塔
な
ど
の
系

統
を
引
く
塔
で
、
一
ま
た
は
二
重
の
基
埴
の
上
に
覆
鉢
を
置
き
、
そ

の
上
に
相
輪
部
を
有
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。

敦
煙
に
於
て
は
極
め
て
小
さ
な
形
で
多
数
描
か
れ
る
が
、
独
立
し

た
覆
鉢
塔
は
み
ら
れ
な
い
。
北
魏
窟
（
一
三
五
窟
）
の
例
は
薩
埋
那

本
生
図
と
い
わ
れ
、
覆
鉢
塔
の
前
に
舎
利
を
描
き
、
こ
の
塔
が
舎
利

塔
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

雲
崗
、
龍
門
と
も
に
覆
鉢
塔
は
非
常
に
少
い
。

日
多
層
塔
。
敦
煙
に
は
独
立
し
た
三
層
以
上
の
多
層
塔
は
一
例
も

な
い
。
三
七
窟
（
宋
以
降
）
の
如
く
、
壁
画
中
に
小
さ
く
表
わ
さ

れ
る
も
の
は
い
く
つ
か
数
え
ら
れ
よ
う
。
龍
門
に
は
一
三
窟
、
一
四

(I98)



窟
な
ど
洞
外
に
木
造
を
模
し
た
石
造
の
も
の
五
個
が
み
ら
れ
る
。
雲

崗
は
Ａ
梯
子
状
の
簡
易
な
も
の
、
Ｂ
木
造
を
模
し
た
も
の
の
二
極
の

多
層
塔
（
三
、
五
、
七
、
九
層
の
も
の
）
が
多
数
み
ら
れ
る
。
浮
彫

の
も
の
は
主
要
な
仏
瓶
が
区
切
る
か
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
、
丸
彫
の

も
の
は
四
基
集
っ
て
方
柱
を
形
成
し
、
窟
頂
を
支
え
た
り
し
て
い

る
。
Ａ
類
と
Ｂ
類
は
同
じ
窟
内
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
両
者
を
時
代

的
に
区
分
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

Ａ
類
の
塔
は
覆
鉢
を
挟
ん
で
両
側
に
大
き
な
パ
ル
メ
ッ
ト
を
持

つ
。
こ
れ
は
後
に
変
化
し
て
承
花
と
な
る
が
、
イ
ン
ド
の
塔
に
は
み

ら
れ
ず
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
塔
に
み
ら
れ
る
こ
と
と
、
。
ハ
ル
メ
ッ
ト
文

様
が
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ャ
に
淵
源
を
も
つ
こ
と
か
ら
考
え
て
、
塔

と
。
ハ
ル
メ
ッ
ト
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
於
て
結
合
し
た
も
の
と
云
え
よ

う
。
Ａ
類
の
塔
に
は
。
ハ
ル
メ
ッ
ト
の
間
か
ら
童
子
形
の
人
物
が
顔
を

の
ぞ
か
せ
た
り
、
・
ハ
ル
メ
ッ
ト
の
先
端
に
幡
が
結
ば
れ
て
い
た
り

（
六
洞
）
、
な
ど
の
表
現
が
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
Ｂ
類
の
塔
に
も

相
輪
上
部
に
幡
の
あ
る
例
（
二
洞
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
幡
は
ガ

③

ン
ダ
ー
ラ
の
諸
塔
に
も
み
ら
れ
る
。
法
華
玄
識
に
「
即
ち
塔
の
覆
鉢

柱
頭
に
於
て
幡
を
懸
く
」
と
い
う
説
明
も
あ
り
、
か
な
り
一
般
的
に

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

四
、
多
宝
塔
。
法
華
経
に
よ
る
塔
の
形
容
の
う
ち
（
こ
れ
ら
は
必

ず
し
も
全
て
多
宝
塔
に
関
し
て
で
は
な
い
が
）
、
高
さ
と
縦
広
の
比

率
は
序
品
二
・
五
倍
、
授
記
品
二
倍
、
宝
塔
品
二
倍
、
捉
婆
品
一
・

五
倍
と
な
り
、
一
定
の
意
味
の
あ
る
値
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

④

れ
る
。
摩
訶
僧
祇
律
は
「
高
さ
一
由
延
、
面
広
半
由
延
、
銅
を
し
て

柵
楯
を
作
る
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
比
率
は
二
倍
で
あ
る
。
こ
の
法

華
経
に
よ
る
比
率
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
塔
に
於
て
ほ
ぼ
満
足
さ
れ
る
が
、

瓶
室
、
棡
楯
な
ど
は
法
華
経
の
記
述
と
合
致
せ
ず
、
な
お
今
後
の
考

究
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ン
チ
ー
大
塔
が
○
・
四
七
倍
で
高
さ

と
縦
広
の
比
率
が
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
よ
り
も

か
な
り
時
代
の
下
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

石
窟
中
の
多
宝
塔
は
雲
崗
、
龍
門
両
石
窟
と
も
こ
仏
並
座
の
造
像

は
き
わ
め
て
多
数
存
す
る
が
、
法
華
経
の
説
相
で
は
理
解
出
来
な
い

場
合
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
敦
煙
に
は
、
明
ら
か
に
法
華
経
に
基

づ
い
た
二
仏
並
座
の
多
宝
塔
（
寵
）
が
み
ら
れ
る
。
中
で
も
法
華
経

変
相
の
壁
画
に
表
わ
さ
れ
る
、
木
造
平
屋
造
り
の
建
物
に
二
仏
の
在

す
図
相
は
、
厳
密
に
は
塔
と
は
云
え
な
い
が
、
浄
土
関
係
経
変
の
影

(I99)



瀞
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

高
僧
伝
は
仏
教
の
盛
衰
消
長
を
知
る
上
に
欠
く
事
の
で
き
な
い
資

料
の
一
つ
で
あ
る
。

日
蓮
宗
に
於
け
る
か
か
る
僧
伝
と
し
て
は
、
六
牙
日
潮
の
本
化
別

頭
仏
祖
統
紀
が
、
「
該
諜
の
宗
門
史
に
貢
献
せ
る
は
、
本
朝
高
僧

１

伝
並
に
元
亨
釈
番
等
の
本
邦
仏
教
史
上
に
於
け
る
が
如
し
」
と
か
、

①
石
窟
の
文
献
と
し
て
は
、
常
書
鴻
『
敦
燥
壁
画
』
。
ｐ
胃
三
９
戸
①

の
８
雰
筋
号
弓
２
９
‐
ｇ
ｃ
四
目
里
。
水
野
、
長
広
共
著
『
雲
崗
石
窟
。

水
野
、
長
広
、
塚
本
共
著
『
龍
門
石
窟
の
研
究
』
。

②
高
田
修
、
上
野
照
夫
共
著
『
イ
ン
ド
美
術
』

③
正
蔵
三
四
巻
。

④
正
蔵
二
二
巻

元
政
上
人
著
書
の
一
考
察

ｌ
特
に
伝
記
類
に
つ
い
て
Ｉ

丹
治
智
義

２

「
日
潮
は
宗
史
学
の
上
に
不
朽
の
業
絨
を
残
し
た
」
等
と
言
わ
れ
て

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
広
汎
な
資
料
を
蒐
集
し
、
そ
れ

を
一
定
の
組
織
に
纏
め
た
功
紙
は
実
に
大
な
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
日
蓮
宗
関
係
の
伝
記
数
で
こ
の
別
頭
統
紀
に
は
到
底

及
ば
な
い
が
、
広
く
宗
門
内
外
に
わ
た
る
僧
伝
を
残
し
た
元
政
著
述

の
伝
記
譜
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

元
政
の
伝
記
書
と
し
て
は
、
本
朝
法
華
伝
、
扶
桑
隠
逸
伝
、
龍
華

歴
代
師
承
伝
が
あ
り
、
又
、
艸
山
集
の
中
に
も
記
紋
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
著
述
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
本
朝
法
華
伝

は
法
華
経
の
弘
伝
に
関
す
る
事
項
を
記
述
し
た
も
の
で
、
発
願
、
転

読
、
持
諦
、
諦
識
、
沓
写
、
聴
聞
等
十
科
に
分
か
ち
、
主
と
し
て
平

安
期
迄
の
諸
宗
の
僧
九
十
四
人
を
収
録
し
て
い
る
。
こ
の
番
は
、
巻

頭
に
「
唐
祥
公
法
華
低
行
二
乎
仙
一
也
久
突
本
朝
之
伝
吾
不
二
符
川
見
レ

３

之
突
」
と
あ
り
、
本
邦
に
於
け
る
法
華
伝
が
未
だ
著
述
さ
れ
て
い
な

い
為
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
扶
桑
隠
逸
伝
は
文
徳
天
皇
の
朝
（
Ａ
・
Ｄ
・
八
五
○
’
八
五

六
）
よ
り
大
永
年
間
（
一
五
一
二
’
一
五
二
八
）
に
至
る
迄
の
隠
遁

僧
七
十
五
人
に
つ
い
て
の
行
状
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
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政
が
、
「
余
二
交
山
林
一
十
有
余
年
突
多
病
疎
獺
而
学
し
蒋
而
未
し
得
也

４

既
二
遡
未
レ
得
也
已
一
動
諏
将
二
自
欺
一
実
」
と
、
生
来
蒲
柳
の
身
で
隠

遁
生
活
が
充
分
に
で
き
な
い
こ
と
を
愉
悦
し
て
い
る
。
そ
こ
で
隠
遁

の
人
士
を
先
哲
と
古
聖
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

又
、
龍
華
歴
代
師
承
伝
は
、
元
政
の
出
家
し
た
京
妙
顕
寺
に
於
け

る
開
山
日
像
よ
り
十
三
代
興
諜
日
焼
迄
の
歴
代
に
つ
い
て
紀
述
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
を
著
述
す
る
に
至
っ
た
理
由
を
、
元
政
は
日

像
伝
の
伝
末
に
、
「
蒜
当
二
天
下
喪
乱
之
時
二
家
法
宝
多
為
二
賭
有
一

也
・
…
・
・
今
之
伝
文
亦
是
兵
騒
之
余
耳
余
慨
二
斯
散
落
一
不
し
顧
二
借
越
之

５

罪
一
擁
擁
補
綴
才
括
一
二
化
之
始
卒
一
」
と
述
べ
て
い
る
。

艸
山
集
は
叙
、
番
、
記
、
伝
、
仏
事
、
詩
、
文
等
十
九
砿
よ
り
成

り
、
元
政
自
ら
編
輯
し
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
、
宙
之
巻
〔
伝
〕
、

洪
之
巻
〔
行
状
墓
誌
〕
、
余
之
巻
〔
文
〕
に
中
興
三
師
伝
等
十
一
人

の
伝
記
へ
行
状
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
う
ち
で
、
日
蓮
宗
関
係
の
も
の
は
、
扶
桑
隠
逸
伝
に
二

人
、
龍
華
歴
代
師
承
伝
に
十
三
人
、
艸
山
集
に
は
行
状
を
含
む
九
人

と
、
二
十
四
人
の
伝
記
、
行
状
が
記
栽
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
伝
記
、
行
状
名
を
示
す
と
八
第
一
表
Ｖ
の
如
く
で
あ
る
。

八
第
一
表
Ｖ

扶
桑
隠

逸
伝豐牒蔓

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

’１
１

l

i
１
１

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

朗
源
僧
都

大
覚
大
僧
正

日
像
菩
薩

日
祷
上
人

日
明
僧
正

日
具
僧
正

日
広
上
人

日
芳
大
僧
正

日
教
上
人

日
尭
上
人

日
紹
大
僧
都

妙 日

覚|充｜

’ ’
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こ
の
、
池
宗
関
係
の
伝
記
名
を
み
た
だ
け
で
も
、
扶
桑
隠
逸
伝
、

龍
華
歴
代
師
承
伝
、
艸
山
集
の
三
番
で
は
、
そ
の
著
述
態
度
に
相
述

の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
元
政
の
伝
記
類
は
四
著
書
と
も
、
法
華
、
隠
逸
歴

代
師
承
等
と
異
っ
た
目
的
で
著
述
さ
れ
、
且
つ
、
こ
れ
ら
を
記
述
す

ゞ
る
に
至
っ
た
動
機
等
も
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
、
そ
の

若
述
方
法
等
に
も
相
違
が
あ
り
、
内
容
に
も
長
短
粘
粗
の
差
は
あ
る

・
が
、
こ
れ
ら
の
伝
記
を
合
せ
る
と
、
実
に
百
九
十
三
伝
に
達
す
る
。

｜
こ
れ
は
我
が
国
の
高
僧
伝
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
、
師
蛮
の
本
朝
高

僧
伝
、
通
契
の
続
日
本
高
僧
伝
、
性
撤
の
東
国
筒
僧
伝
等
い
ず
れ
も

未
だ
著
述
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
於
い
て
、
続
日
本
箇
僧
伝
（
二
百

三
十
八
伝
）
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
程
の
高
僧
伝
を
著
述
し
た
と
い
う
こ

、
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
こ
れ
ら
元
政
の
伝
記
類
は
日
蓮
宗
関
係
の
伝
記
書
の
う
ち

で
、
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

。
．
そ
こ
で
、
日
蓮
宗
に
於
け
る
伝
記
類
の
著
書
を
概
観
す
る
と
、
ま

ず
祖
師
伝
に
つ
い
て
は
、
元
政
が
竜
華
歴
代
師
承
伝
の
叙
に
、
一
‐
商

６
‐

一
柵
応
迩
者
既
其
広
讃
略
伝
相
次
而
出
且
不
し
須
レ
戴
二
千
此
一
実
」
と
あ

る
如
く
古
来
よ
り
多
く
、
元
政
以
前
に
著
述
さ
れ
た
も
の
は
、
八
第

二
表
Ｖ
に
示
す
が
如
く
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
円
明
日
澄
の
「
日
通

聖
人
註
画
讃
」
、
円
智
日
性
の
「
元
祖
蓮
公
薩
埋
略
伝
」
は
、
印
刷

術
の
整
備
に
伴
い
、
既
に
、
延
戸
時
代
の
初
期
に
出
版
さ
れ
、
流
布

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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八
第
二
表
Ｖ

次
に
、
高
僧
の
伝
記
を
収
録
し
た
所
謂
高
僧
伝
の
類
と
し
て
は
、

．
『
■
？
。
Ｄ
■
・
●
一
元
政
以
前
の
著
述
に
、
久
遠
成
日
親
の
「
伝
灯
抄
」
、
壱
岐
日
購
の

■
ｂ
ｆ
ｌ
《
。

「
当
門
徒
継
図
次
第
」
、
「
平
賀
本
土
寺
継
図
次
第
」
、
作
者
未
詳

，
”
・
・
岬
△
の

の
「
日
像
門
家
分
散
之
由
来
記
」
、
「
当
家
諸
門
流
継
図
之
事
‐
一
、

u
凹

云 －

0． ノ
･ト ボ

有
者
毛

奴
阿
闇
梨
日

日
寺
引

ｒ
０
Ｆ
Ｕ
４
・
〃
二
。
。
。
恥
・
ゞ
↑
ヂ
０
』
、
Ｆ
‐
１
。
．
。
△
↓
‐
４
口
ロ
■
■
己
も
凸
・

ａ
〈
〕
《
）
敢
都
妙
蓮
寺
学
頭
常
住
日
澄
の
「
妙
蓮
寺
祖
師
記
」
等
が
あ
る
。
だ

．
，
，
畢
‐
，
９
ｊ
ｑ
時
字
４
〆
●
１
．
▽
α
小
４
‐
ご
・
ｑ
‐
。
・

が
、
そ
の
殆
ど
が
支
那
の
四
朝
商
僧
伝
、
或
い
は
本
邦
に
於
け
る
高

■

「

寺

今

ｂ

■

ｊ

Ｌ

ザ

凸

『

。

◇

■

■

画

夕

、

▼

阜

一

』

①

僧
伝
に
見
ら
れ
る
所
謂
列
伝
体
の
形
式
で
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、

、
ｆ
１
日
１
も
０
■
０
９

(2“）



し
か
も
こ
れ
ら
は
宗
学
全
諜
に
記
載
さ
れ
る
ま
で
、
一
度
も
出
版
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
元
政
の
伝
記
類
は
八
第
三
表
Ｖ
に
示
す
が
如
く

竜
華
雁
代
師
承
伝
が
著
述
後
三
年
目
の
萬
治
元
年
に
出
版
さ
れ
、
又

本
朝
法
華
伝
は
著
述
の
翌
年
で
あ
る
寛
文
元
年
に
、
扶
桑
隠
逸
伝
は

寛
文
四
年
と
、
こ
の
三
書
は
元
政
在
世
中
に
既
に
出
版
さ
れ
て
い

る
。
股
も
遅
い
艸
山
集
で
も
元
政
寂
後
六
年
目
の
延
宝
二
年
に
は
出

版
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
流
布
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
第
三
表
Ｖ

そ
こ
で
、
こ
れ
よ
り
後
の
享
保
十
五
年
（
一
七
三
○
）
に
著
わ
さ

れ
た
別
頭
統
紀
を
み
る
と
、
日
潮
は
既
に
述
べ
た
八
第
一
表
Ｖ
の
二

９

十
四
伝
に
つ
い
て
は
、
「
艸
山
和
尚
紀
事
所
謂
竜
華
伝
也
」
、
「
艸

⑩

山
和
尚
委
記
二
行
実
一
読
二
艸
山
集
一
」
、
「
艸
山
崇
レ
之
載
二
千
隠
逸

⑪
伝
こ
等
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
伝
記
に
つ
い
て
は
殆
ど
そ

の
出
処
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
元
政
寂
後
約
六
十
年
の

日
潮
の
別
頭
統
紀
作
成
当
時
に
於
い
て
も
、
尚
、
竜
華
歴
代
師
承
伝

等
の
元
政
の
著
述
以
外
に
は
、
何
ら
出
版
さ
れ
た
伝
記
書
が
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
政
の
伝
記
類

が
出
版
さ
れ
た
当
時
、
日
蓮
宗
に
は
、
他
に
州
伝
体
の
伝
記
襟
は
何

も
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

元
政
の
伝
記
類
は
法
華
、
隠
逸
、
歴
代
師
承
等
の
性
格
上
、
或
い

は
著
述
す
る
に
至
っ
た
動
機
の
違
い
か
ら
、
著
述
方
法
や
内
容
に
は

そ
れ
ぞ
れ
相
違
は
あ
る
が
、
す
べ
て
を
合
せ
る
と
広
く
各
宗
の
僧
に

わ
た
り
百
九
十
三
伝
に
迷
す
る
。
こ
れ
は
日
本
の
代
表
的
な
商
僧
伝

の
一
つ
で
、
元
政
よ
り
後
に
著
わ
さ
れ
た
続
日
本
高
僧
伝
に
匹
敵
す

る
程
の
僧
伝
で
あ
る
。

（2“）
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扶
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冒独
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年
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延
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年
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一
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四
年
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年

（
一
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ハ
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ハ
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）
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元
年

六
五
八
）

刊
行
年
次



又
、
こ
の
う
ち
、
日
蓮
宗
関
係
の
も
の
は
二
十
四
伝
と
そ
の
数
に

於
い
て
多
く
は
な
か
っ
た
為
、
殆
ど
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
日

蓮
関
係
の
僧
伝
の
う
ち
で
、
列
伝
体
の
僧
伝
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も

の
は
、
竜
華
腱
代
師
承
伝
等
元
政
の
伝
記
群
が
最
初
で
あ
っ
た
と
い

』
ス
ト
令
フ
０

へ

註
(7)(6)<5） （4） (3)(2) (1) 、-／伽⑩(9)(8)

磯
野
本
精
著
日
蓮
宗
史
要
三
頁

執
行
海
執
著
日
蓮
宗
教
学
史
二
四
七
頁

本
朝
法
華
伝
一
丁

評
瀞
識
鋤
鋼
原
文
対
照
国
訳
扶
桑
隠
逸
伝
二
頁

龍
華
歴
代
師
承
伝
十
三
丁

龍
華
歴
代
師
承
伝
二
丁

「
伝
灯
抄
」
よ
り
「
当
家
諸
門
流
継
図
之
事
」
迄
は
日
蓮
宗
宗
学
全

書
史
伝
旧
記
部
㈲
所
収

日
蓮
宗
宗
学
全
書
史
伝
旧
記
部
㈲
一
八
三
頁
以
下

日
蓮
宗
全
播
本
三
四
六
頁

日
蓮
宗
全
書
本
四
二
頁

日
蓮
宗
全
書
本
四
六
八
頁

こ
Ｌ
に
日
蓮
聖
人
の
良
源
観
と
題
し
て
、
吾
祖
の
態
度
を
窮
め
る

の
に
、
祖
伝
中
に
そ
の
記
述
殆
ん
ど
無
に
等
し
く
、
三
簡
所
の
抽
象

的
記
述
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
聖
人
の
良
源
に
対
す

る
吾
祖
の
態
度
を
求
む
る
に
無
理
は
あ
ろ
う
が
。
少
な
い
記
述
に
は

聖
人
が
良
源
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
の
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
し
、
そ
こ
に
は
聖
人
の
関
心
及
び
と
ら
え
か
た
を
示
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
求
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
聖
人

の
良
源
観
が
出
て
く
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
り
、
そ
れ
を
こ
上
に
述

べ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

艮
源
を
低
え
る
祖
伝
は
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
三
箇
所
を
数
え
る

の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
・
三
八
歳
）
伊
豆

流
罪
以
前
に
法
然
の
撰
択
集
を
破
し
て
、
念
仏
無
間
で
あ
る
と
し
た

「
守
護
国
家
論
」
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
・
五
一
歳
）
佐
渡
一
の

谷
に
て
四
条
金
吾
殿
に
不
退
の
信
仰
を
進
め
た
「
四
条
金
吾
殿
御
返

『
日
蓮
聖
人
の
良
源
観
』

牧
野

博

悠

(”5）



事
」
、
そ
し
て
弘
安
五
年
（
三
一
八
二
・
六
一
歳
）
入
滅
三
ヶ
月
前

の
七
月
に
将
か
れ
た
と
い
う
「
法
華
本
門
宗
要
抄
」
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
一
‐
法
華
本
門
宗
要
抄
」
は
偽
作
の
疑
い
が
あ
る
の
で
は

あ
る
が
、
良
源
に
つ
い
て
は
、
先
の
二
欝
と
同
内
容
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
偽
諜
と
し
て
も
、
そ
の
良
源
観
に
影
郷
は
な
い
故
、
こ
上
で
は

真
偽
を
問
わ
ず
、
先
の
二
書
と
同
様
に
扱
う
こ
と
Ｌ
す
る
。

さ
て
本
題
で
あ
る
が
、
日
巡
聖
人
が
取
ら
え
た
良
源
は
い
か
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

』

恥

ロ

◆

①

巳

「
守
護
国
家
論
」
に

。

〃

ゥ

か

，

叩

。

。

《

‘

守

山

ｒ

△

ノ

・
日
本
国
源
信
僧
都
亦
叡
山
第
一
八
代
座
主
慈
慧
大
師
御
弟
子

．
（
一
つ
垂
）

也
。

と
、
懲
心
個
都
の
帥
で
あ
る
こ
と
を
「
亦
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
の

で
あ
り
。

「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」
に
、
さ
ら
に
、

日
本
に
し
て
は
伝
教
よ
り
義
真
・
円
澄
・
慈
覚
等
相
伝
し
て
弘

め
給
ふ
。
第
一
八
代
の
座
主
慈
慧
大
師
な
り
、
御
弟
子
あ
ま
た
あ

い
寺
凸
り

り
。
其
中
に
檀
那
・
恕
心
・
僧
賀
・
禅
蛾
等
と
申
て
四
人
ま
し
ま

す
。

（
奎
西
ｌ
ご

と
、
檀
那
僧
正
覚
連
・
慧
心
僧
都
源
信
。
僧
賀
・
禅
爺
の
四
人
を
良

源
の
弟
子
の
代
表
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
法
華
本
門
宗
要
抄
」
に
は

。
〃
ハ

次
五
百
年
伝
教
・
義
真
・
慈
覚
Ｑ
恵
亮
・
惟
尚
・
理
仙
・
慈
縦

・
増
賀
・
恵
心
・
覚
超
等
紀
識
謝
叫
辨
嘩
唖
碩
畔
牲
（
三
毛
）

と
、
法
華
経
迩
門
の
弘
通
の
人
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
上
に
「
守
護
国
家
論
」
に
『
亦
』
・
「
四
条
金
喬
殿
御
返
事
」

に
『
伝
教
よ
り
義
真
・
円
澄
・
一
慈
覚
等
相
伝
し
て
弘
め
給
ふ
。
』
と

し
て
文
章
を
切
り
、
『
第
一
八
代
』
と
あ
ら
た
め
て
、
良
源
以
下
を

書
き
続
け
て
い
る
こ
の
故
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
守
護
国
家
論
」
に
み
ら
れ
る
慧
心
は
良
源
の
弟
子
で
あ
る
と
い

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
”
そ
れ
が
「
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」
の
次

下
に

法
門
又
二
に
分
れ
た
り
、
檀
那
僧
正
は
教
を
伝
う
、
慧
心
僧
都

（
《
三
五
）

は
観
を
学
ぶ

と
、
あ
る
こ
と
か
ら
、
良
源
が
慧
心
・
檀
那
の
観
・
教
を
教
え
た
師

●
一

で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
が
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
聖
人
の
良
源
に
対
す
る
関
心
は
慧
心
の
師
で
あ
り
、
観
を

(206）



教
え
た
師
と
し
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
良
源
の
観
門
と
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
聖
人
の
態
度
は
如
何
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

良
源
の
．
代
決
疑
集
」
に

テ

ノ

テ
ノ

ク

疑
云
、
一
家
観
門
其
相
如
何
、
答
観
心
深
義
顕
露
不
レ
可
し
授
・

テ
ヅ
エ
ル
二

｜
但
以
二
密
語
一
、
諦
一
二
人
一
、
何
者
本
師
釈
迦
大
師
秘
し
之
不
レ
説

ノ
ニ
シ
ク

ヲ

ノ

妙
法
蓮
華
機
已
熟
説
二
法
華
本
迩
二
門
》
況
一
家
観
門
超
二
本

一
一

ノ
余
、
ノ

迩
二
門
一
惟
在
二
観
心
一
秘
中
秘
也
⑪

と
、
い
っ
て
い
る
ご
と
く
、
観
門
は
本
迩
二
門
の
法
華
経
よ
り
す
ぐ

れ
、
観
心
こ
そ
秘
中
の
秘
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
聖
入
が
「
撰
時
抄
」
に

ス

ス

安
然
和
尚
と
中
叡
山
第
一
の
古
徳
、
数
時
評
論
と
申
文
に
九
宗

テ

の
勝
劣
を
立
ら
れ
た
る
に
、
第
一
真
言
宗
・
第
二
禅
宗
・
第
三
天

（
一
○
四
一
）

台
宗
・
第
四
華
厳
宗
等
云
云

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
安
然
が
「
数
時
課
諭
」
に
て
、
法
華

を
密
禅
ブ
下
に
置
い
た
思
想
、
｜
こ
の
思
想
を
さ
ら
に
艮
源
は
、
↑
止
観

は
法
華
に
勝
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
聖
人
が
「
立
正
観
抄
」
に
。

ス
ル
ノ
ヲ

ク
テ

ヲ
ツ
ト

当
世
習
孝
天
台
教
法
一
之
輩
多
貴
二
観
心
修
行
一
捨
二
法
華
本

ヲ
エ
タ
リ
（
八
四
四
）

通
二
門
一
見

と
、
今
の
天
台
を
学
ぶ
者
は
、
観
心
を
貴
ん
・
で
、
法
華
経
の
本
迩
二

門
を
捨
て
る
者
な
り
と
い
い
、
さ
ら
に
何
抄
に

ノ
ノ
ハ
リ

ヲ

ノ
卜
・
〃
イ
ハ
。
ハ

本
朝
天
台
宗
法
門
者
自
二
伝
教
大
師
一
始
し
之
。
若
夫
台
止
観
不
レ

フ
、
テ
ハ
ニ
ノ
ニ
テ
《
ニ
ク
ニ
ノ

依
者
於
二
日
本
一
・
背
一
伝
教
高
祖
一
、
於
二
漢
土
一
背
二
天
台
一
両
大
師

二
ル

ー
一
一
一

テ
ス
ル
ヲ
氏
ノ

伝
法
既
依
二
法
華
経
一
。
蝋
其
末
学
述
レ
之
乎
。
以
レ
述
知
。
当
世
天

ノ

ヲ
モ
ル
ト
ニ

ハ
ル
ト
ノ
ト

台
家
人
々
其
名
錐
し
僧
一
美
台
山
一
所
学
法
門
依
一
達
磨
僻
見
善
無

ノ
ト
ー
ク
（
〈
五
○
）
ゞ
・

畏
妄
語
一
云
事

と
、
宗
椛
伝
教
に
背
き
、
又
天
台
に
も
背
い
て
い
る
と
し
、
非
雌
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
以
て
見
る
に
、
法
華
よ
り
止
観
か
す
ぐ
れ
た
る
と
述
べ
た

良
源
を
聖
人
が
そ
の
破
折
の
一
端
と
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
る

、

可

該

◎

、又
こ
の
止
観
は
法
華
よ
り
す
ぐ
る
と
い
う
思
想
は
さ
ら
に
「
極
楽

浄
土
九
品
往
生
義
」
に
、
観
経
九
品
段
を
天
台
の
観
経
疏
の
文
を
随

釈
し
て
、
そ
れ
に
義
寂
呼
の
論
釈
を
引
き
、
深
く
そ
の
意
を
明
し
て

チ

ニ
テ

お
り
、
そ
の
薪
し
き
特
色
は
、
そ
の
香
に
「
今
二
観
無
越
寿
経
一
。
以

(〃7）
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ツ

明
一
四
十
八
噸
こ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
四
十
八
願
を
願
名

と
経
文
と
に
亘
っ
て
概
説
し
、
異
訳
そ
し
て
他
経
を
引
き
、
又
義
寂

等
の
釈
莪
の
四
十
八
願
を
悉
く
引
き
、
そ
れ
に
私
釈
を
加
え
て
、
一

つ
の
四
十
八
願
釈
を
櫛
成
し
て
い
る
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

又
、
慈
慧
大
僧
正
伝
に
、
臨
終
相
と
し
て
、

シ
テ
ニ
シ
テ
テ
ク
ノ
ス
ル
ハ
ク
ケ
ヲ
才
テ
チ

和
尚
合
掌
西
而
鞭
日
。
我
所
し
修
普
根
悉
資
二
菩
提
一
。
兼
分
二
蕪

ソ

シ

ー
ー

ハ
ズ
セ
ン

修
一
廻
二
向
一
切
衆
生
一
。
命
終
之
終
駁
必
往
二
生
極
楽
世
界
一
実
。

ニ
ジ
ヲ
二
ジ
タ

ヒ
ス
ニ
テ
ス

ロ
念
一
弥
陀
一
。
心
観
一
実
相
一
。
機
縁
云
尽
。
遂
以
入
滅
卿

と
、
あ
る
ご
と
く
、
西
方
願
生
に
存
し
、
そ
の
行
実
に
於
て
、
天
台

教
学
の
実
践
は
弥
陀
念
仏
に
存
し
、
そ
れ
は
観
念
念
仏
に
走
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
密
教
と
密
着
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
天
台
が
、
本
来

の
観
念
中
心
に
立
ち
戻
り
、
天
台
円
宗
の
成
仏
法
の
完
成
の
第
一
歩

を
踏
み
だ
し
た
の
が
良
源
で
あ
り
、
又
密
教
の
立
場
に
つ
い
て
、

「
草
木
発
心
修
行
成
仏
記
」
に
、

又
云
、
真
言
勝
、
天
台
劣
云
云
。
努
不
し
可
レ
爾
也
。
常
同
別

故
。
真
言
天
台
或
一
或
二
也
。
伝
教
、
慈
覚
両
大
師
乃
至
古
徳
釈

中
其
義
明
鏡
也
。
職
有
二
円
家
真
人
一
可
し
不
し
僧
レ
之
耶
側

と
、
あ
る
ご
と
く
、
従
来
の
顕
劣
密
勝
の
態
度
か
ら
、
伝
教
に
復
古

せ
ん
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
Ｌ
に
は
、
本
覚
思
想
の

発
芽
、
天
台
円
教
の
立
場
が
み
ら
れ
、
密
教
偏
重
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。こ

れ
ら
の
思
想
の
発
展
は
懸
心
に
よ
っ
て
継
が
れ
て
お
り
、
聖
人

が
四
条
金
吾
殿
御
返
事
に
述
べ
ら
れ
た
ご
と
く
、
慧
心
は
良
源
よ
り

観
を
学
ぶ
と
し
、
良
源
の
教
学
は
、
怨
心
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
と

み
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
愁
心
を
持
っ
て
そ
の
中
に
艮
源
を
含
み
破

折
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註

艸
叡
山
天
海
蔵
（
叙
山
文
庫
）
所
収
頁
三
九

側
群
第
五
輯
巻
六
九
、
頁
五
六
○

帥
仏
全
二
四
、
頁
三
四
六

道
命
を
持
経
者
と
規
定
し
た
記
録
は
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』

持
経
者
道
命
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
読
経
・
歌
詠
み
・
サ
ロ
ン
ー

鈴

木

治
美
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第
八
六
・
天
王
寺
別
当
道
命
阿
闇
梨
条
が
噛
欠
と
言
え
、
以
後
僧
伝

を
も
含
む
大
半
の
伝
記
等
で
は
そ
の
持
経
者
と
し
て
の
特
性
ｌ
法
華

礎
涌
の
美
声
・
澁
験
Ｉ
が
標
勝
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で
は
道
命

の
他
の
側
面
ｌ
歌
人
・
い
る
好
み
Ｉ
に
満
目
し
た
い
。
以
下
通
命
の

事
瀝
を
五
期
に
分
類
し
た
。
こ
の
各
期
は
道
命
を
め
ぐ
る
各
コ
ネ
ク

シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
の
興
亡
と
共
に
切
り
換
え
ら
れ
る
。

㈲
天
延
二
（
九
七
四
）
誕
生
Ｉ
水
祢
二
（
九
九
○
）
十
七
才
。
通

命
は
藤
原
道
綱
（
兼
家
二
男
）
の
第
一
男
。
道
命
の
歌
才
は
道
綱
母

（
帖
蛉
日
組
作
者
）
を
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
①
道
命
誕
生
前
後

そ
の
周
辺
は
祖
父
兼
家
（
九
七
八
任
右
大
臣
）
と
良
源
（
九
六
六
座

主
宣
命
）
乃
至
尋
禅
（
兼
家
弟
）
の
関
係
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の
期

１

間
は
良
泌
晩
年
の
大
活
舩
期
で
外
捜
者
兼
家
に
よ
る
繊
川
興
雌
は
顕

著
。
又
艮
源
の
任
大
僧
正
（
九
八
一
）
に
は
女
詮
子
を
円
融
帝
女
御

と
し
て
い
た
兼
家
の
後
楯
が
考
え
ら
れ
る
。
②
さ
て
道
命
の
名
は
尋

禅
の
上
表
に
よ
る
永
柞
二
年
二
月
十
四
日
の
太
政
官
牒
「
応
下
以
二
妙

音
院
一
為
二
御
願
一
補
二
院
司
供
僧
一
併
中
置
年
分
度
者
上
事
：
：
：
（
十
禅

師
）
伝
灯
大
法
師
位
道
命
年
十
七
鵬
三
」
に
始
め
て
現
わ
れ
る
（
妙

青
院
は
横
川
拐
厳
院
別
所
）
。
こ
の
「
脳
三
」
を
得
度
以
後
三
年
と

す
る
な
ら
道
命
の
出
家
は
．
水
延
二
年
（
十
五
才
）
に
当
り
座
主
は
既

に
尋
禅
（
在
職
九
八
五
’
九
）
。
但
し
道
命
を
「
慈
恵
大
僧
正
弟
子

也
」
と
す
る
諸
伝
記
に
従
う
な
ら
艮
源
入
滅
（
九
八
五
、
道
命
十
二

才
）
以
前
と
な
ろ
う
。
兼
家
が
一
条
帝
（
母
后
は
誰
子
）
摂
政
と
な

っ
た
覚
和
二
年
（
道
命
十
三
才
）
に
は
横
川
恵
心
院
は
官
寺
に
昇
格

し
年
分
度
者
を
瞳
か
れ
て
い
る
。
兼
家
の
横
川
へ
の
肩
入
れ
か
ら
考

え
て
道
命
は
良
源
直
系
の
尋
禅
の
許
で
横
川
系
の
度
僧
と
し
て
出
発

し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
官
牒
と
同
月
十
七
日
に
尋
禅

は
入
滅
。
同
年
五
月
八
日
に
兼
家
は
出
家
し
通
隆
（
兼
家
一
男
）
が

関
白
と
な
る
。
十
月
五
日
、
定
子
（
道
隆
女
）
は
一
条
帝
中
宮
と
な

っ
た
。

口
正
勝
二
（
九
九
こ
十
八
才
ｌ
長
保
二
（
一
○
○
○
）
二
七

才
。
相
当
す
る
第
一
ラ
ネ
グ
ル
ー
ブ
は
摂
関
道
隆
と
一
条
帝
中
宮
定

子
を
中
核
と
す
る
。
花
山
帝
退
位
（
在
位
三
年
）
と
一
条
帝
即
位

（
寛
和
二
、
七
才
）
は
兼
家
一
門
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
と
も
見
得

２

る
。
道
隆
の
同
胞
子
息
の
昇
進
ぶ
り
は
目
ざ
ま
し
く
道
綱
も
正
暦
二

年
に
は
参
議
。
①
こ
の
同
年
道
命
（
十
八
才
）
の
内
裏
八
識
（
御
伽

草
子
「
和
泉
式
部
」
）
を
裂
づ
け
る
一
次
資
料
は
な
い
が
一
門
の
栄

(2”）



冠
「

連
か
ら
見
て
あ
り
得
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
②
定
子
サ
ロ
ン
へ
の

出
入
り
。
『
枕
草
子
』
三
○
七
段
ほ
か
は
中
宮
定
子
の
女
房
清
少
納

言
の
見
た
道
命
の
酒
脱
な
人
柄
と
後
宮
サ
ロ
ン
に
於
け
る
読
経
（
法

華
）
と
和
歌
と
の
混
交
し
た
受
容
態
度
を
伝
え
る
。
③
山
林
修
行

３

４

（
叡
山
、
熊
野
乃
至
醤
写
山
）
と
法
輪
寺
繊
住
は
今
期
か
ら
第
三
期

に
亙
る
と
思
わ
れ
る
。
就
中
法
輪
寺
で
の
霊
威
ｌ
住
吉
、
松
尾
、
熊

野
権
現
等
の
間
経
讃
歎
等
ｌ
は
持
経
者
道
命
を
栂
成
す
る
ポ
イ
ン
ト

５

で
あ
っ
た
。
即
ち
道
命
は
山
林
乃
至
霊
験
処
で
の
修
行
を
以
て
美
声

の
経
読
み
と
し
て
サ
ロ
ン
に
立
ち
返
り
、
そ
こ
で
更
に
歌
人
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
を
加
え
て
行
っ
た
Ｉ
相
互
連
関
に
よ
る
増
幅
性
ｌ
と
言

え
る
。
か
か
る
道
命
の
在
り
方
は
叙
山
を
本
寺
と
し
な
が
ら
主
要
行

６

動
範
囲
を
そ
こ
に
撒
か
な
い
点
で
も
持
経
者
の
一
類
堀
で
あ
る
。
さ

て
道
隆
没
（
九
九
五
）
後
、
中
関
白
家
の
失
墜
と
道
兼
（
兼
家
三

男
）
の
忠
妬
に
よ
り
道
瞳
（
兼
家
四
男
）
が
関
白
と
な
る
（
九
九

、
、

六
）
・
そ
の
女
形
壬
が
中
寓
と
な
っ
た
長
保
二
年
、
皇
后
定
子
の
崩

に
よ
り
今
期
は
終
る
。

日
長
保
三
（
一
○
○
こ
二
八
才
ｌ
克
弘
八
（
一
○
二
）
三
八

才
。
第
三
グ
ル
ー
プ
ー
関
白
道
長
と
そ
の
室
倫
子
、
一
条
帝
中
宮
彰

子
。
道
長
と
道
綱
は
正
室
の
血
縁
関
係
（
道
綱
室
は
倫
子
の
妹
）
に

よ
っ
て
二
重
に
結
ば
れ
、
こ
れ
が
道
命
を
第
三
グ
ル
ー
プ
へ
移
行
せ

し
め
た
一
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。
①
寛
弘
元
年
十
二
月
、
三
十
一
才

で
道
命
は
阿
闇
梨
と
な
っ
た
。
同
五
年
に
は
彰
子
に
の
ち
の
後
一
条

帝
挺
生
。
⑳
好
色
道
命
と
姥
女
和
泉
式
部
と
の
関
わ
り
を
伝
え
ら
れ

る
可
能
性
は
、
式
部
が
彰
子
サ
ロ
ン
に
出
仕
し
た
寛
弘
六
年
頃
以
降

に
胚
胎
す
る
。
こ
の
系
統
の
説
話
は
い
ず
れ
も
中
世
以
後
の
成
立
で

（
『
古
事
談
』
が
初
見
）
、
僧
伝
に
は
な
く
又
そ
の
ア
レ
ン
ヂ
の
仕

方
に
道
命
像
庶
民
化
の
過
程
が
う
か
が
え
る
。
③
倫
子
の
女
房
赤
染
Ｊ

衛
門
と
の
関
係
（
後
拾
遺
集
第
三
）
。
こ
れ
ら
女
流
歌
人
（
道
命
と
伽

同
じ
く
中
古
三
十
六
歌
仙
の
成
員
）
と
の
交
情
は
平
安
女
流
文
学
サ

ロ
ン
と
も
い
う
べ
き
後
宮
サ
ロ
ン
の
一
性
質
に
由
因
し
よ
う
。

凹
寛
弘
九
（
一
○
一
二
）
三
九
才
ｌ
寛
仁
四
（
一
○
二
○
）
四
七

才
。
一
条
帝
崩
御
に
よ
り
第
三
期
は
終
っ
た
が
新
帝
三
条
（
母
后
は

兼
家
女
超
子
）
と
中
宮
研
子
（
道
長
二
女
）
は
道
命
の
今
期
の
コ
ネ

と
な
っ
た
（
大
納
言
道
綱
任
中
宮
大
夫
）
。
①
長
和
五
年
正
月
十
八

日
、
四
天
王
寺
別
当
（
第
廿
七
代
）
就
任
（
四
三
才
）
。
但
し
翌
日

に
は
三
条
帝
は
譲
位
し
翌
年
五
月
九
日
崩
御
。
②
三
条
院
追
慕
と
皇



太
后
研
子
（
皇
太
后
大
夫
は
道
綱
）
の
御
所
へ
の
出
入
り
。
『
栄
花

物
語
』
巻
十
三
’
四
に
記
さ
れ
る
道
命
の
三
条
院
へ
の
挽
歌
は
道
命

自
歎
の
世
間
的
失
脚
へ
の
予
兆
と
も
見
え
よ
う
。
逝
命
と
サ
ロ
ン
と

の
関
わ
り
は
好
子
で
止
ま
り
後
一
条
中
宮
威
子
（
道
長
三
女
）
に
は

繋
が
ら
な
か
っ
た
と
見
得
る
。
③
但
し
寛
仁
元
年
の
後
一
条
帝
一
‐
賀

茂
行
幸
御
祈
鯲
十
社
御
誰
経
事
」
に
通
命
は
住
吉
社
分
を
勤
め
た

（
小
右
記
）
。
さ
て
同
三
年
三
月
道
長
は
出
家
し
十
月
に
頼
通
（
道

長
一
男
）
が
関
白
と
な
っ
た
。
④
翌
四
年
三
月
、
入
道
大
相
国
（
通

長
）
の
無
放
存
院
供
養
に
は
堂
達
と
し
て
教
円
と
共
に
斉
会
。
こ
れ

が
道
長
傘
下
の
道
綱
が
道
命
に
与
え
た
最
後
の
後
楯
と
言
え
、
道
綱

は
同
年
十
〃
十
六
日
病
没
。
⑤
従
っ
て
天
王
寺
別
当
退
任
（
同
年
十

二
Ⅱ
）
は
父
逝
綱
の
死
と
関
係
づ
け
ら
れ
よ
う
。

因
寛
仁
五
（
一
○
一
二
）
四
八
才
Ｉ
没
年
（
長
久
二
年
・
六
八
才

以
前
）
・
『
法
華
験
記
』
以
下
の
伝
記
に
見
る
通
命
の
生
前
の
行
状

は
前
期
迄
に
相
当
す
る
。
直
接
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
解
体
に
よ
る
権
力

圏
外
で
道
命
は
龍
居
し
落
塊
の
晩
年
を
送
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
千
載

ｊく７

集
巻
九
等
）
。
但
し
『
法
華
験
記
』
道
命
条
末
尾
（
こ
の
記
述
は
以

、
、
、
．

下
の
僧
伝
に
依
用
さ
れ
逝
命
の
死
後
を
往
生
人
と
し
て
飾
っ
て
い

る
）
か
ら
そ
の
周
辺
に
厭
世
・
浄
土
欣
求
を
基
調
に
慨
く
恐
ら
く
は

文
人
グ
ル
ー
プ
の
介
在
を
予
想
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
又
、
道
命
の
没

年
を
『
法
華
験
記
』
成
立
の
鮫
下
限
た
る
長
久
五
年
（
同
序
、
八
七

条
）
を
遡
る
三
年
（
長
久
二
年
）
以
前
と
す
る
基
本
的
手
掛
り
で
あ

る
。

☆
以
上
の
如
き
道
命
の
周
辺
か
ら
「
後
宮
サ
ロ
ン
を
行
餓
と
し
総

読
み
乃
至
歌
詠
み
を
混
交
し
た
平
安
期
持
経
者
の
一
典
型
」
の
設
定

が
可
能
で
あ
ろ
う
。

註

艸
特
に
永
観
二
年
十
月
の
横
川
薬
師
堂
建
立
供
養
、
同
十
一
月
の
恋
心

院
供
養
（
日
本
紀
略
後
篇
）

③
「
（
花
山
）
天
皇
生
年
十
九
…
向
二
花
山
寺
一
落
飾
入
道
。
蔵
人
左
少

弁
藤
原
道
兼
。
僧
厳
久
。
二
人
随
従
。
出
二
縫
殿
陣
一
・
参
二
元
慶
寺
一
・

即
時
令
下
左
近
少
将
藤
原
道
綱
持
二
神
塑
宝
剣
一
。
献
二
東
宮
（
一
条
）

御
在
所
凝
華
舎
一
上
。
件
三
人
外
他
人
不
二
敢
知
一
ン
之
・
禁
省
事
秘
故

也
。
即
夜
。
右
大
臣
藤
原
兼
家
参
二
入
内
裡
一
。
令
レ
固
二
禁
門
一
」

（
扶
桑
略
記
・
寛
和
二
年
六
月
廿
二
日
条
）

側
『
詞
華
和
歌
集
』
巻
三
『
千
戦
集
』
巻
七
な
ど

い
『
今
昔
物
語
典
』
巻
十
二
・
第
三
六

佃
佃
拙
稿
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
に
見
る
持
経
者
像
（
大
崎
学
報

一
二
二
号
所
収
）

、
「
乃
至
一
期
運
尽
。
遷
二
化
他
界
一
・
麦
有
二
得
意
知
音
人
一
。
億
二
存

生
契
一
。
常
作
二
是
念
一
・
道
命
阿
閣
梨
不
レ
審
二
生
所
一
。
依
二
妙
法
力
一
・

得
し
生
二
浄
土
一
欺
・
若
知
二
我
心
一
可
し
有
二
夢
告
》
・
両
三
年
間
。
常
念
三

此
事
一
。
時
此
人
夢
…
…
」
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翻訳上より見たる因縁の語義について

－法華経英訳覚え書一

村 野 忠
'一

_目．

因縁という語を翻沢する場合次の語義が考えられる。

⑩原因を意味する場合。Cause.因と縁とを分けて訳す場合は因は

primarycause,縁はenvironme刀talcauseと訳すことにしている。

例、如是因如是縁｡ ･l ･二因縁の場合もthetwelvecausesと訳すことに

している。通常これはthetwelvelinksofcausalityと訳されている

が、 causalityは因鵬関係を意味する。十二因縁は因果関係を表現する

からcausalityでもよいわけであるが、十二因縁という語そのものには

果は表現されていない。

②理由を葱味する場合。 Reason、理由とはある事柄を税明する場合

に役立つ事実をいう。これは問答の場合はwhy-becauseの形となる。

例、以何因縁(why)而有此瑞。以麸因縁(Becauseofthis=therefo

-re)地皆厳浄。

③動機を現わす場合。motiveo動賎とは人をして行動を起さしめる

事実をいう。序品に我見彼土恒沙菩薩樋々因縁而求仏道とあるが、この因

縁は動機と解すべきではないかと思う。

④目的を意味する場合、Purpose･目的とは人がその実現を意図する

ものをいう。唯以一大事因縁故出現於世の因縁は目的と解すべきものと思

フo

⑤仏や仏弟子などの過去世における因縁物語を,巡味する場合、 the

storyofapreviouslife・樋々因縁轡諭言辞の因縁はこれに当ると思う。

(2I2)



この場合本事も本生も含まれると思う。前生物語は一蹴のlife-storyで

ある。たr異るところは現世のstoryではなくて前IItのstoryである

点である。前世はpreviousexistence又はpreviouslifeの訳誰が一般

に採用されている。 prenatal lifeは胎内の生命を‘葱味するのが本義であ

るから避くべきであろう。そこで前生物語を意味する因縁を thestory

ofapreviouslifeとしたのであるが、本事も本生も含まれているから

本堺本生の訳語と|可様になる。即ち本生はthestoryoftheprevious

lifeofaBuddhaであり、本事はthestoryofthepreviouslifeofa

Bodhisattvaとなる。例えば薬玉苫薩本邪品のIW!名はthepreviousLife

ofthemedicine-kingBodhisattvaとした。但し妙荘厳正本事品の本

事は妙荘厳王の本事ではなく華聴醤薩の本ｻ＃であるから、単にthestory

ofkingwondeful-adornmentとした（，

⑥九部経の一である因縁を意味する場合。方便品に或説修多雑伽陀及

本事本生未曾有亦説於因縁騨諭並祇夜優婆提舎経とある中の因縁は前生物

語即ち過去世の凶縁談の意味の因縁ではない。因縁談にあたるものは本事

本生である。九部経の--.としての因縁は仏が経や律をI税かれた由来を明か

にしたものである。従ってその訳はthereasonwhytbesutraisexp

-oundedとすべきであろう。この意味内容が明らかな場合､又は註釈を付

する余裕のあるときはIntroductorydiscourse又は単に1ntroduction

とすることもできるであろう。

これに関連して諸賢の御商兇を煩わしたいことがある。前節で言及した

種々因縁磐諭言辞のなかの言辞とは何か。因縁も轡諭も言辞を離れてはな

い。 もしこれが単に言梁を葱味するならば驚語（ゼイゴ）である。言辞柔

軟の言辞はあきらかに音声を意味するが、背声や言葉は因縁や騨諭と併悩

さるべき性磁のものではない。しかるに因縁響諭言辞の言辞か単なる賛諮

でないことは以砿々因縁韓諭亦言辞の表現を以てして6明らかである。
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そこでこの言辞は優婆捉舎経を意味するのではないかと思うのである。

九部経のうち修多羅と伽陀と祇伎は形式上の分瓶であって内容には関係は

ない。他の六部経のうち未曾布は呪前の斗撰として与えられるものであ

り、仏の敦説によって与えられるものではない。又経の由来をIﾘjかす因縁

は一経が成立するに当って初めて必要となるものであるから経の内容その

ものではない。そこで教説の内容を櫛成するものは本事本生讐諭優婆提舎

経の四部経のみとなる。しかるに因縁響諭言辞という表現において、本事

と本生が因縁のなかに含まれるとすれば言畔は優婆捉舎経に当るのではな

いかと思う次第である。

⑦縁起を通味する場合。 Dependentorigination.一切の存在はす

べて因縁によって生じ因縁によって減する。縁起とは因縁によって生ずる

ことをいう。十二因縁は凡夫の生存が･l-二の条件によって成立つことを意

味するから･トー縁起ともいう。従って響諭品の楽独諜寂深知諸法因縁足名

畔支仏乗の因縁は単にcausesとするよりも dependentoriginatoinと

した方が妥当であるかも知れない。方便品の諦仏両足尊知法常無性仏種従

縁起の縁はこれを因縁と解し、従縁起を縁起と解してdependentorigin

-ationとすべきであろう。

こふで必然的に問題となるのは十二因縁の各支をいかに翻訳すべきかで

ある。無明はignoranceとするのが通拠のようである。

stupidityは痴の訳語とする方が適当であろう。行はpredispositior]

とした。織はconsciousnessである。名色はname-and-formとした

が、 thecorporealorganismという訳もある◎六入はthesixsense

-organsが通説である。触はtouch又はcontact、受はperception

又はsensationである。愛はcravings.とした。これは渇受tanh豆で

あるからthirstであるが、現在の英語のusageではthirstは渇愛の

（”4）



,葱が薄れている。Loveという訳謡ぱ1<適当であろう。Loveは単独に111

いられる場合は多くは男女間の愛情を意味し、又キリスト教における神の

愛を葱味する。収はgrasping,有はbecoming,生はbirth,である。

老死はage-andFdeathとした。

次に問題となるのは十如赴の訳である。相は形相であるからappeara

･-nceとしたが、相が‘術に形相を意味するとは限らない。性質を意味する

場合もある。その場合はnatureとなる。又|可じ形相でも形そのものに

電点が置かれる場合はformが適当であろうし、様相を意味する場合は

mode又はstateが適当であろう。性はnatureである。体は主体、実

体、本体と解釈してsubstanceを用いた。力はpower,作はactivity,

因はprimarycause,縁はenvironmentalcause,果はeffectであ

る。報はreward-and-retributionとした｡ rewardは普報を意味し

retributionは悪報を通味する。善悪を包含する報に該当する英語はな

い○

本末究党等は本の相から末の報に至る九要素が凡て実相であるという点

において等しいと解釈した◎しかしかLる意味を表現するのに適当な英語

はない。そこでこの解釈は脚注で明らかにすることとし、本文ではすべて

の存在の差別相は以上の九要素について知るべきであるということを示す

ために本末究党等に当る部分にpa】､ticularitiesという表現を用いた。如

足はastheyareである。諸法実相はtherealityofallthingsとし

た。諸法をallthings とするのは物足りない感じがしないでもないが、

pantarheiの英訳がallthingsflowというように決定されていること

から考えれば適当でないとはいえないと思う。
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梵文方便品十如に関する異相と、

その若干の考察

宇 治 行 忠

a苛苛叩弓T

工I1W1瑠苛印手i

瓦梱T司合叩牙

珊

榊J1易

C

円T I

耳司珂到1司

司可員一命I誼
司更可一口詞司､夕叩ぞ可誼でWTT

‘↑可: ll

①

（11の1)yecatedharmayatbacatedharmayadr壷§catedha

rmayal lakSanaScatedharmayatsvabhavaScatedharmahl

①

（11の2)yecayathacayadr蕊§cayal lakSanaScayat svabhav

aScatedharmaiti

①

（11の3)teSudharmeSutathagataevapratyaksoparokSahll
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梵文方便品十如段（行忠訳）

如来所説の諸法は何れの所より来るか、その由る可き所を了し、衆相の

根本、法の貌を分別し自然に法を知り給う｡而して如是法とは何ぞや、そ

れ等の諸法の相とは何ぞや、然して法の性とは何ぞや、足の如き諸法の真

実の相を知り給う。

（これは研究途上の筆者の訳でありますから後日改,汀される事あるも、御了承下さ

いますよう。 ）

妙典「唯仏与仏乃能究尽諸法実相所訓諭法如是相、性、体､力､作、因、

縁、果報本末究党等」と訳されています。

正法華経は「大聖所説得未曾有巍々雌量如来皆了諸法jﾘ油

従何所来諸法自然分別法貌衆相根本知法自然。 （大聖の所説

を得ること、未曾有かつ巍々として鮭り雌し、如来は皆諸法の由るべき所

を了し、諸法は自然に何れの所より来るか、法貌衆相の根本を分別し、自

然に法を知り給う｡) (行忠訓訳）

添品法華綴の方使品は妙典と同文である。

又次に西蔵請方便品中の十如の処が何うなっているかを河口栽海先生の

訳によって見ますと、 「舎利子よ、如来が知らる堅所の法を、それはまた

如来が如来に説Iﾘ』し給えり。

舎利子よ、論法はまた如来|ﾖ身が示し給えり。説法はまた、如来l当|身が

知り給えり。諸法は如何なるか、諸法は如何ようにあるか、諸法は何に似

たるか、而して諸法の相は如何なるか、論法の性は如何なるか、諸法は何

であるか、如何様にあるか、何に似たるか、机の何であるかと、性の何で
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あるかをも知り給えり」と訳されています。
（2）

次に近11tに於いて梵品より直訳されたものについて調べて見ますと、木

村泰賢先生の一upaya-kauSalyaparivartoの訳を見ますと「彼等諸法に

関して、足等ありのまLなる法、是等の法はかくあり、足等の法はかくの

如くあり、是等の法はかくの如き相であり、匙等の法はかくの如き体であ

る。それ等の法にて仏陀のみ現見す」となっています。

以上の如く訳された先生の意見として、 ’~法華経自身の立場より見れば

天台等の考える如く、所調如是教に重点を縦いたものでは無く、たr之れ

によって法華の能説者たる仏陀の力用を明らかにして、以って法華経の真

理たる証明とせんとしたまでrある。

故に之れを韮として、三千三締などと云う、世界観を建てるが如きは寧

ろ法華経の真意以上の挙と云わねばならない」と、非常に注目す可きこと
（3）

を云って居られる。

特に方便品を見て我々が感じる事は、十如是に関する限り、諸典まちま

ちである。

例えば漢訳の妙典、正典と訳が異っている。

妙典が十如赴と成っている所以について、或る学者は、羅什三蔵がこの

妙法華経の翻訳をする前に、大智度論の翻i沢をした事をとりあげて、この

大諭にはしばしば問題を十種に分別する項がある。この仕事をした後の法

華経翻訳に際し、その習性が羅什をして十如是と訳せしめたのであろう。

と云う意見を述べていられるのを見た事がありますが、之れは面白い見解

であるとは思えるが、余りにも穿ち過ぎであると云えるのでは無かろう

か。何故となれば、梵語でごCaご と言う語は普通には訳して、正に，及
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び，而て， また。と云うように殆んどの場合には、附帯詞。又は、接続

詞。として用いられていますが、時には之れを(ca==如是）と漢訳されて
（4）

いることもある。この事実よりして、妙典が十如是と訳している事は、誠

に羅什三蔵の慧眼に敬服せざるを得ない、と云えるであろう。

妙、添の二品以外の、他の何の経典を見ても、十如是と訳されてはいな

｛，o

漢訳では妙典と添品法華経だけが、 しかも同文の十如となって掲戦され

ている。

そしてその十如が方便品の哲学と云うよりも、法華経迩門の哲学の基礎

をなしている事は、天下周知の事実であると共に、天台教学の不滅の哲理

たる諸法実相倫の根拠をなすものとなっている。

こ典で方便品十如に対する古来の見解を一見してみますと。

劉宗の法瑞は十如を『智慧の照用なり』と云って居ります。

繍斉の玄暢は『仏の十力の功能なり』と云って居ります。

地論師は『三乗法の内容を滅べたものである』と云って居ります。

梁の法要は『諸法実相のi渚法とは椛智の境にして、実相とは実智の境な

り。然して十如の内、相、性、体、力、作、の五如是は権智に約し、因、

縁、果、報、の四如進は実智に約し。

本末は権智を結し、究蒐等。とは実智を紬せるものである。と以上のよ

うに分別して居ります。

これなぞは非常に巧妙に分別されていますが、智歯だけは此等の描説を

破して悉く不可なり。として自ら之れを『十法界』に約し。 『仏界』に約

し。 『離剖に約し。『位次』に約して解釈せざる可らず。と叉自ら四極

の釈をなして曰く。
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卜）経に諸法と云うが故に十法界の釈を用うるなり。

口経に仏の成就し玉いし第一希有難解の法。と云っているが故に仏法

界の釈を用うるなり。

（勤経に止みね、止みね又説く可らず、我法は妙にして思い難し。と云

うが故に離合の釈を用うるなり。

卿経に唯仏と仏とのみ乃し能く究尽す。と云うが故に位の釈を用うる

のである。と云っている。

以上を四種の釈と云う、これを説明すれば、十法界に約すとは即ち十界

を束ねて、地獄等の四悪趣と人天二乗菩薩及び仏との四類とし、各々その

具する所の十如の不同を分別する事を云うのである。即ち各々の具する所

の十如の不同を分別すると共に、その内で地獄、餓鬼、畜生、修羅等の四

悪趣の十如をもよく之れを分別する。

こふに悪趣の一例だけをあげて参考とすれば、

多欲の衆生は地獄の苦具を見ても、反って欲境となして、起こす所の染

愛の如きは、鉄床、銅住等の苦を受くるの具をも追い求めて止まないもの

である。

教学の上から十如について一見してみますと。

人天、善趣の十如・二乗の十如・菩薩、仏界の十如・等十界各々十如あ

りて百界千如となり、一念三千の理を構成する。これについて摩訶止観第

五の上の述ぶる所を見ますと「夫れ一心に十法界を具し、一法界に又十法

界を具し、百法界あり。一界に三十種の世間を具すれば百法界に三千僅の

世間を具す。

や すこし

然もこの三千は、一念の心中にあり。若し心なくば己みなん。介爾でも

心あらば三千を具す、 と云っている。
さき

さすれば心が前にあって、法は後にあるのかとえば、そうでは無い。で
さき

は、一切の法が前にあって、心はその後にあるのかと云えば、摩訶止観は

（220）



さにあらず、と云っている。

法華文句要義間諜第七に曰く。本末究寛の一如足は、他の相性体等の九

如是の聡体にして、華厳等の所説は八或は九如是に至るも、此の一如是即

本末究党のみは諸経に分説して、純一乗の法華経のみ能く之れを説くとこ

ろである。と云っている。

又十界必ず十如、十如必ず十界。十界十如は但だ之れ典如法性、実相の

妙理を云ったものである。」

之れを廉訶止観は十大草に配し「所詮摩訶止観と云えるは要するに、 ･l-

如は足れ諸法実相の釈疏であり。理非造作の故に天真と日い、証智円妙の

故に独朗と云う、要するに諸法実相とは摩訶止観十大章の大葱である』と

云って居る。

日蓮聖人は此の天台数学より一歩深く即ち法華思想のoutworksを打

破って真理に直入されたものと云える。

方便品自身もその真実たることを説明して『仏の成就し玉いし所は第一

希有にして雌解の法なり。唯仏と仏とのみ乃し能く諸法の実相を究尽し給

えり。』と云っている。

これは仏を通して人間の成仏が保証された言葉とも云えるのでは無かろ

うか。

（1） ローマ・ナイズの文頭の数字は筆者の「梵文方便品の解説と研究」のs.k､t・
本文の番号であります。

（2）梵蔵伝訳、法華経、世界文庫版30頁

（3）大乗仏教思想論328頁

（4） 聡伽師地論。菩薩地持経。中論。般若灯論釈。大乗中観釈論。梵漢対照仏教
辞典（萩原本）等の諸典には、Caを如是と訳している。
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広破経広破論に表われた否定の意味

久留宮 円秀

（1）

広破経広破諭は72偶からなる経と中観論者龍樹のそれに対する自註とか

ら成っており、彼が正理学派に対して加えた批判の作品である。正理学派

は伝説上Gautama又はGotamaによって開かれた学派であり、彼らの

哲学は勝論哲学に基礎を侭き、学脱全体は16句義にまとめられてNyaya-

satra五編十承の中におさめられている。
（2）

広破経広破諭は正理学派の説く16句義の各々に批判検討を加えて、それ

ら16句義の非存在を述べることを造論の趣胃としている。

広破経広破論72経のうち第2経から第19経にかけては量 (pramana)

・所脳(prameya)の2句義に関する検討がなされているが、そのうち第

11経から第15経の間に龍樹と正理学派との両者の「否定(pratiSedha,

dgagpa)」に関する句解の相異を見い出すことができる。

以下においてはまず正理学派の厳・所壁を理解し、広破経広破論におけ

る量・所量に関する検討･を述べて、そこに表われている龍樹と正理学派の

言う「否定」の葱味に言及しよう。

正理学派の言う量(pramana)とは対象の知覚を成立させるもの、即

ち知識を得る道具をいい，所品(prameya)は広い意味で知識の対象で

あり、 ･量によって知覚されるものである。

広破経広破論では、このような職と所壁とが成立するためには次の三つ

の関係のいずれかでなければならないとしている。即ち龍樹は

『(1)篭が所赴よりも前時に存在するか、

（2）〔蛍が所股よりも〕後時に存在するか、

（222）



(3)あるいは危と所雌とが同時に存在するかのいずれかである』， と第

11経註釈に述べ、以てその各々の場合を検制･している。

(1)の場合、並によって知覚される『所量が無いとき、 〔量は］何に対し

て侭であるのであろうか』と量が量たり得ないことを説明している。

(2)の場合は、 『I己に〕存在する所量に対･しては〔－－体〕何が戯となる

のか。未だ生じていないL量〕が己に生じてしまっている〔所戯〕の鼠で

あることはできない。何となれば、 〔そのようであれば、未だ生じていな

いはずの〕兎の角等も鎧であることになってしまう』と、量・所鼠の成立

を否定している。

(3)の場合は、 『その唖tと所欺とが同時に存在するという〕ことも不可

能である。例えば同時に生じて存在している牛の一本の角の間に〔一方の

角が〕因で〔他方の角が〕果l.という因果関係〕があるということができ

ないのと同じである』と、やはり盤・所鐘の成立の不可能なことを説明し

ている。

以上の龍樹の批判に対･して正理学派は次の反駁をしている。即ち『〔前

後|可時の〕三時において股と所哉とは成立しないから、 〔成立していない

職所敬を〕否定することはｲく可能である』 （第12経）といい、 『否定が成

立するときには険と脈岐も成立する』 （第13経）と、趾と所量との成立を

主張している。即ち施樹が瞳・所欽の存在を否定するということは、否定

さるべき壁･所鐘が存在しているからこそ、龍樹の否定が成立するという

意味である。

正理学派には0pratiyogin' という考え方がある。 pratiyoginはyaSy

abhavahsapratiyog可と定義せられ、Xなるものの非存在を論じる時、

そのXなるものがpratiyogi刀である、 という意味である。例えばgrhe

ghatabhavahという場合､ ghatabhavasyagha!ahpratiyogiという

ことで、ghataがpratiyoginである。即ち瓶(ghata)が家(grha)
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に無い(abhava) というとき、その『瓶』という言葉によって言い表わ

されている対象物が必ず存在するという意味である。ここで正理学派は龍

樹が量・所品:の非存在を言うからこそ、戯・所溌という言葉の対象物が存

在すると主張していると考えられる。このことから正理学派のいう否定は

@pratiyogin, という考え方にもとずいていると言えよう。

次に龍樹のいう否定の意味について考察してみよう。広破経広破論第15

経に龍樹は『成立しないもの〔を成立するとするところ〕の〔誤った〕分

別を捨て去る〔ために中観論者は否定を説く〕のである』とし、その註釈

に轡を引いて、 『例えば水のあまり深くない場所で、深いという 〔誤っ

た］分別をもって恐怖をいだく人がいたとした場合、その恐怖の念を捨て

去るために別に知らせて「この場所の水は深くない」 と借げてやること

が、この〔水の深い場所という〕存在しない場所における〔誤った〕分別

を除くために侭められているから……〔中観論者は正理学派の誤った分別

を拾て去るために鼓・所量の］否定をするのである』と説明している。

以上の考察に従えば、正理学派は現に存在しているものに対して否定が

あり、龍樹は存在していないものに対･して否定があるといっていると理解

される。

このことは正理学派と中観論者龍樹とその両者の間における存在論的立

場の相異によるものに外ならないのではなかろうか。

正理学派は『凡そ名前で対象をもたないものはなく、和.自性のものに実
（3）

有なる名前がある』という有自性論の立場にあって否定を論じ、否定があ

るから否定の対象物が存在し、壁をはじめとする16句義の成立を主張した

のである。

他方龍樹によれば､-一切の存在物は無自性であるから空である、という無

自性論の立場から、名前が実有であるとはせずに、名前も無自性であり、

空であるから非実有であるとして否定も実有でなく無自性であるに外なら
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ないとしている。だからiu樹は広破経広破倫の厳後に『〔最群の16句義と

それらに対する否定とは〕二つとも不可得であるから、 〔それら量等の16

句義とそれらに対･する否定と〕が不成立であるとき、不成立であるのみで

ある』 （第72経）と述べ、その註釈i!$の中て『一切の存在物は無い、 と匙

認するのである』と述べて、否定が説かれても、その否定は決して有自性

なものとして成立するわけのものではなく、無自性なものであると説明し

ている。

結局、先にも述べたように、正理学派のいう否定も、中観論者龍樹のい

う否定も、 ともに有自性なるものを対･象としているのであるが、正理学派

は有自性諭の立場から有自性の対象物は存在するといい、他方龍樹は無自

性論の立場から和･自性の対象物は誤って分別されたものであるとして、そ

の対象が存在しないという結論を得ていると思われる。

(註）

（1） 影印北京版西蔵大蔵経第95巻第17函114a-8ff.

インド学試論集Ⅳ-肌P、 129ff,ThevaidalyaprakaranaofNagarjuna,
byyuichiKajiyama.

cf,Nyaya-sntral-1-1

TheVigrahavyavartaniofNggarjunawiththeAuthor's

Commen"ry,ed.E､H,JohnstonandArnoldKunst,1951.P､44.

ｌ
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mohaとmndhaについて

田 中
一

原始仏教以来、十二因縁説や五繍説等において説かれている無明(Av

idya)すなわち、擬を示す語に標題のmohaとmddhaとがある。

そこで、この両者に対して、

一なぜ藤という一・つの概念をあらわすために二つの語が使われている

のか

ここの両者間には如何なる相違があるのか

以上の二点について検討を試みたいと思うのであるが、今は後者に重点

を置いて述べることにする。

まず、mohaとmmdhaの二語はパーリ尼何耶中において如何に取扱わ
①

れているかというと、RhysDavidsはmohaについて、語根は1/面団

（愚かである）であり、サンスクリットにおいても、同じくmohaである

ことを示し、愚鈍。迷わすこと等と解釈して､長部経典三(Digha-nikaya
②

Ⅲ.）等の出典を明らかにしているのであるが、 Digha-nikayaⅢに

Buddhosamanokimlabhati ？Avikkhambhiyohoti affhantar

ehivabahirakehivapaccatthikehivapaccamittehi ra"nava

dosenavamohena……。

すなわち、

仏陀となれば何を得るのか。内外の怨敵や仇敵にも、或は食にも眼に

も擬にも｡…･･後略。

とある如く、mohaは食。眼と共に三不善根の－－つとして取扱われている
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場合が殆んである。

また､madhaに相当するmmthaについては､語根1/証の過去受

動分詞(passivepastparticiple)であり、迷妄なる．擬冥の・愚鈍な
③

る等と解釈している。これについて、SUtta-nipataに

mohamatikkantotipllcchanとo,yenamahenammjhomiccha-

dittimganhati,tassatikkam3nasammadittl]itampucchati.

すなわち、

愚擬を超越するというのは、何でも愚擬によって愚かな邪見を取るこ

とから超越している正見をいうのである。

とある如く、mblhaすなわちmmdhaはmohaの意味、或は語義を補

うために使用せられていたのではないかと考えられるのである。

次に、サンスクリットでは如何なる意味でmohaとmudhaが使われ
④

ているかというと、Monier-Winiamsは、mohaは男性名詞で、語根は

第一極動詞の1/面而であることを示し、葱識の喪失等と解釈しており、

バーリ尼何耶のmohaと同義語であり、 またm"haも過去受動分詞で

あって、混乱せられたる、はっきりと知らない等と解釈して、パーリ尼何

耶のmn1haと同蕊語であることを示しているのである。
⑤ ⑥ ⑦

また、 V.S.Apte･Macdonell・B6htiingk等もMonierと大同の見
③

解を示しているのであるが、Edgertonのみ、 mohaはサンスクリット

において男性名詞のみであることを示し、その‘意味は迷わすこと・思ひ違

いであるとした後、mddhaの複数であるとしているのである。
⑨

さて、このmohaとmadhaの二語を梵文：法華経において見ると、

まずmohaは方便IW!に二ケ所・薬草職IY!に三ケ所・安楽行IW!に一ケ所・

薬王菩薩本事品に一ケ所・妙音菩薩品に一・ケ所・普門品に二ケ所・妙荘厳
⑩

王本事品に二ケ所との合計十四ケ所に見られ、その'{:!の七ケ所は鳩摩羅什
⑪

訳妙法蓮華経において三不善根（三毒）である寅眼痕の擬として訳出せら
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れているのである。

次にmndhaについて見ると、轡嚥品に三ケ所・薬草嶮品に三ケ所．
⑫

寿蹴品に二ケ所との合計八ケ所に見られるが、鳩摩羅什訳妙法蓮華経の該

当ケ所にはこのmmdhaに対する訳出が見られないのである。ただし、
⑬

閣那蛎多笈多共訳添品妙法蓮華経の薬草喰品の該当ケ所にはそれぞれ、擬

・愚擬・痕と訳出せられている。

以上によってわかる如く、法華経においてもこのmohaとmndhaの

両者はバーリ尼何耶における場合と同様にmohaは三不襟根の一つとし

て愚擬蒙昧である言葉の総称であり、md4haは他の概念を修飾するため

に使用せられているということが知られるのである。

また、チベット語ではどの様に取扱われているのかというと、翻訳名義

大集(Mahavyutpatti)には、mohaはgti-mug或はrmons=paであ

り、擬・愚擬・衆を意味することを示し、madhaはsrnons-pa或はha-

mrmongs-pa等であり、昏愚・擬者等を意味し、 また昏愚なるとして

分詞であることが示されている。
⑭

そして、宇井博士等の五つの索引を通じて見ると、大体mohaとmn

dhaはそれぞれgti-mugとrmons-paであるように考えられるのであ

る。

ところで、世親(Vasubandhu)は倶舎論と唯識三十頌において如何に

この二語を使っているのであろうか。

まず、倶舎論では、大煩悩地法すなわち、第四巻の分別根本第二之二の
⑮
偶頌にmohahとあり、玄奨訳・真諦訳共に擬と訳出しているのであり、

⑯
また不善根すなわち、第十九巻の分別随眠品第五之一の偏頌にはmadha

yahとあり、玄奨訳では不饒療・真諦訳では無明と訳出せられているので

ある。

⑰
そして、この倶舎論の偶頌がそのまま、梵文;唯識三十頌の第十一偶に用
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いられているのである。すなわち、

ragapratighamndhayahllllll食･眼・擬

とあるのがそれである。

ここで注意すべきは、従来mmjhaであったものが、倶舎・唯識を通じ

てmddhiを使用していることである。これは三不善根の概念をあらわす

語として従来用いられてきたraga-dveSa-mohaと較べるとr電aを除

いて、 dveSaはPratighaに、mohaはmddhiに世親が何等かの概念

規定があって取換えたものであろうと考えられる。また、この二語は称友
⑲

(YaSomitra)の倶舎疏によると、 |~mddhi というのはmohaの異名

である(Mndhiritimohaparyayah)｡」とせられているのである。

いずれにしても、mohaとmmdhaの両者は共に語根V五頭の変化し

たもので前者は男性名詞、後者は過去受動分詞であり、漢訳ではこの二語

を倶に擬・愚擬と訳出せられる場合が多いが、厳密にいえば前者は普通名

詞であるため擬・愚擬としてもよいが、後者の場合は分詞であるから擬者

・不知者すなわち、凝なること・貞理を知らないこと等と訳出せらるべさ

ものではなかろうかと考える。

そして、倶舎・唯識を通じて、このmohaとmmhaの二語に対し

て、何等かの使分けが存していたことは認めて濃支えなかろうと思う。
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